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○一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する
　条例 （人事・組織経営課）　１
○石川県手数料条例の一部を改正する条例 （財　政　課）　30
○指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に
　関する基準等を定める条例等の一部を改正する条例
 （少子化対策監室）　32

○指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する
　基準等を定める条例等の一部を改正する条例
 （　　同　　）　33
○いしかわ子どもの権利基本条例 （　　同　　）　34
○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措
　置に関する条例等の一部を改正する条例
 （教育委員会事務局）　37

条　　　　　　　　例

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る ︒

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 四 十 号
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議 案 第 八 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る ︒

　
第 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 ﹁ 四 十 一 万 六 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 四 十 一 万 七 千 六 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第

二 号 中 ﹁ 五 万 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 五 万 二 千 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 三 号 中 ﹁ 五 万 八 百 円 ﹂ を ﹁ 五 万 千 三

百 円 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 十 七 条 第 一 項 中 ﹁ 四 千 四 百 円 ﹂ を ﹁ 四 千 七 百 円 ﹂ に ︑ ﹁ 二 万 千 円 ﹂ を ﹁ 二 万 二 千 五 百 円 ﹂ に ︑

﹁ 七 千 四 百 円 ﹂ を ﹁ 七 千 七 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 た だ し 書 中 ﹁ 六 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 七 千 五 十 円 ﹂ に ︑

﹁ 三 万 千 五 百 円 ﹂ を ﹁ 三 万 三 千 七 百 五 十 円 ﹂ に ︑ ﹁ 一 万 千 百 円 ﹂ を ﹁ 一 万 千 五 百 五 十 円 ﹂ に 改 め

る ︒
　
第 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分

の 百 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 三 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

七 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 七 十 二 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 六 十 ﹂ を ﹁ 百

分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百

分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 二 号 中 ﹁ 百 分 の 五 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

六 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で を 次 の よ う に 改 め る ︒
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一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る ︒

　
第 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 ﹁ 四 十 一 万 六 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 四 十 一 万 七 千 六 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第

二 号 中 ﹁ 五 万 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 五 万 二 千 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 三 号 中 ﹁ 五 万 八 百 円 ﹂ を ﹁ 五 万 千 三

百 円 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 十 七 条 第 一 項 中 ﹁ 四 千 四 百 円 ﹂ を ﹁ 四 千 七 百 円 ﹂ に ︑ ﹁ 二 万 千 円 ﹂ を ﹁ 二 万 二 千 五 百 円 ﹂ に ︑

﹁ 七 千 四 百 円 ﹂ を ﹁ 七 千 七 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 た だ し 書 中 ﹁ 六 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 七 千 五 十 円 ﹂ に ︑

﹁ 三 万 千 五 百 円 ﹂ を ﹁ 三 万 三 千 七 百 五 十 円 ﹂ に ︑ ﹁ 一 万 千 百 円 ﹂ を ﹁ 一 万 千 五 百 五 十 円 ﹂ に 改 め

る ︒
　
第 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分

の 百 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 三 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

七 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 七 十 二 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 六 十 ﹂ を ﹁ 百

分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百

分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 二 号 中 ﹁ 百 分 の 五 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

六 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で を 次 の よ う に 改 め る ︒
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議 案 第 八 号

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る ︒

　
第 八 条 の 二 第 一 項 第 一 号 中 ﹁ 四 十 一 万 六 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 四 十 一 万 七 千 六 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第

二 号 中 ﹁ 五 万 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 五 万 二 千 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 三 号 中 ﹁ 五 万 八 百 円 ﹂ を ﹁ 五 万 千 三

百 円 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 十 七 条 第 一 項 中 ﹁ 四 千 四 百 円 ﹂ を ﹁ 四 千 七 百 円 ﹂ に ︑ ﹁ 二 万 千 円 ﹂ を ﹁ 二 万 二 千 五 百 円 ﹂ に ︑

﹁ 七 千 四 百 円 ﹂ を ﹁ 七 千 七 百 円 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 た だ し 書 中 ﹁ 六 千 六 百 円 ﹂ を ﹁ 七 千 五 十 円 ﹂ に ︑

﹁ 三 万 千 五 百 円 ﹂ を ﹁ 三 万 三 千 七 百 五 十 円 ﹂ に ︑ ﹁ 一 万 千 百 円 ﹂ を ﹁ 一 万 千 五 百 五 十 円 ﹂ に 改 め

る ︒
　
第 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分

の 百 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 三 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

七 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 七 十 二 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 六 十 ﹂ を ﹁ 百

分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百

分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 二 号 中 ﹁ 百 分 の 五 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

六 十 ﹂ を ﹁ 百 分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で を 次 の よ う に 改 め る ︒
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行
　
政
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表

職
員

の
区

分
　

職
務

の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

６
　
級

７
　
級

８
　
級

９
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
１

19
6,
40
0

24
2,
80
0

27
7,
20
0

31
0,
80
0

33
3,
70
0

36
8,
00
0

42
2,
00
0

47
3,
40
0

52
7,
00
0

２
19
7,
50
0

24
4,
10
0

27
8,
20
0

31
2,
30
0

33
5,
50
0

36
9,
70
0

42
4,
00
0

47
8,
70
0

53
3,
70
0

３
19
8,
70
0

24
5,
50
0

27
9,
20
0

31
3,
70
0

33
7,
30
0

37
1,
30
0

42
5,
90
0

48
3,
60
0

53
8,
80
0

４
19
9,
80
0

24
6,
90
0

28
0,
20
0

31
5,
10
0

33
9,
00
0

37
2,
90
0

42
7,
70
0

48
8,
30
0

54
3,
00
0

５
20
0,
90
0

24
8,
30
0

28
1,
20
0

31
6,
50
0

34
0,
70
0

37
4,
50
0

42
9,
50
0

49
2,
30
0

54
6,
40
0

６
20
2,
60
0

24
9,
70
0

28
2,
20
0

31
7,
60
0

34
2,
40
0

37
6,
30
0

43
1,
30
0

49
5,
70
0

54
9,
70
0

７
20
4,
30
0

25
1,
10
0

28
3,
10
0

31
8,
60
0

34
4,
10
0

37
7,
80
0

43
3,
10
0

49
8,
60
0

55
2,
60
0

８
20
5,
90
0

25
2,
50
0

28
4,
10
0

31
9,
80
0

34
5,
70
0

37
9,
40
0

43
4,
90
0

50
1,
10
0

55
5,
10
0

９
20
7,
40
0

25
3,
90
0

28
5,
10
0

32
1,
00
0

34
7,
30
0

38
0,
70
0

43
6,
50
0

50
3,
10
0

55
7,
10
0

10
20
9,
10
0

25
5,
10
0

28
6,
10
0

32
2,
60
0

34
9,
00
0

38
2,
30
0

43
8,
00
0

11
21
0,
70
0

25
6,
40
0

28
7,
10
0

32
4,
20
0

35
0,
70
0

38
3,
90
0

43
9,
50
0

12
21
2,
30
0

25
7,
70
0

28
8,
10
0

32
5,
80
0

35
2,
30
0

38
5,
40
0

44
1,
00
0

13
21
3,
80
0

25
8,
90
0

28
9,
10
0

32
7,
20
0

35
3,
80
0

38
7,
30
0

44
2,
50
0

14
21
5,
50
0

26
0,
10
0

29
0,
40
0

32
8,
80
0

35
5,
40
0

38
9,
20
0

44
3,
80
0

15
21
7,
20
0

26
1,
30
0

29
1,
70
0

33
0,
50
0

35
7,
00
0

39
1,
10
0

44
5,
10
0

16
21
8,
90
0

26
2,
50
0

29
2,
90
0

33
2,
10
0

35
8,
50
0

39
3,
00
0

44
6,
30
0

17
22
0,
10
0

26
3,
60
0

29
4,
10
0

33
3,
50
0

35
9,
90
0

39
4,
50
0

44
7,
50
0

18
22
1,
70
0

26
4,
70
0

29
5,
40
0

33
5,
20
0

36
1,
70
0

39
6,
30
0

44
8,
80
0

19
22
3,
30
0

26
5,
80
0

29
6,
60
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0

36
2,
30
0

10
2

31
1,
40
0

36
2,
70
0

10
3

31
1,
70
0

36
3,
10
0

10
4

31
2,
00
0

36
3,
50
0

10
5

31
2,
20
0

36
4,
00
0

10
6

31
2,
50
0

36
4,
40
0

10
7

31
2,
80
0

36
4,
70
0

10
8

31
3,
10
0

36
5,
00
0

10
9

31
3,
30
0

36
5,
40
0

11
0

31
3,
60
0

11
1

31
4,
00
0

11
2

31
4,
30
0

11
3

31
4,
50
0

11
4

31
4,
70
0

11
5

31
5,
00
0

11
6

31
5,
40
0

11
7

31
5,
60
0

11
8

31
5,
80
0

11
9

31
6,
10
0

12
0

31
6,
40
0

12
1

31
6,
70
0

12
2

31
6,
90
0

12
3

31
7,
20
0

12
4

31
7,
50
0

（　　）28



6 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

12
5

31
7,
80
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

20
0,
90
0

22
8,
50
0

27
0,
40
0

29
1,
00
0

30
6,
70
0

33
3,
00
0

37
6,
00
0

41
0,
50
0

46
3,
90
0

備
考
　
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
25
条
、
第
25
条
の
２
及
び
附
則
第
18
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。

（　　）29



6 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

12
5

31
7,
80
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

20
0,
90
0

22
8,
50
0

27
0,
40
0

29
1,
00
0

30
6,
70
0

33
3,
00
0

37
6,
00
0

41
0,
50
0

46
3,
90
0

備
考
　
こ
の
表
は
、
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
全
て
の
職
員
に
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
第
25
条
、
第
25
条
の
２
及
び
附
則
第
18
項
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。

（　　）29

7令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
別
表
第
２
（
第
３
条
関
係
）

公
　
安
　
職
　
給
　
料
　
表

職
員

の
区

分
　

職
務

の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

６
　
級

７
　
級

８
　
級

９
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円
１

22
6,
30
0

24
7,
40
0

27
0,
50
0

30
9,
20
0

34
5,
20
0

36
6,
90
0

39
8,
00
0

43
4,
50
0

48
1,
30
0

２
22
8,
70
0

24
9,
60
0

27
2,
40
0

31
0,
20
0

34
6,
70
0

36
8,
60
0

39
9,
70
0

43
6,
10
0

48
7,
40
0

３
23
1,
10
0

25
1,
80
0

27
4,
50
0

31
1,
10
0

34
8,
10
0

37
0,
30
0

40
1,
30
0

43
7,
60
0

49
2,
30
0

４
23
3,
50
0

25
4,
00
0

27
6,
60
0

31
2,
00
0

34
9,
60
0

37
1,
90
0

40
3,
00
0

43
9,
10
0

49
6,
50
0

５
23
5,
90
0

25
6,
20
0

27
8,
60
0

31
2,
60
0

35
1,
10
0

37
3,
50
0

40
4,
50
0

44
0,
60
0

50
0,
50
0

６
23
8,
30
0

25
8,
20
0

27
9,
90
0

31
3,
30
0

35
2,
50
0

37
5,
20
0

40
6,
10
0

44
2,
20
0

50
3,
90
0

７
24
0,
70
0

26
0,
20
0

28
1,
20
0

31
3,
90
0

35
3,
80
0

37
6,
80
0

40
7,
70
0

44
3,
60
0

50
6,
80
0

８
24
2,
90
0

26
2,
00
0

28
2,
50
0

31
4,
60
0

35
5,
10
0

37
8,
30
0

40
9,
30
0

44
5,
00
0

50
9,
30
0

９
24
5,
10
0

26
3,
80
0

28
3,
80
0

31
5,
20
0

35
6,
40
0

37
9,
80
0

41
0,
80
0

44
6,
10
0

51
1,
50
0

10
24
7,
20
0

26
5,
50
0

28
5,
10
0

31
5,
90
0

35
8,
00
0

38
1,
40
0

41
2,
40
0

44
7,
50
0

11
24
9,
30
0

26
7,
30
0

28
6,
30
0

31
6,
60
0

35
9,
60
0

38
3,
00
0

41
4,
00
0

44
9,
00
0

12
25
1,
30
0

26
8,
70
0

28
7,
50
0

31
7,
20
0

36
1,
30
0

38
4,
60
0

41
5,
60
0

45
0,
50
0

13
25
3,
20
0

27
0,
10
0

28
8,
70
0

31
7,
90
0

36
2,
70
0

38
6,
20
0

41
7,
10
0

45
1,
80
0

14
25
5,
20
0

27
1,
90
0

28
9,
70
0

31
8,
60
0

36
4,
30
0

38
7,
80
0

41
9,
10
0

45
3,
50
0

15
25
7,
20
0

27
3,
20
0

29
0,
70
0

31
9,
20
0

36
5,
80
0

38
9,
40
0

42
1,
10
0

45
5,
20
0

16
25
8,
80
0

27
4,
60
0

29
2,
10
0

32
0,
00
0

36
7,
30
0

39
1,
00
0

42
3,
10
0

45
6,
80
0

17
26
0,
40
0

27
6,
00
0

29
3,
20
0

32
0,
70
0

36
8,
80
0

39
2,
70
0

42
4,
70
0

45
8,
20
0

18
26
1,
90
0

27
7,
20
0

29
4,
30
0

32
1,
50
0

37
0,
40
0

39
4,
30
0

42
6,
40
0

45
9,
90
0

19
26
3,
40
0

27
8,
40
0

29
5,
40
0

32
2,
50
0

37
1,
90
0

39
5,
90
0

42
8,
00
0

46
1,
60
0

20
26
4,
90
0

27
9,
50
0

29
6,
50
0

32
3,
30
0

37
3,
40
0

39
7,
50
0

42
9,
70
0

46
3,
20
0

21
26
6,
40
0

28
0,
80
0

29
7,
70
0

32
4,
20
0

37
4,
90
0

39
9,
00
0

43
1,
30
0

46
4,
60
0

22
26
8,
00
0

28
1,
90
0

29
8,
40
0

32
5,
40
0

37
6,
50
0

40
0,
60
0

43
2,
80
0

46
5,
30
0

23
26
9,
50
0

28
3,
10
0

29
8,
90
0

32
6,
70
0

37
8,
10
0

40
2,
30
0

43
4,
30
0

46
6,
00
0

24
27
1,
00
0

28
4,
20
0

29
9,
50
0

32
8,
00
0

37
9,
70
0

40
4,
00
0

43
5,
70
0

46
6,
70
0

25
27
2,
50
0

28
5,
50
0

29
9,
90
0

32
9,
30
0

38
1,
10
0

40
5,
70
0

43
6,
90
0

46
7,
10
0

26
27
3,
70
0

28
6,
80
0

30
0,
50
0

33
0,
80
0

38
2,
80
0

40
7,
70
0

43
8,
40
0

46
7,
60
0

27
27
4,
90
0

28
8,
00
0

30
1,
00
0

33
2,
10
0

38
4,
50
0

40
9,
50
0

43
9,
90
0

46
8,
20
0

28
27
6,
10
0

28
9,
20
0

30
1,
50
0

33
3,
10
0

38
6,
10
0

41
1,
40
0

44
1,
30
0

46
8,
80
0

29
27
7,
30
0

29
0,
10
0

30
1,
90
0

33
4,
00
0

38
7,
70
0

41
3,
10
0

44
2,
80
0

46
9,
40
0

30
27
8,
40
0

29
1,
10
0

30
2,
50
0

33
5,
20
0

38
9,
30
0

41
4,
50
0

44
4,
10
0

47
0,
10
0

31
27
9,
50
0

29
2,
20
0

30
3,
00
0

33
6,
30
0

39
0,
90
0

41
5,
70
0

44
5,
30
0

47
0,
60
0

32
28
0,
60
0

29
3,
20
0

30
3,
50
0

33
7,
40
0

39
2,
60
0

41
7,
00
0

44
6,
50
0

47
1,
10
0

33
28
1,
90
0

29
4,
40
0

30
4,
00
0

33
8,
50
0

39
4,
30
0

41
8,
00
0

44
7,
50
0

47
1,
60
0

34
28
3,
20
0

29
5,
00
0

30
4,
60
0

33
9,
70
0

39
6,
30
0

41
9,
10
0

44
8,
20
0

47
1,
90
0

35
28
4,
40
0

29
5,
60
0

30
5,
00
0

34
0,
90
0

39
8,
30
0

42
0,
10
0

44
8,
90
0

47
2,
20
0

36
28
5,
70
0

29
6,
20
0

30
5,
40
0

34
1,
90
0

40
0,
30
0

42
1,
10
0

44
9,
60
0

47
2,
60
0

（　　）30



8 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

37
28
6,
60
0

29
6,
60
0

30
5,
90
0

34
3,
00
0

40
2,
00
0

42
2,
20
0

45
0,
10
0

47
2,
90
0

38
28
7,
60
0

29
7,
20
0

30
6,
50
0

34
4,
20
0

40
3,
70
0

42
3,
40
0

45
0,
50
0

47
3,
10
0

39
28
8,
70
0

29
7,
90
0

30
7,
10
0

34
5,
40
0

40
5,
20
0

42
4,
50
0

45
0,
90
0

47
3,
40
0

40
28
9,
80
0

29
8,
40
0

30
7,
60
0

34
6,
60
0

40
6,
70
0

42
5,
60
0

45
1,
20
0

47
3,
60
0

41
29
1,
00
0

29
8,
80
0

30
8,
20
0

34
7,
70
0

40
7,
90
0

42
6,
80
0

45
1,
50
0

47
3,
90
0

42
29
1,
60
0

29
9,
40
0

30
8,
90
0

34
8,
80
0

40
8,
90
0

42
7,
60
0

45
1,
80
0

47
4,
10
0

43
29
2,
20
0

30
0,
00
0

30
9,
60
0

35
0,
00
0

40
9,
90
0

42
8,
40
0

45
2,
10
0

47
4,
30
0

44
29
2,
70
0

30
0,
50
0

31
0,
20
0

35
1,
20
0

41
0,
90
0

42
9,
00
0

45
2,
40
0

47
4,
50
0

45
29
3,
10
0

30
0,
90
0

31
0,
80
0

35
2,
30
0

41
1,
90
0

42
9,
50
0

45
2,
60
0

47
4,
90
0

46
29
3,
60
0

30
1,
40
0

31
1,
60
0

35
3,
60
0

41
3,
00
0

43
0,
20
0

45
2,
90
0

47
29
4,
10
0

30
1,
90
0

31
2,
40
0

35
4,
80
0

41
4,
10
0

43
0,
90
0

45
3,
20
0

48
29
4,
60
0

30
2,
40
0

31
3,
10
0

35
6,
00
0

41
5,
20
0

43
1,
50
0

45
3,
40
0

49
29
5,
00
0

30
2,
90
0

31
3,
90
0

35
7,
20
0

41
6,
50
0

43
2,
20
0

45
3,
70
0

50
29
5,
50
0

30
3,
40
0

31
4,
90
0

35
8,
50
0

41
7,
30
0

43
2,
60
0

45
4,
00
0

51
29
6,
00
0

30
4,
00
0

31
5,
90
0

35
9,
80
0

41
8,
10
0

43
3,
20
0

45
4,
30
0

52
29
6,
50
0

30
4,
50
0

31
6,
90
0

36
1,
20
0

41
8,
70
0

43
3,
80
0

45
4,
70
0

53
29
7,
00
0

30
5,
10
0

31
7,
90
0

36
2,
10
0

41
9,
20
0

43
4,
20
0

45
4,
90
0

54
29
7,
60
0

30
5,
70
0

31
9,
00
0

36
3,
40
0

41
9,
90
0

43
4,
60
0

45
5,
20
0

55
29
8,
10
0

30
6,
40
0

32
0,
00
0

36
4,
60
0

42
0,
50
0

43
5,
10
0

45
5,
40
0

56
29
8,
50
0

30
7,
00
0

32
1,
00
0

36
5,
80
0

42
1,
20
0

43
5,
60
0

45
5,
70
0

57
29
9,
00
0

30
7,
60
0

32
2,
00
0

36
6,
90
0

42
1,
50
0

43
6,
10
0

45
5,
90
0

58
29
9,
50
0

30
8,
40
0

32
3,
10
0

36
8,
20
0

42
2,
20
0

43
6,
60
0

45
6,
20
0

59
30
0,
00
0

30
9,
20
0

32
4,
20
0

36
9,
60
0

42
2,
90
0

43
7,
00
0

45
6,
50
0

60
30
0,
40
0

30
9,
90
0

32
5,
30
0

37
1,
00
0

42
3,
50
0

43
7,
40
0

45
6,
70
0

61
30
0,
90
0

31
0,
70
0

32
6,
10
0

37
2,
30
0

42
3,
90
0

43
7,
80
0

45
6,
90
0

62
30
1,
30
0

31
1,
50
0

32
7,
20
0

37
3,
80
0

42
4,
30
0

43
8,
10
0

45
7,
20
0

63
30
1,
80
0

31
2,
30
0

32
8,
30
0

37
5,
30
0

42
4,
80
0

43
8,
40
0

45
7,
50
0

64
30
2,
20
0

31
3,
20
0

32
9,
50
0

37
6,
70
0

42
5,
30
0

43
8,
70
0

45
7,
80
0

65
30
2,
70
0

31
4,
00
0

33
0,
40
0

37
7,
90
0

42
5,
80
0

43
8,
90
0

45
8,
00
0

66
30
3,
20
0

31
4,
80
0

33
1,
50
0

37
9,
30
0

42
6,
20
0

43
9,
20
0

45
8,
30
0

67
30
3,
60
0

31
5,
60
0

33
2,
60
0

38
0,
60
0

42
6,
70
0

43
9,
50
0

45
8,
60
0

68
30
4,
00
0

31
6,
40
0

33
3,
70
0

38
2,
00
0

42
7,
20
0

43
9,
70
0

45
8,
90
0

69
30
4,
50
0

31
7,
30
0

33
4,
70
0

38
3,
10
0

42
7,
70
0

43
9,
90
0

45
9,
10
0

70
30
4,
90
0

31
8,
10
0

33
5,
80
0

38
4,
30
0

42
8,
20
0

44
0,
20
0

45
9,
40
0

71
30
5,
30
0

31
9,
00
0

33
7,
00
0

38
5,
50
0

42
8,
80
0

44
0,
50
0

45
9,
70
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

72
30
5,
80
0

31
9,
90
0

33
8,
20
0

38
6,
70
0

42
9,
30
0

44
0,
70
0

46
0,
00
0

73
30
6,
30
0

32
0,
50
0

33
8,
90
0

38
8,
00
0

42
9,
70
0

44
0,
90
0

46
0,
20
0

74
30
6,
80
0

32
1,
40
0

34
0,
20
0

38
9,
20
0

43
0,
30
0

44
1,
20
0

75
30
7,
40
0

32
2,
30
0

34
1,
50
0

39
0,
40
0

43
0,
70
0

44
1,
50
0

76
30
7,
80
0

32
3,
10
0

34
2,
80
0

39
1,
50
0

43
0,
90
0

44
1,
70
0

77
30
8,
30
0

32
3,
70
0

34
4,
00
0

39
2,
70
0

43
1,
20
0

44
1,
90
0

78
30
8,
80
0

32
4,
60
0

34
5,
40
0

39
3,
90
0

43
1,
70
0

44
2,
20
0

79
30
9,
40
0

32
5,
50
0

34
6,
80
0

39
5,
00
0

43
2,
00
0

44
2,
50
0

80
31
0,
00
0

32
6,
50
0

34
8,
20
0

39
6,
20
0

43
2,
30
0

44
2,
70
0
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37
28
6,
60
0

29
6,
60
0

30
5,
90
0

34
3,
00
0

40
2,
00
0

42
2,
20
0

45
0,
10
0

47
2,
90
0

38
28
7,
60
0

29
7,
20
0

30
6,
50
0

34
4,
20
0

40
3,
70
0

42
3,
40
0

45
0,
50
0

47
3,
10
0

39
28
8,
70
0

29
7,
90
0

30
7,
10
0

34
5,
40
0

40
5,
20
0

42
4,
50
0

45
0,
90
0

47
3,
40
0

40
28
9,
80
0

29
8,
40
0

30
7,
60
0

34
6,
60
0

40
6,
70
0

42
5,
60
0

45
1,
20
0

47
3,
60
0

41
29
1,
00
0

29
8,
80
0

30
8,
20
0

34
7,
70
0

40
7,
90
0

42
6,
80
0

45
1,
50
0

47
3,
90
0

42
29
1,
60
0

29
9,
40
0

30
8,
90
0

34
8,
80
0

40
8,
90
0

42
7,
60
0

45
1,
80
0

47
4,
10
0

43
29
2,
20
0

30
0,
00
0

30
9,
60
0

35
0,
00
0

40
9,
90
0

42
8,
40
0

45
2,
10
0

47
4,
30
0

44
29
2,
70
0

30
0,
50
0

31
0,
20
0

35
1,
20
0

41
0,
90
0

42
9,
00
0

45
2,
40
0

47
4,
50
0

45
29
3,
10
0

30
0,
90
0

31
0,
80
0

35
2,
30
0

41
1,
90
0

42
9,
50
0

45
2,
60
0

47
4,
90
0

46
29
3,
60
0

30
1,
40
0

31
1,
60
0

35
3,
60
0

41
3,
00
0

43
0,
20
0

45
2,
90
0

47
29
4,
10
0

30
1,
90
0

31
2,
40
0

35
4,
80
0

41
4,
10
0

43
0,
90
0

45
3,
20
0

48
29
4,
60
0

30
2,
40
0

31
3,
10
0

35
6,
00
0

41
5,
20
0

43
1,
50
0

45
3,
40
0

49
29
5,
00
0

30
2,
90
0

31
3,
90
0

35
7,
20
0

41
6,
50
0

43
2,
20
0

45
3,
70
0

50
29
5,
50
0

30
3,
40
0

31
4,
90
0

35
8,
50
0

41
7,
30
0

43
2,
60
0

45
4,
00
0

51
29
6,
00
0

30
4,
00
0

31
5,
90
0

35
9,
80
0

41
8,
10
0

43
3,
20
0

45
4,
30
0

52
29
6,
50
0

30
4,
50
0

31
6,
90
0

36
1,
20
0

41
8,
70
0

43
3,
80
0

45
4,
70
0

53
29
7,
00
0

30
5,
10
0

31
7,
90
0

36
2,
10
0

41
9,
20
0

43
4,
20
0

45
4,
90
0

54
29
7,
60
0

30
5,
70
0

31
9,
00
0

36
3,
40
0

41
9,
90
0

43
4,
60
0

45
5,
20
0

55
29
8,
10
0

30
6,
40
0

32
0,
00
0

36
4,
60
0

42
0,
50
0

43
5,
10
0

45
5,
40
0

56
29
8,
50
0

30
7,
00
0

32
1,
00
0

36
5,
80
0

42
1,
20
0

43
5,
60
0

45
5,
70
0

57
29
9,
00
0

30
7,
60
0

32
2,
00
0

36
6,
90
0

42
1,
50
0

43
6,
10
0

45
5,
90
0

58
29
9,
50
0

30
8,
40
0

32
3,
10
0

36
8,
20
0

42
2,
20
0

43
6,
60
0

45
6,
20
0

59
30
0,
00
0

30
9,
20
0

32
4,
20
0

36
9,
60
0

42
2,
90
0

43
7,
00
0

45
6,
50
0

60
30
0,
40
0

30
9,
90
0

32
5,
30
0

37
1,
00
0

42
3,
50
0

43
7,
40
0

45
6,
70
0

61
30
0,
90
0

31
0,
70
0

32
6,
10
0

37
2,
30
0

42
3,
90
0

43
7,
80
0

45
6,
90
0

62
30
1,
30
0

31
1,
50
0

32
7,
20
0

37
3,
80
0

42
4,
30
0

43
8,
10
0

45
7,
20
0

63
30
1,
80
0

31
2,
30
0

32
8,
30
0

37
5,
30
0

42
4,
80
0

43
8,
40
0

45
7,
50
0

64
30
2,
20
0

31
3,
20
0

32
9,
50
0

37
6,
70
0

42
5,
30
0

43
8,
70
0

45
7,
80
0

65
30
2,
70
0

31
4,
00
0

33
0,
40
0

37
7,
90
0

42
5,
80
0

43
8,
90
0

45
8,
00
0

66
30
3,
20
0

31
4,
80
0

33
1,
50
0

37
9,
30
0

42
6,
20
0

43
9,
20
0

45
8,
30
0

67
30
3,
60
0

31
5,
60
0

33
2,
60
0

38
0,
60
0

42
6,
70
0

43
9,
50
0

45
8,
60
0

68
30
4,
00
0

31
6,
40
0

33
3,
70
0

38
2,
00
0

42
7,
20
0

43
9,
70
0

45
8,
90
0

69
30
4,
50
0

31
7,
30
0

33
4,
70
0

38
3,
10
0

42
7,
70
0

43
9,
90
0

45
9,
10
0

70
30
4,
90
0

31
8,
10
0

33
5,
80
0

38
4,
30
0

42
8,
20
0

44
0,
20
0

45
9,
40
0

71
30
5,
30
0

31
9,
00
0

33
7,
00
0

38
5,
50
0

42
8,
80
0

44
0,
50
0

45
9,
70
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

72
30
5,
80
0

31
9,
90
0

33
8,
20
0

38
6,
70
0

42
9,
30
0

44
0,
70
0

46
0,
00
0

73
30
6,
30
0

32
0,
50
0

33
8,
90
0

38
8,
00
0

42
9,
70
0

44
0,
90
0

46
0,
20
0

74
30
6,
80
0

32
1,
40
0

34
0,
20
0

38
9,
20
0

43
0,
30
0

44
1,
20
0

75
30
7,
40
0

32
2,
30
0

34
1,
50
0

39
0,
40
0

43
0,
70
0

44
1,
50
0

76
30
7,
80
0

32
3,
10
0

34
2,
80
0

39
1,
50
0

43
0,
90
0

44
1,
70
0

77
30
8,
30
0

32
3,
70
0

34
4,
00
0

39
2,
70
0

43
1,
20
0

44
1,
90
0

78
30
8,
80
0

32
4,
60
0

34
5,
40
0

39
3,
90
0

43
1,
70
0

44
2,
20
0

79
30
9,
40
0

32
5,
50
0

34
6,
80
0

39
5,
00
0

43
2,
00
0

44
2,
50
0

80
31
0,
00
0

32
6,
50
0

34
8,
20
0

39
6,
20
0

43
2,
30
0

44
2,
70
0
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81
31
0,
50
0

32
7,
40
0

34
9,
50
0

39
7,
30
0

43
2,
60
0

44
2,
90
0

82
31
1,
00
0

32
8,
40
0

35
1,
10
0

39
7,
90
0

43
3,
00
0

44
3,
20
0

83
31
1,
70
0

32
9,
40
0

35
2,
60
0

39
8,
40
0

43
3,
40
0

44
3,
50
0

84
31
2,
30
0

33
0,
40
0

35
4,
10
0

39
8,
90
0

43
3,
80
0

44
3,
70
0

85
31
2,
90
0

33
1,
30
0

35
5,
50
0

39
9,
50
0

43
4,
10
0

44
3,
90
0

86
31
3,
50
0

33
2,
30
0

35
7,
00
0

40
0,
10
0

87
31
4,
20
0

33
3,
30
0

35
8,
50
0

40
0,
70
0

88
31
4,
90
0

33
4,
30
0

35
9,
90
0

40
1,
30
0

89
31
5,
60
0

33
5,
20
0

36
1,
30
0

40
1,
60
0

90
31
6,
30
0

33
6,
50
0

36
2,
50
0

40
2,
10
0

91
31
7,
00
0

33
7,
70
0

36
3,
70
0

40
2,
60
0

92
31
7,
70
0

33
8,
90
0

36
5,
00
0

40
3,
10
0

93
31
8,
20
0

34
0,
10
0

36
6,
30
0

40
3,
50
0

94
31
9,
10
0

34
1,
40
0

36
7,
80
0

40
3,
90
0

95
32
0,
00
0

34
2,
60
0

36
9,
30
0

40
4,
40
0

96
32
0,
80
0

34
3,
80
0

37
0,
70
0

40
4,
90
0

97
32
1,
50
0

34
5,
00
0

37
2,
00
0

40
5,
30
0

98
32
2,
40
0

34
6,
30
0

37
3,
20
0

40
5,
80
0

99
32
3,
30
0

34
7,
50
0

37
4,
30
0

40
6,
30
0

10
0

32
4,
20
0

34
8,
70
0

37
5,
50
0

40
6,
70
0

10
1

32
5,
10
0

35
0,
10
0

37
6,
60
0

40
7,
00
0

10
2

32
6,
10
0

35
1,
00
0

37
7,
70
0

40
7,
40
0

10
3

32
7,
10
0

35
2,
00
0

37
8,
80
0

40
7,
80
0

10
4

32
8,
00
0

35
3,
10
0

37
9,
90
0

40
8,
10
0

10
5

32
8,
80
0

35
4,
20
0

38
1,
10
0

40
8,
40
0

10
6

32
9,
50
0

35
5,
30
0

38
1,
60
0

40
8,
90
0

10
7

33
0,
10
0

35
6,
30
0

38
2,
20
0

40
9,
40
0

10
8

33
0,
70
0

35
7,
30
0

38
2,
80
0

40
9,
90
0

10
9

33
1,
20
0

35
8,
50
0

38
3,
40
0

41
0,
20
0

11
0

33
1,
70
0

35
9,
50
0

38
3,
90
0

41
0,
70
0

11
1

33
2,
10
0

36
0,
60
0

38
4,
30
0

41
1,
20
0

11
2

33
2,
60
0

36
1,
50
0

38
4,
80
0

41
1,
70
0

11
3

33
3,
40
0

36
2,
40
0

38
5,
20
0

41
2,
00
0

11
4

33
4,
00
0

36
3,
30
0

38
5,
60
0

41
2,
50
0

11
5

33
4,
70
0

36
4,
20
0

38
6,
10
0

41
3,
00
0

11
6

33
5,
30
0

36
5,
20
0

38
6,
60
0

41
3,
50
0

11
7

33
5,
90
0

36
6,
20
0

38
7,
00
0

41
3,
90
0

11
8

33
6,
60
0

36
6,
60
0

38
7,
50
0

41
4,
40
0

11
9

33
7,
30
0

36
7,
20
0

38
8,
10
0

41
4,
80
0

12
0

33
8,
00
0

36
7,
80
0

38
8,
60
0

41
5,
30
0

12
1

33
8,
60
0

36
8,
10
0

38
8,
80
0

41
5,
70
0

12
2

33
8,
90
0

36
8,
50
0

38
9,
30
0

12
3

33
9,
40
0

36
8,
90
0

38
9,
80
0

12
4

33
9,
90
0

36
9,
30
0

39
0,
20
0
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12
5

34
0,
20
0

36
9,
70
0

39
0,
70
0

12
6

37
0,
10
0

39
1,
20
0

12
7

37
0,
50
0

39
1,
70
0

12
8

37
0,
90
0

39
2,
30
0

12
9

37
1,
30
0

39
2,
60
0

13
0

37
1,
70
0

39
3,
10
0

13
1

37
2,
10
0

39
3,
60
0

13
2

37
2,
50
0

39
4,
10
0

13
3

37
2,
70
0

39
4,
40
0

13
4

37
3,
20
0

39
4,
90
0

13
5

37
3,
50
0

39
5,
30
0

13
6

37
3,
80
0

39
5,
70
0

13
7

37
4,
10
0

39
6,
00
0

13
8

37
4,
50
0

39
6,
40
0

13
9

37
5,
00
0

39
6,
90
0

14
0

37
5,
50
0

39
7,
40
0

14
1

37
5,
80
0

39
7,
70
0

14
2

37
6,
30
0

14
3

37
6,
80
0

14
4

37
7,
30
0

14
5

37
7,
60
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

25
6,
20
0

26
8,
40
0

27
2,
90
0

30
5,
60
0

32
2,
90
0

33
7,
60
0

36
1,
90
0

39
8,
30
0

43
1,
30
0

備
考
　
こ
の
表
は
、
警
察
官
に
適
用
す
る
。
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12
5

34
0,
20
0

36
9,
70
0

39
0,
70
0

12
6

37
0,
10
0

39
1,
20
0

12
7

37
0,
50
0

39
1,
70
0

12
8

37
0,
90
0

39
2,
30
0

12
9

37
1,
30
0

39
2,
60
0

13
0

37
1,
70
0

39
3,
10
0

13
1

37
2,
10
0

39
3,
60
0

13
2

37
2,
50
0

39
4,
10
0

13
3

37
2,
70
0

39
4,
40
0

13
4

37
3,
20
0

39
4,
90
0

13
5

37
3,
50
0

39
5,
30
0

13
6

37
3,
80
0

39
5,
70
0

13
7

37
4,
10
0

39
6,
00
0

13
8

37
4,
50
0

39
6,
40
0

13
9

37
5,
00
0

39
6,
90
0

14
0

37
5,
50
0

39
7,
40
0

14
1

37
5,
80
0

39
7,
70
0

14
2

37
6,
30
0

14
3

37
6,
80
0

14
4

37
7,
30
0

14
5

37
7,
60
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
円

円

25
6,
20
0

26
8,
40
0

27
2,
90
0

30
5,
60
0

32
2,
90
0

33
7,
60
0

36
1,
90
0

39
8,
30
0

43
1,
30
0

備
考
　
こ
の
表
は
、
警
察
官
に
適
用
す
る
。
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39
27
7,
00
0

32
4,
60
0

39
4,
10
0

44
6,
00
0

40
27
8,
10
0

32
6,
30
0

39
5,
50
0

44
7,
60
0

41
27
9,
40
0

32
7,
60
0

39
6,
80
0

44
9,
10
0

42
28
0,
40
0

32
9,
60
0

39
8,
30
0

45
0,
60
0

43
28
1,
40
0

33
1,
40
0

39
9,
70
0

45
1,
80
0

44
28
2,
30
0

33
3,
10
0

40
1,
10
0

45
3,
00
0

45
28
2,
90
0

33
4,
70
0

40
2,
60
0

45
4,
20
0

46
28
3,
70
0

33
6,
60
0

40
4,
20
0

45
5,
60
0

47
28
4,
50
0

33
8,
30
0

40
5,
80
0

45
6,
80
0

48
28
5,
30
0

34
0,
00
0

40
7,
20
0

45
8,
00
0

49
28
6,
00
0

34
1,
70
0

40
8,
40
0

45
9,
10
0

50
28
6,
80
0

34
3,
40
0

40
9,
80
0

46
0,
30
0

51
28
7,
50
0

34
5,
10
0

41
1,
20
0

46
1,
50
0

52
28
8,
30
0

34
6,
80
0

41
2,
50
0

46
2,
70
0

53
28
9,
10
0

34
8,
50
0

41
3,
70
0

46
3,
90
0

54
28
9,
90
0

34
9,
80
0

41
4,
90
0

46
5,
10
0

55
29
0,
60
0

35
1,
10
0

41
6,
20
0

46
6,
30
0

56
29
1,
40
0

35
2,
40
0

41
7,
50
0

46
7,
50
0

57
29
2,
10
0

35
3,
90
0

41
8,
80
0

46
8,
60
0

58
29
2,
70
0

35
5,
50
0

42
0,
10
0

46
9,
20
0

59
29
3,
50
0

35
7,
00
0

42
1,
50
0

46
9,
70
0

60
29
4,
30
0

35
8,
60
0

42
2,
70
0

47
0,
20
0

61
29
5,
00
0

36
0,
00
0

42
4,
00
0

47
0,
70
0

62
29
5,
60
0

36
1,
70
0

42
5,
40
0

63
29
6,
40
0

36
3,
30
0

42
6,
80
0

64
29
7,
00
0

36
4,
70
0

42
8,
10
0

65
29
8,
10
0

36
6,
20
0

42
9,
30
0

66
29
8,
90
0

36
7,
80
0

43
0,
50
0

67
29
9,
60
0

36
9,
40
0

43
1,
80
0

68
30
0,
30
0

37
0,
90
0

43
3,
20
0

69
30
0,
90
0

37
2,
40
0

43
4,
50
0

70
30
1,
60
0

37
4,
00
0

43
5,
70
0

71
30
2,
30
0

37
5,
50
0

43
6,
70
0

72
30
3,
00
0

37
7,
00
0

43
7,
90
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

73
30
3,
70
0

37
8,
50
0

43
9,
10
0

74
30
4,
40
0

38
0,
10
0

44
0,
20
0

75
30
5,
10
0

38
1,
70
0

44
1,
40
0

76
30
5,
60
0

38
3,
20
0

44
2,
40
0

77
30
6,
20
0

38
4,
60
0

44
3,
50
0

78
30
6,
80
0

38
6,
00
0

44
4,
50
0

79
30
7,
50
0

38
7,
40
0

44
5,
50
0

80
30
8,
10
0

38
8,
70
0

44
6,
50
0

81
30
8,
60
0

39
0,
00
0

44
7,
40
0

82
30
9,
20
0

39
1,
40
0

44
8,
20
0

83
30
9,
90
0

39
2,
80
0

44
9,
00
0

　
　

　別
表
第
３
（
第
３
条
関
係
）
教
　
育
　
職
　
給
　
料
　
表

　
　
　
　
　
イ
　
教
育
職
給
料
表
（
一
）

職
員
の
区
分
　

職
務
の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

21
3,
60
0

26
0,
60
0

33
3,
60
0

39
0,
60
0

46
6,
20
0

２
21
6,
00
0

26
2,
00
0

33
5,
40
0

39
2,
20
0

46
8,
00
0

３
21
8,
30
0

26
3,
40
0

33
7,
20
0

39
3,
60
0

46
9,
80
0

４
22
0,
60
0

26
4,
80
0

33
8,
90
0

39
5,
00
0

47
1,
60
0

５
22
2,
80
0

26
6,
20
0

34
0,
50
0

39
6,
40
0

47
3,
30
0

６
22
5,
10
0

26
7,
50
0

34
2,
40
0

39
7,
80
0

47
5,
00
0

７
22
7,
30
0

26
8,
70
0

34
4,
30
0

39
9,
30
0

47
6,
90
0

８
22
9,
50
0

26
9,
90
0

34
6,
10
0

40
0,
70
0

47
8,
70
0

９
23
1,
70
0

27
1,
20
0

34
7,
90
0

40
2,
00
0

48
0,
40
0

10
23
3,
90
0

27
2,
30
0

34
9,
90
0

40
3,
40
0

48
2,
00
0

11
23
6,
20
0

27
3,
40
0

35
1,
70
0

40
4,
90
0

48
3,
60
0

12
23
8,
40
0

27
4,
60
0

35
3,
40
0

40
6,
40
0

48
5,
10
0

13
24
0,
60
0

27
5,
90
0

35
5,
10
0

40
7,
70
0

48
6,
70
0

14
24
2,
70
0

27
7,
60
0

35
6,
80
0

40
9,
20
0

48
8,
00
0

15
24
4,
80
0

27
9,
30
0

35
8,
30
0

41
0,
70
0

48
9,
40
0

16
24
6,
90
0

28
1,
00
0

35
9,
90
0

41
2,
20
0

49
0,
70
0

17
24
9,
00
0

28
2,
70
0

36
1,
60
0

41
3,
60
0

49
1,
90
0

18
25
0,
80
0

28
4,
70
0

36
2,
90
0

41
5,
20
0

49
2,
50
0

19
25
2,
50
0

28
6,
90
0

36
4,
10
0

41
6,
80
0

49
3,
10
0

20
25
4,
20
0

28
9,
10
0

36
5,
20
0

41
8,
30
0

49
3,
80
0

21
25
5,
90
0

29
1,
30
0

36
6,
50
0

41
9,
50
0

49
4,
40
0

22
25
7,
20
0

29
3,
50
0

36
8,
10
0

42
0,
90
0

23
25
8,
50
0

29
5,
70
0

36
9,
70
0

42
2,
30
0

24
25
9,
70
0

29
7,
90
0

37
1,
20
0

42
3,
70
0

25
26
0,
90
0

29
9,
90
0

37
2,
60
0

42
5,
30
0

26
26
2,
10
0

30
1,
80
0

37
4,
20
0

42
6,
70
0

27
26
3,
30
0

30
3,
70
0

37
5,
70
0

42
8,
00
0

28
26
4,
50
0

30
5,
50
0

37
7,
20
0

42
9,
40
0

29
26
5,
60
0

30
7,
30
0

37
8,
70
0

43
0,
80
0

30
26
6,
70
0

30
9,
20
0

38
0,
30
0

43
2,
10
0

31
26
7,
80
0

31
1,
00
0

38
1,
90
0

43
3,
60
0

32
26
8,
80
0

31
2,
70
0

38
3,
40
0

43
5,
10
0

33
26
9,
90
0

31
4,
40
0

38
4,
90
0

43
6,
70
0

34
27
1,
00
0

31
6,
20
0

38
6,
50
0

43
8,
10
0

35
27
2,
20
0

31
7,
90
0

38
8,
00
0

43
9,
70
0

36
27
3,
50
0

31
9,
50
0

38
9,
50
0

44
1,
20
0

37
27
4,
70
0

32
1,
10
0

39
1,
00
0

44
2,
90
0

38
27
5,
80
0

32
2,
80
0

39
2,
60
0

44
4,
40
0
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す
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い
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12
9

33
7,
40
0

43
0,
60
0

13
0

33
7,
70
0

43
0,
90
0

13
1

33
8,
00
0

43
1,
20
0

13
2

33
8,
20
0

43
1,
40
0

13
3

33
8,
40
0

43
1,
60
0

13
4

33
8,
60
0

43
1,
90
0

13
5

33
8,
80
0

43
2,
20
0

13
6

33
9,
10
0

43
2,
40
0

13
7

33
9,
40
0

43
2,
60
0

13
8

33
9,
60
0

43
2,
90
0

13
9

33
9,
90
0

43
3,
20
0

14
0

34
0,
20
0

43
3,
40
0

14
1

34
0,
40
0

43
3,
60
0

14
2

34
0,
60
0

43
3,
90
0

14
3

34
0,
90
0

43
4,
20
0

14
4

34
1,
10
0

43
4,
40
0

14
5

34
1,
40
0

43
4,
60
0

14
6

34
1,
60
0

14
7

34
1,
90
0

14
8

34
2,
20
0

14
9

34
2,
40
0

15
0

34
2,
60
0

15
1

34
2,
90
0

15
2

34
3,
20
0

15
3

34
3,
40
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

24
8,
00
0

28
9,
80
0

32
0,
10
0

34
9,
30
0

43
7,
40
0

備
考
１
	　
こ
の
表
は
、
高
等
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に

勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養

教
諭
、
助
教
諭
、
実
習
助
手
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。

　
　
２
	　
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
7,
70
0円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

84
31
0,
60
0

39
4,
10
0

44
9,
80
0

85
31
1,
20
0

39
5,
20
0

45
0,
50
0

86
31
2,
00
0

39
6,
60
0

45
0,
90
0

87
31
2,
70
0

39
7,
90
0

45
1,
30
0

88
31
3,
30
0

39
9,
20
0

45
1,
70
0

89
31
4,
00
0

40
0,
40
0

45
2,
10
0

90
31
4,
80
0

40
1,
70
0

45
2,
40
0

91
31
5,
60
0

40
2,
80
0

45
2,
70
0

92
31
6,
40
0

40
4,
00
0

45
2,
90
0

93
31
6,
90
0

40
5,
20
0

45
3,
20
0

94
31
7,
70
0

40
6,
30
0

45
3,
50
0

95
31
8,
50
0

40
7,
50
0

45
3,
80
0

96
31
9,
30
0

40
8,
70
0

45
4,
00
0

97
31
9,
90
0

41
0,
10
0

45
4,
20
0

98
32
0,
60
0

41
1,
10
0

45
4,
50
0

99
32
1,
40
0

41
2,
10
0

45
4,
90
0

10
0

32
2,
10
0

41
3,
10
0

45
5,
10
0

10
1

32
2,
90
0

41
4,
00
0

45
5,
30
0

10
2

32
3,
70
0

41
5,
00
0

45
5,
60
0

10
3

32
4,
60
0

41
6,
10
0

45
5,
90
0

10
4

32
5,
40
0

41
7,
20
0

45
6,
10
0

10
5

32
6,
00
0

41
7,
90
0

45
6,
30
0

10
6

32
6,
80
0

41
8,
80
0

10
7

32
7,
60
0

41
9,
70
0

10
8

32
8,
40
0

42
0,
60
0

10
9

32
9,
10
0

42
1,
40
0

11
0

32
9,
60
0

42
2,
20
0

11
1

32
9,
90
0

42
3,
00
0

11
2

33
0,
40
0

42
3,
90
0

11
3

33
0,
90
0

42
4,
50
0

11
4

33
1,
30
0

42
5,
20
0

11
5

33
1,
70
0

42
5,
90
0

11
6

33
2,
10
0

42
6,
60
0

11
7

33
2,
60
0

42
7,
20
0

11
8

33
3,
10
0

42
7,
70
0

11
9

33
3,
50
0

42
8,
00
0

12
0

33
4,
00
0

42
8,
30
0

12
1

33
4,
50
0

42
8,
60
0

12
2

33
4,
90
0

42
8,
90
0

12
3

33
5,
30
0

42
9,
20
0

12
4

33
5,
80
0

42
9,
40
0

12
5

33
6,
30
0

42
9,
60
0

12
6

33
6,
60
0

42
9,
90
0

12
7

33
6,
90
0

43
0,
20
0

12
8

33
7,
20
0

43
0,
40
0
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12
9

33
7,
40
0

43
0,
60
0

13
0

33
7,
70
0

43
0,
90
0

13
1

33
8,
00
0

43
1,
20
0

13
2

33
8,
20
0

43
1,
40
0

13
3

33
8,
40
0

43
1,
60
0

13
4

33
8,
60
0

43
1,
90
0

13
5

33
8,
80
0

43
2,
20
0

13
6

33
9,
10
0

43
2,
40
0

13
7

33
9,
40
0

43
2,
60
0

13
8

33
9,
60
0

43
2,
90
0

13
9

33
9,
90
0

43
3,
20
0

14
0

34
0,
20
0

43
3,
40
0

14
1

34
0,
40
0

43
3,
60
0

14
2

34
0,
60
0

43
3,
90
0

14
3

34
0,
90
0

43
4,
20
0

14
4

34
1,
10
0

43
4,
40
0

14
5

34
1,
40
0

43
4,
60
0

14
6

34
1,
60
0

14
7

34
1,
90
0

14
8

34
2,
20
0

14
9

34
2,
40
0

15
0

34
2,
60
0

15
1

34
2,
90
0

15
2

34
3,
20
0

15
3

34
3,
40
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

24
8,
00
0

28
9,
80
0

32
0,
10
0

34
9,
30
0

43
7,
40
0

備
考
１
	　
こ
の
表
は
、
高
等
学
校
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に

勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養

教
諭
、
助
教
諭
、
実
習
助
手
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。

　
　
２
	　
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
7,
70
0円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

84
31
0,
60
0

39
4,
10
0

44
9,
80
0

85
31
1,
20
0

39
5,
20
0

45
0,
50
0

86
31
2,
00
0

39
6,
60
0

45
0,
90
0

87
31
2,
70
0

39
7,
90
0

45
1,
30
0

88
31
3,
30
0

39
9,
20
0

45
1,
70
0

89
31
4,
00
0

40
0,
40
0

45
2,
10
0

90
31
4,
80
0

40
1,
70
0

45
2,
40
0

91
31
5,
60
0

40
2,
80
0

45
2,
70
0

92
31
6,
40
0

40
4,
00
0

45
2,
90
0

93
31
6,
90
0

40
5,
20
0

45
3,
20
0

94
31
7,
70
0

40
6,
30
0

45
3,
50
0

95
31
8,
50
0

40
7,
50
0

45
3,
80
0

96
31
9,
30
0

40
8,
70
0

45
4,
00
0

97
31
9,
90
0

41
0,
10
0

45
4,
20
0

98
32
0,
60
0

41
1,
10
0

45
4,
50
0

99
32
1,
40
0

41
2,
10
0

45
4,
90
0

10
0

32
2,
10
0

41
3,
10
0

45
5,
10
0

10
1

32
2,
90
0

41
4,
00
0

45
5,
30
0

10
2

32
3,
70
0

41
5,
00
0

45
5,
60
0

10
3

32
4,
60
0

41
6,
10
0

45
5,
90
0

10
4

32
5,
40
0

41
7,
20
0

45
6,
10
0

10
5

32
6,
00
0

41
7,
90
0

45
6,
30
0

10
6

32
6,
80
0

41
8,
80
0

10
7

32
7,
60
0

41
9,
70
0

10
8

32
8,
40
0

42
0,
60
0

10
9

32
9,
10
0

42
1,
40
0

11
0

32
9,
60
0

42
2,
20
0

11
1

32
9,
90
0

42
3,
00
0

11
2

33
0,
40
0

42
3,
90
0

11
3

33
0,
90
0

42
4,
50
0

11
4

33
1,
30
0

42
5,
20
0

11
5

33
1,
70
0

42
5,
90
0

11
6

33
2,
10
0

42
6,
60
0

11
7

33
2,
60
0

42
7,
20
0

11
8

33
3,
10
0

42
7,
70
0

11
9

33
3,
50
0

42
8,
00
0

12
0

33
4,
00
0

42
8,
30
0

12
1

33
4,
50
0

42
8,
60
0

12
2

33
4,
90
0

42
8,
90
0

12
3

33
5,
30
0

42
9,
20
0

12
4

33
5,
80
0

42
9,
40
0

12
5

33
6,
30
0

42
9,
60
0

12
6

33
6,
60
0

42
9,
90
0

12
7

33
6,
90
0

43
0,
20
0

12
8

33
7,
20
0

43
0,
40
0
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41
27
8,
30
0

30
7,
30
0

39
1,
60
0

41
1,
50
0

42
27
9,
40
0

30
9,
20
0

39
2,
90
0

41
2,
80
0

43
28
0,
50
0

31
1,
00
0

39
4,
10
0

41
3,
80
0

44
28
1,
60
0

31
2,
70
0

39
5,
20
0

41
4,
90
0

45
28
2,
50
0

31
4,
40
0

39
6,
30
0

41
6,
10
0

46
28
3,
30
0

31
6,
20
0

39
7,
60
0

41
7,
30
0

47
28
4,
10
0

31
7,
90
0

39
8,
80
0

41
8,
50
0

48
28
4,
90
0

31
9,
50
0

39
9,
90
0

41
9,
70
0

49
28
5,
50
0

32
1,
10
0

40
0,
80
0

42
0,
80
0

50
28
6,
30
0

32
2,
80
0

40
2,
00
0

42
1,
80
0

51
28
7,
00
0

32
4,
60
0

40
3,
00
0

42
3,
10
0

52
28
7,
70
0

32
6,
30
0

40
4,
10
0

42
4,
40
0

53
28
8,
50
0

32
7,
60
0

40
4,
90
0

42
5,
60
0

54
28
9,
30
0

32
9,
60
0

40
6,
00
0

42
6,
70
0

55
28
9,
90
0

33
1,
40
0

40
7,
00
0

42
7,
80
0

56
29
0,
60
0

33
3,
10
0

40
8,
00
0

42
8,
90
0

57
29
1,
30
0

33
4,
70
0

40
9,
10
0

42
9,
90
0

58
29
2,
10
0

33
6,
60
0

41
0,
10
0

43
1,
10
0

59
29
2,
90
0

33
8,
30
0

41
1,
20
0

43
2,
30
0

60
29
3,
50
0

34
0,
00
0

41
2,
30
0

43
3,
50
0

61
29
4,
10
0

34
1,
70
0

41
3,
30
0

43
4,
10
0

62
29
4,
80
0

34
3,
40
0

41
4,
40
0

43
4,
90
0

63
29
5,
50
0

34
5,
10
0

41
5,
50
0

43
5,
60
0

64
29
6,
00
0

34
6,
80
0

41
6,
50
0

43
6,
10
0

65
29
6,
70
0

34
8,
50
0

41
7,
40
0

43
6,
40
0

66
29
7,
40
0

34
9,
80
0

41
8,
30
0

43
6,
70
0

67
29
8,
10
0

35
1,
10
0

41
9,
30
0

43
7,
10
0

68
29
8,
70
0

35
2,
40
0

42
0,
30
0

43
7,
50
0

69
29
9,
40
0

35
3,
90
0

42
1,
10
0

43
7,
80
0

70
30
0,
10
0

35
5,
40
0

42
1,
90
0

43
8,
20
0

71
30
0,
70
0

35
6,
90
0

42
2,
60
0

43
8,
50
0

72
30
1,
40
0

35
8,
40
0

42
3,
50
0

43
8,
80
0

73
30
1,
90
0

35
9,
70
0

42
4,
20
0

43
9,
10
0

74
30
2,
50
0

36
1,
30
0

42
4,
80
0

43
9,
40
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

75
30
3,
20
0

36
2,
80
0

42
5,
50
0

43
9,
70
0

76
30
3,
70
0

36
4,
20
0

42
6,
20
0

44
0,
00
0

77
30
4,
30
0

36
5,
60
0

42
6,
80
0

44
0,
20
0

78
30
4,
90
0

36
7,
10
0

42
7,
50
0

44
0,
50
0

79
30
5,
50
0

36
8,
60
0

42
8,
00
0

44
0,
80
0

80
30
6,
10
0

37
0,
10
0

42
8,
60
0

44
1,
00
0

81
30
6,
60
0

37
1,
40
0

42
9,
00
0

44
1,
20
0

82
30
7,
10
0

37
2,
70
0

42
9,
40
0

83
30
7,
70
0

37
4,
00
0

42
9,
70
0

84
30
8,
30
0

37
5,
20
0

42
9,
90
0

85
30
8,
70
0

37
6,
40
0

43
0,
10
0

　
　
　
　
　
ロ
　
教
育
職
給
料
表
（
二
）

職
員
の
区
分
　

職
務
の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

21
3,
60
0

23
4,
70
0

33
3,
60
0

36
3,
10
0

44
9,
50
0

２
21
6,
00
0

23
7,
20
0

33
5,
40
0

36
4,
60
0

45
0,
80
0

３
21
8,
30
0

23
9,
60
0

33
7,
20
0

36
6,
10
0

45
2,
00
0

４
22
0,
60
0

24
2,
10
0

33
8,
90
0

36
7,
50
0

45
3,
30
0

５
22
2,
80
0

24
4,
50
0

34
0,
50
0

36
8,
90
0

45
4,
40
0

６
22
5,
10
0

24
6,
90
0

34
2,
40
0

37
0,
20
0

45
5,
60
0

７
22
7,
30
0

24
9,
30
0

34
4,
30
0

37
1,
50
0

45
6,
80
0

８
22
9,
50
0

25
1,
80
0

34
6,
10
0

37
2,
90
0

45
8,
00
0

９
23
1,
70
0

25
4,
20
0

34
7,
90
0

37
4,
30
0

45
9,
30
0

10
23
3,
90
0

25
5,
80
0

34
9,
90
0

37
5,
60
0

46
0,
50
0

11
23
6,
20
0

25
7,
40
0

35
1,
70
0

37
6,
90
0

46
1,
60
0

12
23
8,
40
0

25
9,
00
0

35
3,
40
0

37
8,
10
0

46
2,
70
0

13
24
0,
60
0

26
0,
60
0

35
5,
10
0

37
9,
30
0

46
3,
90
0

14
24
2,
70
0

26
2,
00
0

35
6,
80
0

38
0,
60
0

46
4,
70
0

15
24
4,
80
0

26
3,
40
0

35
8,
30
0

38
1,
80
0

46
5,
50
0

16
24
6,
90
0

26
4,
80
0

35
9,
90
0

38
3,
00
0

46
6,
40
0

17
24
9,
00
0

26
6,
20
0

36
1,
60
0

38
4,
00
0

46
7,
30
0

18
25
0,
80
0

26
7,
50
0

36
2,
90
0

38
5,
20
0

46
7,
70
0

19
25
2,
50
0

26
8,
70
0

36
4,
10
0

38
6,
40
0

46
8,
20
0

20
25
4,
20
0

26
9,
90
0

36
5,
20
0

38
7,
50
0

46
8,
70
0

21
25
5,
90
0

27
1,
20
0

36
6,
50
0

38
8,
50
0

46
9,
20
0

22
25
7,
20
0

27
2,
30
0

36
7,
90
0

38
9,
70
0

23
25
8,
50
0

27
3,
40
0

36
9,
30
0

39
0,
90
0

24
25
9,
70
0

27
4,
60
0

37
0,
60
0

39
2,
10
0

25
26
0,
90
0

27
5,
90
0

37
1,
80
0

39
3,
10
0

26
26
2,
00
0

27
7,
60
0

37
3,
20
0

39
4,
30
0

27
26
3,
10
0

27
9,
30
0

37
4,
50
0

39
5,
40
0

28
26
4,
20
0

28
1,
00
0

37
5,
80
0

39
6,
50
0

29
26
5,
40
0

28
2,
70
0

37
7,
00
0

39
7,
60
0

30
26
6,
60
0

28
4,
70
0

37
8,
40
0

39
8,
80
0

31
26
7,
70
0

28
6,
90
0

37
9,
70
0

40
0,
00
0

32
26
8,
70
0

28
9,
10
0

38
1,
00
0

40
1,
10
0

33
26
9,
80
0

29
1,
30
0

38
2,
30
0

40
2,
10
0

34
27
0,
80
0

29
3,
50
0

38
3,
50
0

40
3,
20
0

35
27
1,
80
0

29
5,
70
0

38
4,
60
0

40
4,
40
0

36
27
2,
90
0

29
7,
90
0

38
5,
80
0

40
5,
60
0

37
27
4,
10
0

29
9,
90
0

38
7,
00
0

40
6,
80
0

38
27
5,
00
0

30
1,
80
0

38
8,
20
0

40
8,
10
0

39
27
6,
00
0

30
3,
70
0

38
9,
40
0

40
9,
20
0

40
27
7,
10
0

30
5,
50
0

39
0,
50
0

41
0,
40
0
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13
1

41
6,
00
0

13
2

41
6,
50
0

13
3

41
6,
80
0

13
4

41
7,
10
0

13
5

41
7,
30
0

13
6

41
7,
60
0

13
7

41
7,
90
0

13
8

41
8,
20
0

13
9

41
8,
50
0

14
0

41
8,
80
0

14
1

41
9,
10
0

14
2

41
9,
40
0

14
3

41
9,
70
0

14
4

42
0,
00
0

14
5

42
0,
20
0

14
6

42
0,
50
0

14
7

42
0,
80
0

14
8

42
1,
00
0

14
9

42
1,
20
0

15
0

42
1,
50
0

15
1

42
1,
80
0

15
2

42
2,
00
0

15
3

42
2,
20
0

15
4

42
2,
50
0

15
5

42
2,
80
0

15
6

42
3,
00
0

15
7

42
3,
30
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

23
9,
20
0

28
6,
70
0

31
5,
30
0

34
2,
70
0

42
7,
00
0

備
考
１
	　
こ
の
表
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
人
事

委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
に
適
用
す
る
。

　
　
２
	　
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
7,
50
0円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

86
30
9,
10
0

37
7,
60
0

43
0,
40
0

87
30
9,
60
0

37
8,
70
0

43
0,
70
0

88
31
0,
10
0

37
9,
80
0

43
0,
90
0

89
31
0,
50
0

38
0,
80
0

43
1,
10
0

90
31
1,
00
0

38
1,
90
0

43
1,
40
0

91
31
1,
40
0

38
3,
00
0

43
1,
70
0

92
31
1,
90
0

38
4,
10
0

43
1,
90
0

93
31
2,
20
0

38
5,
20
0

43
2,
10
0

94
31
2,
70
0

38
6,
30
0

43
2,
40
0

95
31
3,
20
0

38
7,
30
0

43
2,
70
0

96
31
3,
60
0

38
8,
40
0

43
2,
90
0

97
31
3,
90
0

38
9,
40
0

43
3,
10
0

98
31
4,
30
0

39
0,
40
0

43
3,
40
0

99
31
4,
70
0

39
1,
30
0

43
3,
70
0

10
0

31
5,
10
0

39
2,
30
0

43
3,
90
0

10
1

31
5,
50
0

39
3,
10
0

43
4,
10
0

10
2

31
5,
80
0

39
4,
10
0

43
4,
40
0

10
3

31
6,
10
0

39
4,
90
0

43
4,
70
0

10
4

31
6,
40
0

39
5,
80
0

43
4,
90
0

10
5

31
6,
60
0

39
6,
60
0

43
5,
10
0

10
6

31
6,
90
0

39
7,
50
0

10
7

31
7,
20
0

39
8,
40
0

10
8

31
7,
40
0

39
9,
30
0

10
9

31
7,
60
0

40
0,
10
0

11
0

31
7,
80
0

40
1,
10
0

11
1

31
8,
10
0

40
2,
00
0

11
2

31
8,
40
0

40
2,
90
0

11
3

31
8,
60
0

40
3,
50
0

11
4

31
8,
80
0

40
4,
40
0

11
5

31
9,
00
0

40
5,
30
0

11
6

31
9,
30
0

40
6,
20
0

11
7

31
9,
60
0

40
7,
00
0

11
8

31
9,
80
0

40
7,
70
0

11
9

32
0,
10
0

40
8,
50
0

12
0

32
0,
40
0

40
9,
30
0

12
1

32
0,
60
0

40
9,
90
0

12
2

32
0,
80
0

41
0,
60
0

12
3

32
1,
00
0

41
1,
30
0

12
4

32
1,
30
0

41
1,
90
0

12
5

32
1,
60
0

41
2,
50
0

12
6

41
3,
20
0

12
7

41
3,
70
0

12
8

41
4,
30
0

12
9

41
4,
90
0

13
0

41
5,
50
0

（　　）37
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議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

13
1

41
6,
00
0

13
2

41
6,
50
0

13
3

41
6,
80
0

13
4

41
7,
10
0

13
5

41
7,
30
0

13
6

41
7,
60
0

13
7

41
7,
90
0

13
8

41
8,
20
0

13
9

41
8,
50
0

14
0

41
8,
80
0

14
1

41
9,
10
0

14
2

41
9,
40
0

14
3

41
9,
70
0

14
4

42
0,
00
0

14
5

42
0,
20
0

14
6

42
0,
50
0

14
7

42
0,
80
0

14
8

42
1,
00
0

14
9

42
1,
20
0

15
0

42
1,
50
0

15
1

42
1,
80
0

15
2

42
2,
00
0

15
3

42
2,
20
0

15
4

42
2,
50
0

15
5

42
2,
80
0

15
6

42
3,
00
0

15
7

42
3,
30
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

23
9,
20
0

28
6,
70
0

31
5,
30
0

34
2,
70
0

42
7,
00
0

備
考
１
	　
こ
の
表
は
、
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
人
事

委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
す
る
校
長
、
副
校
長
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
、
指
導
教
諭
、

教
諭
、
養
護
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
助
教
諭
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る

も
の
に
適
用
す
る
。

　
　
２
	　
こ
の
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
４
級
で
あ
る
職
員
で
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
の
給
料
月
額
は
、
こ
の
表
の
額
に
7,
50
0円
を
そ
れ
ぞ
れ
加

算
し
た
額
と
す
る
。

86
30
9,
10
0

37
7,
60
0

43
0,
40
0

87
30
9,
60
0

37
8,
70
0

43
0,
70
0

88
31
0,
10
0

37
9,
80
0

43
0,
90
0

89
31
0,
50
0

38
0,
80
0

43
1,
10
0

90
31
1,
00
0

38
1,
90
0

43
1,
40
0

91
31
1,
40
0

38
3,
00
0

43
1,
70
0

92
31
1,
90
0

38
4,
10
0

43
1,
90
0

93
31
2,
20
0

38
5,
20
0

43
2,
10
0

94
31
2,
70
0

38
6,
30
0

43
2,
40
0

95
31
3,
20
0

38
7,
30
0

43
2,
70
0

96
31
3,
60
0

38
8,
40
0

43
2,
90
0

97
31
3,
90
0

38
9,
40
0

43
3,
10
0

98
31
4,
30
0

39
0,
40
0

43
3,
40
0

99
31
4,
70
0

39
1,
30
0

43
3,
70
0

10
0

31
5,
10
0

39
2,
30
0

43
3,
90
0

10
1

31
5,
50
0

39
3,
10
0

43
4,
10
0

10
2

31
5,
80
0

39
4,
10
0

43
4,
40
0

10
3

31
6,
10
0

39
4,
90
0

43
4,
70
0

10
4

31
6,
40
0

39
5,
80
0

43
4,
90
0

10
5

31
6,
60
0

39
6,
60
0

43
5,
10
0

10
6

31
6,
90
0

39
7,
50
0

10
7

31
7,
20
0

39
8,
40
0

10
8

31
7,
40
0

39
9,
30
0

10
9

31
7,
60
0

40
0,
10
0

11
0

31
7,
80
0

40
1,
10
0

11
1

31
8,
10
0

40
2,
00
0

11
2

31
8,
40
0

40
2,
90
0

11
3

31
8,
60
0

40
3,
50
0

11
4

31
8,
80
0

40
4,
40
0

11
5

31
9,
00
0

40
5,
30
0

11
6

31
9,
30
0

40
6,
20
0

11
7

31
9,
60
0

40
7,
00
0

11
8

31
9,
80
0

40
7,
70
0

11
9

32
0,
10
0

40
8,
50
0

12
0

32
0,
40
0

40
9,
30
0

12
1

32
0,
60
0

40
9,
90
0

12
2

32
0,
80
0

41
0,
60
0

12
3

32
1,
00
0

41
1,
30
0

12
4

32
1,
30
0

41
1,
90
0

12
5

32
1,
60
0

41
2,
50
0

12
6

41
3,
20
0

12
7

41
3,
70
0

12
8

41
4,
30
0

12
9

41
4,
90
0

13
0

41
5,
50
0
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40
26
2,
00
0

32
2,
40
0

38
6,
80
0

44
5,
00
0

41
26
3,
40
0

32
3,
10
0

38
7,
60
0

44
6,
10
0

42
26
4,
70
0

32
3,
60
0

38
8,
80
0

44
7,
40
0

43
26
6,
10
0

32
4,
10
0

39
0,
00
0

44
8,
80
0

44
26
7,
60
0

32
4,
50
0

39
1,
20
0

45
0,
10
0

45
26
9,
10
0

32
4,
90
0

39
2,
00
0

45
0,
90
0

46
27
0,
40
0

32
5,
40
0

39
3,
00
0

45
1,
70
0

47
27
1,
60
0

32
5,
90
0

39
3,
80
0

45
2,
60
0

48
27
2,
80
0

32
6,
30
0

39
4,
50
0

45
3,
50
0

49
27
4,
00
0

32
6,
70
0

39
5,
20
0

45
4,
30
0

50
27
5,
10
0

32
7,
10
0

39
5,
90
0

45
5,
20
0

51
27
6,
20
0

32
7,
40
0

39
6,
50
0

45
5,
80
0

52
27
7,
30
0

32
7,
90
0

39
7,
10
0

45
6,
60
0

53
27
8,
30
0

32
8,
30
0

39
7,
70
0

45
7,
00
0

54
27
9,
40
0

32
8,
70
0

39
8,
40
0

45
7,
60
0

55
28
0,
40
0

32
9,
10
0

39
9,
20
0

45
8,
10
0

56
28
1,
40
0

32
9,
50
0

40
0,
00
0

45
8,
60
0

57
28
2,
40
0

32
9,
90
0

40
0,
60
0

45
9,
10
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

58
28
3,
10
0

33
0,
20
0

40
1,
40
0

59
28
3,
60
0

33
0,
60
0

40
2,
10
0

60
28
4,
20
0

33
0,
90
0

40
2,
80
0

61
28
4,
80
0

33
1,
30
0

40
3,
40
0

62
28
5,
40
0

33
1,
80
0

40
4,
10
0

63
28
6,
00
0

33
2,
40
0

40
4,
70
0

64
28
6,
50
0

33
2,
90
0

40
5,
40
0

65
28
7,
10
0

33
3,
30
0

40
6,
10
0

66
28
7,
60
0

33
3,
90
0

40
6,
70
0

67
28
8,
20
0

33
4,
40
0

40
7,
30
0

68
28
8,
70
0

33
5,
00
0

40
8,
00
0

69
28
9,
30
0

33
5,
50
0

40
8,
70
0

70
29
0,
00
0

33
6,
00
0

40
9,
20
0

71
29
0,
60
0

33
6,
50
0

40
9,
80
0

72
29
1,
20
0

33
7,
10
0

41
0,
40
0

73
29
1,
80
0

33
7,
60
0

41
0,
90
0

74
29
2,
40
0

33
8,
30
0

41
1,
50
0

75
29
3,
00
0

33
9,
00
0

41
2,
10
0

76
29
3,
70
0

33
9,
70
0

41
2,
60
0

77
29
4,
30
0

34
0,
30
0

41
3,
10
0

78
29
5,
00
0

34
0,
90
0

41
3,
60
0

79
29
5,
70
0

34
1,
60
0

41
4,
10
0

80
29
6,
20
0

34
2,
30
0

41
4,
80
0

81
29
6,
80
0

34
3,
00
0

41
5,
20
0

82
29
7,
40
0

34
3,
70
0

83
29
8,
20
0

34
4,
30
0

84
29
8,
80
0

34
4,
90
0

　
　

　別
表
第
４
（
第
３
条
関
係
）
研
　
究
　
職
　
給
　
料
　
表

職
員
の
区
分
　

職
務
の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
１

19
6,
80
0

24
7,
60
0

34
0,
00
0

38
9,
70
0

46
1,
60
0

２
19
7,
90
0

25
1,
90
0

34
2,
00
0

39
1,
10
0

47
1,
80
0

３
19
9,
10
0

25
4,
70
0

34
4,
00
0

39
2,
60
0

48
1,
50
0

４
20
0,
20
0

25
7,
40
0

34
5,
90
0

39
4,
00
0

49
1,
50
0

５
20
1,
30
0

26
0,
00
0

34
7,
70
0

39
5,
40
0

50
1,
40
0

６
20
3,
50
0

26
1,
70
0

34
9,
70
0

39
6,
80
0

51
1,
40
0

７
20
5,
70
0

26
3,
20
0

35
1,
60
0

39
8,
10
0

52
0,
20
0

８
20
7,
80
0

26
4,
70
0

35
3,
50
0

39
9,
50
0

52
8,
10
0

９
20
9,
90
0

26
6,
20
0

35
5,
20
0

40
0,
90
0

53
5,
90
0

10
21
1,
90
0

26
8,
30
0

35
6,
80
0

40
2,
40
0

54
3,
00
0

11
21
3,
90
0

27
0,
20
0

35
8,
30
0

40
3,
80
0

54
8,
30
0

12
21
5,
90
0

27
2,
10
0

35
9,
90
0

40
5,
20
0

55
2,
90
0

13
21
7,
90
0

27
4,
10
0

36
1,
60
0

40
6,
50
0

55
5,
90
0

14
21
9,
80
0

27
6,
30
0

36
2,
60
0

40
8,
00
0

55
7,
90
0

15
22
1,
70
0

27
8,
50
0

36
3,
60
0

40
9,
50
0

16
22
3,
50
0

28
0,
70
0

36
4,
50
0

41
1,
00
0

17
22
5,
20
0

28
2,
80
0

36
5,
60
0

41
2,
50
0

18
22
7,
00
0

28
5,
10
0

36
6,
80
0

41
4,
10
0

19
22
8,
80
0

28
7,
40
0

36
8,
00
0

41
5,
70
0

20
23
0,
60
0

28
9,
80
0

36
9,
20
0

41
7,
40
0

21
23
2,
40
0

29
2,
10
0

37
0,
40
0

41
8,
60
0

22
23
4,
20
0

29
4,
20
0

37
1,
50
0

42
0,
00
0

23
23
6,
00
0

29
6,
30
0

37
2,
50
0

42
1,
40
0

24
23
7,
70
0

29
8,
40
0

37
3,
50
0

42
2,
70
0

25
23
9,
40
0

30
0,
40
0

37
4,
60
0

42
4,
10
0

26
24
1,
50
0

30
2,
30
0

37
5,
60
0

42
5,
40
0

27
24
3,
40
0

30
4,
20
0

37
6,
50
0

42
6,
90
0

28
24
5,
30
0

30
6,
10
0

37
7,
50
0

42
8,
40
0

29
24
7,
20
0

30
8,
00
0

37
8,
40
0

42
9,
60
0

30
24
8,
30
0

30
9,
50
0

37
9,
20
0

43
0,
80
0

31
24
9,
40
0

31
1,
00
0

38
0,
00
0

43
2,
40
0

32
25
0,
50
0

31
2,
50
0

38
0,
80
0

43
3,
90
0

33
25
1,
90
0

31
4,
00
0

38
1,
50
0

43
5,
20
0

34
25
3,
20
0

31
5,
50
0

38
2,
20
0

43
6,
60
0

35
25
4,
60
0

31
7,
00
0

38
3,
00
0

43
8,
00
0

36
25
6,
00
0

31
8,
40
0

38
3,
80
0

43
9,
40
0

37
25
7,
40
0

31
9,
80
0

38
4,
50
0

44
0,
80
0

38
25
8,
90
0

32
0,
70
0

38
5,
20
0

44
2,
20
0

39
26
0,
40
0

32
1,
60
0

38
6,
00
0

44
3,
60
0
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議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　別
表
第
５
（
第
３
条
関
係
）
医
　
療
　
職
　
給
　
料
　
表

　
　
　
　
　
イ
　
医
療
職
給
料
表
（
一
）

職
員

の
区

分
　

職
務

の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

１
30
6,
60
0

41
6,
90
0

47
1,
80
0

56
8,
00
0

２
30
8,
90
0

41
9,
60
0

47
3,
80
0

57
4,
10
0

３
31
1,
20
0

42
2,
20
0

47
5,
70
0

57
9,
20
0

４
31
3,
40
0

42
4,
70
0

47
7,
60
0

58
4,
00
0

５
31
5,
50
0

42
7,
00
0

47
9,
00
0

58
8,
30
0

６
31
9,
00
0

42
9,
20
0

48
0,
70
0

59
2,
60
0

７
32
2,
50
0

43
1,
20
0

48
2,
50
0

59
6,
00
0

８
32
5,
90
0

43
3,
30
0

48
4,
30
0

59
8,
90
0

９
32
9,
40
0

43
5,
40
0

48
6,
20
0

60
1,
40
0

10
33
2,
90
0

43
6,
90
0

48
7,
90
0

60
3,
70
0

11
33
6,
30
0

43
8,
40
0

48
9,
70
0

12
33
9,
70
0

43
9,
90
0

49
1,
50
0

13
34
3,
10
0

44
1,
30
0

49
3,
30
0

14
34
6,
60
0

44
2,
70
0

49
5,
00
0

15
35
0,
00
0

44
4,
20
0

49
6,
80
0

16
35
3,
40
0

44
5,
60
0

49
8,
60
0

17
35
6,
80
0

44
6,
90
0

50
0,
40
0

18
35
9,
90
0

44
8,
40
0

50
2,
30
0

19
36
3,
20
0

44
9,
80
0

50
4,
20
0

20
36
6,
40
0

45
1,
20
0

50
6,
10
0

21
36
9,
70
0

45
2,
50
0

50
8,
00
0

22
37
2,
80
0

45
4,
00
0

50
9,
70
0

23
37
5,
90
0

45
5,
50
0

51
1,
50
0

24
37
8,
90
0

45
6,
90
0

51
3,
30
0

25
38
2,
00
0

45
8,
30
0

51
4,
90
0

26
38
4,
30
0

45
9,
70
0

51
6,
70
0

27
38
6,
60
0

46
1,
00
0

51
8,
60
0

28
38
8,
80
0

46
2,
40
0

52
0,
10
0

29
39
0,
70
0

46
3,
80
0

52
1,
50
0

30
39
2,
50
0

46
5,
10
0

52
3,
20
0

31
39
4,
20
0

46
6,
50
0

52
5,
00
0

32
39
6,
00
0

46
7,
90
0

52
6,
70
0

33
39
7,
70
0

46
9,
20
0

52
8,
20
0

34
39
9,
50
0

47
0,
60
0

52
9,
50
0

35
40
1,
10
0

47
1,
90
0

53
0,
80
0

36
40
2,
40
0

47
3,
30
0

53
2,
10
0

37
40
3,
80
0

47
4,
70
0

53
3,
10
0

38
40
5,
20
0

47
6,
40
0

53
4,
40
0

85
29
9,
30
0

34
5,
40
0

86
29
9,
90
0

34
5,
90
0

87
30
0,
60
0

34
6,
30
0

88
30
1,
20
0

34
6,
70
0

89
30
1,
70
0

34
7,
00
0

90
30
2,
30
0

34
7,
50
0

91
30
3,
00
0

34
7,
80
0

92
30
3,
60
0

34
8,
20
0

93
30
4,
20
0

34
8,
50
0

94
30
4,
80
0

34
8,
80
0

95
30
5,
40
0

34
9,
20
0

96
30
6,
00
0

34
9,
60
0

97
30
6,
30
0

35
0,
10
0

98
30
6,
80
0

35
0,
60
0

99
30
7,
40
0

35
1,
10
0

10
0

30
7,
90
0

35
1,
60
0

10
1

30
8,
30
0

35
2,
10
0

10
2

30
8,
70
0

35
2,
60
0

10
3

30
9,
00
0

35
3,
00
0

10
4

30
9,
40
0

35
3,
50
0

10
5

30
9,
80
0

35
3,
90
0

10
6

31
0,
20
0

35
4,
30
0

10
7

31
0,
60
0

35
4,
80
0

10
8

31
0,
90
0

35
5,
20
0

10
9

31
1,
10
0

35
5,
70
0

11
0

31
1,
50
0

35
6,
10
0

11
1

31
1,
80
0

35
6,
50
0

11
2

31
2,
00
0

35
6,
90
0

11
3

31
2,
30
0

35
7,
40
0

11
4

31
2,
60
0

35
7,
80
0

11
5

31
2,
90
0

35
8,
20
0

11
6

31
3,
20
0

35
8,
60
0

11
7

31
3,
40
0

35
9,
10
0

11
8

31
3,
70
0

35
9,
50
0

11
9

31
3,
90
0

35
9,
90
0

12
0

31
4,
20
0

36
0,
30
0

12
1

31
4,
50
0

36
0,
80
0

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

23
0,
90
0

27
4,
30
0

30
0,
20
0

34
4,
10
0

40
4,
70
0

備
考
	　
こ
の
表
は
、
試
験
場
、
研
究
所
等
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
し
、
試
験
研

究
又
は
調
査
研
究
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

（　　）39



16 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　別
表
第
５
（
第
３
条
関
係
）
医
　
療
　
職
　
給
　
料
　
表

　
　
　
　
　
イ
　
医
療
職
給
料
表
（
一
）

職
員

の
区

分
　

職
務

の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

１
30
6,
60
0

41
6,
90
0

47
1,
80
0

56
8,
00
0

２
30
8,
90
0

41
9,
60
0

47
3,
80
0

57
4,
10
0

３
31
1,
20
0

42
2,
20
0

47
5,
70
0

57
9,
20
0

４
31
3,
40
0

42
4,
70
0

47
7,
60
0

58
4,
00
0

５
31
5,
50
0

42
7,
00
0

47
9,
00
0

58
8,
30
0

６
31
9,
00
0

42
9,
20
0

48
0,
70
0

59
2,
60
0

７
32
2,
50
0

43
1,
20
0

48
2,
50
0

59
6,
00
0

８
32
5,
90
0

43
3,
30
0

48
4,
30
0

59
8,
90
0

９
32
9,
40
0

43
5,
40
0

48
6,
20
0

60
1,
40
0

10
33
2,
90
0

43
6,
90
0

48
7,
90
0

60
3,
70
0

11
33
6,
30
0

43
8,
40
0

48
9,
70
0

12
33
9,
70
0

43
9,
90
0

49
1,
50
0

13
34
3,
10
0

44
1,
30
0

49
3,
30
0

14
34
6,
60
0

44
2,
70
0

49
5,
00
0

15
35
0,
00
0

44
4,
20
0

49
6,
80
0

16
35
3,
40
0

44
5,
60
0

49
8,
60
0

17
35
6,
80
0

44
6,
90
0

50
0,
40
0

18
35
9,
90
0

44
8,
40
0

50
2,
30
0

19
36
3,
20
0

44
9,
80
0

50
4,
20
0

20
36
6,
40
0

45
1,
20
0

50
6,
10
0

21
36
9,
70
0

45
2,
50
0

50
8,
00
0

22
37
2,
80
0

45
4,
00
0

50
9,
70
0

23
37
5,
90
0

45
5,
50
0

51
1,
50
0

24
37
8,
90
0

45
6,
90
0

51
3,
30
0

25
38
2,
00
0

45
8,
30
0

51
4,
90
0

26
38
4,
30
0

45
9,
70
0

51
6,
70
0

27
38
6,
60
0

46
1,
00
0

51
8,
60
0

28
38
8,
80
0

46
2,
40
0

52
0,
10
0

29
39
0,
70
0

46
3,
80
0

52
1,
50
0

30
39
2,
50
0

46
5,
10
0

52
3,
20
0

31
39
4,
20
0

46
6,
50
0

52
5,
00
0

32
39
6,
00
0

46
7,
90
0

52
6,
70
0

33
39
7,
70
0

46
9,
20
0

52
8,
20
0

34
39
9,
50
0

47
0,
60
0

52
9,
50
0

35
40
1,
10
0

47
1,
90
0

53
0,
80
0

36
40
2,
40
0

47
3,
30
0

53
2,
10
0

37
40
3,
80
0

47
4,
70
0

53
3,
10
0

38
40
5,
20
0

47
6,
40
0

53
4,
40
0

85
29
9,
30
0

34
5,
40
0

86
29
9,
90
0

34
5,
90
0

87
30
0,
60
0

34
6,
30
0

88
30
1,
20
0

34
6,
70
0

89
30
1,
70
0

34
7,
00
0

90
30
2,
30
0

34
7,
50
0

91
30
3,
00
0

34
7,
80
0

92
30
3,
60
0

34
8,
20
0

93
30
4,
20
0

34
8,
50
0

94
30
4,
80
0

34
8,
80
0

95
30
5,
40
0

34
9,
20
0

96
30
6,
00
0

34
9,
60
0

97
30
6,
30
0

35
0,
10
0

98
30
6,
80
0

35
0,
60
0

99
30
7,
40
0

35
1,
10
0

10
0

30
7,
90
0

35
1,
60
0

10
1

30
8,
30
0

35
2,
10
0

10
2

30
8,
70
0

35
2,
60
0

10
3

30
9,
00
0

35
3,
00
0

10
4

30
9,
40
0

35
3,
50
0

10
5

30
9,
80
0

35
3,
90
0

10
6

31
0,
20
0

35
4,
30
0

10
7

31
0,
60
0

35
4,
80
0

10
8

31
0,
90
0

35
5,
20
0

10
9

31
1,
10
0

35
5,
70
0

11
0

31
1,
50
0

35
6,
10
0

11
1

31
1,
80
0

35
6,
50
0

11
2

31
2,
00
0

35
6,
90
0

11
3

31
2,
30
0

35
7,
40
0

11
4

31
2,
60
0

35
7,
80
0

11
5

31
2,
90
0

35
8,
20
0

11
6

31
3,
20
0

35
8,
60
0

11
7

31
3,
40
0

35
9,
10
0

11
8

31
3,
70
0

35
9,
50
0

11
9

31
3,
90
0

35
9,
90
0

12
0

31
4,
20
0

36
0,
30
0

12
1

31
4,
50
0

36
0,
80
0

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円

23
0,
90
0

27
4,
30
0

30
0,
20
0

34
4,
10
0

40
4,
70
0

備
考
	　
こ
の
表
は
、
試
験
場
、
研
究
所
等
で
人
事
委
員
会
の
指
定
す
る
も
の
に
勤
務
し
、
試
験
研

究
又
は
調
査
研
究
業
務
に
従
事
す
る
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

（　　）39

17令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

84
50
8,
00
0

85
50
8,
50
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

31
3,
90
0

35
7,
60
0

41
4,
10
0

49
0,
10
0

備
考
	　
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
医
師
及
び
歯
科
医
師
で
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
も
の
に
適
用
す
る
。

39
40
6,
60
0

47
8,
00
0

53
5,
70
0

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
以
外
の
職
員

40
40
8,
00
0

47
9,
50
0

53
7,
00
0

41
40
9,
50
0

48
1,
10
0

53
8,
00
0

42
41
0,
20
0

48
2,
30
0

53
8,
80
0

43
41
0,
80
0

48
3,
40
0

53
9,
60
0

44
41
1,
40
0

48
4,
50
0

54
0,
40
0

45
41
2,
20
0

48
5,
50
0

54
1,
30
0

46
41
2,
80
0

48
6,
50
0

54
2,
10
0

47
41
3,
40
0

48
7,
40
0

54
2,
90
0

48
41
3,
90
0

48
8,
20
0

54
3,
60
0

49
41
4,
40
0

48
8,
90
0

54
4,
40
0

50
41
4,
80
0

48
9,
60
0

54
5,
20
0

51
41
5,
30
0

49
0,
30
0

54
5,
90
0

52
41
5,
70
0

49
0,
90
0

54
6,
80
0

53
41
6,
10
0

49
1,
50
0

54
7,
70
0

54
41
6,
40
0

49
2,
20
0

54
8,
50
0

55
41
6,
70
0

49
2,
80
0

54
9,
50
0

56
41
7,
10
0

49
3,
40
0

55
0,
40
0

57
41
7,
40
0

49
3,
70
0

55
1,
20
0

58
41
7,
80
0

49
4,
30
0

55
2,
00
0

59
41
8,
10
0

49
4,
90
0

55
2,
80
0

60
41
8,
50
0

49
5,
60
0

55
3,
50
0

61
41
8,
90
0

49
6,
00
0

55
4,
30
0

62
41
9,
20
0

49
6,
60
0

55
5,
20
0

63
41
9,
50
0

49
7,
30
0

55
6,
10
0

64
41
9,
80
0

49
8,
00
0

55
7,
00
0

65
42
0,
10
0

49
8,
40
0

55
7,
80
0

66
49
9,
00
0

55
8,
70
0

67
49
9,
60
0

55
9,
60
0

68
50
0,
10
0

56
0,
50
0

69
50
0,
60
0

56
1,
30
0

70
50
1,
10
0

56
2,
20
0

71
50
1,
60
0

56
3,
10
0

72
50
2,
10
0

56
4,
00
0

73
50
2,
50
0

56
4,
80
0

74
50
3,
00
0

75
50
3,
40
0

76
50
3,
80
0

77
50
4,
30
0

78
50
4,
90
0

79
50
5,
40
0

80
50
5,
80
0

81
50
6,
30
0

82
50
6,
90
0

83
50
7,
50
0

（　　）40



18 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
医
療
職
給
料
表
（
二
）

職
員

の
区

分
　

職
務

の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

６
　
級

７
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
１

20
1,
60
0

24
0,
60
0

27
5,
30
0

29
4,
20
0

32
7,
30
0

37
3,
50
0

42
8,
60
0

２
20
3,
70
0

24
1,
90
0

27
6,
10
0

29
5,
00
0

32
8,
70
0

37
5,
20
0

43
0,
50
0

３
20
5,
90
0

24
3,
20
0

27
6,
80
0

29
5,
70
0

33
0,
20
0

37
6,
80
0

43
2,
50
0

４
20
8,
00
0

24
4,
50
0

27
7,
60
0

29
6,
40
0

33
1,
60
0

37
8,
40
0

43
4,
30
0

５
21
0,
00
0

24
5,
70
0

27
8,
40
0

29
7,
10
0

33
3,
00
0

37
9,
90
0

43
6,
10
0

６
21
2,
00
0

24
6,
80
0

27
9,
20
0

29
7,
90
0

33
4,
60
0

38
1,
50
0

43
7,
70
0

７
21
4,
00
0

24
7,
80
0

28
0,
00
0

29
8,
60
0

33
6,
10
0

38
3,
10
0

43
9,
30
0

８
21
5,
80
0

24
8,
70
0

28
0,
70
0

29
9,
30
0

33
7,
60
0

38
4,
70
0

44
0,
80
0

９
21
7,
60
0

24
9,
80
0

28
1,
40
0

30
0,
10
0

33
9,
00
0

38
6,
30
0

44
2,
30
0

10
21
9,
50
0

25
0,
90
0

28
2,
20
0

30
0,
80
0

34
0,
60
0

38
8,
30
0

44
3,
60
0

11
22
1,
40
0

25
2,
00
0

28
3,
00
0

30
1,
60
0

34
2,
10
0

39
0,
30
0

44
4,
90
0

12
22
3,
50
0

25
3,
20
0

28
3,
80
0

30
2,
20
0

34
3,
60
0

39
2,
40
0

44
6,
20
0

13
22
5,
20
0

25
4,
40
0

28
4,
60
0

30
2,
80
0

34
5,
00
0

39
3,
80
0

44
7,
50
0

14
22
7,
20
0

25
5,
60
0

28
5,
40
0

30
3,
90
0

34
6,
60
0

39
5,
50
0

44
8,
70
0

15
22
9,
40
0

25
6,
80
0

28
6,
10
0

30
5,
00
0

34
8,
10
0

39
7,
20
0

44
9,
90
0

16
23
1,
50
0

25
7,
90
0

28
6,
90
0

30
6,
20
0

34
9,
60
0

39
8,
90
0

45
1,
00
0

17
23
3,
60
0

25
8,
90
0

28
7,
70
0

30
7,
30
0

35
1,
10
0

40
0,
60
0

45
2,
20
0

18
23
4,
70
0

25
9,
90
0

28
8,
50
0

30
8,
50
0

35
2,
70
0

40
2,
10
0

45
3,
30
0

19
23
5,
80
0

26
1,
00
0

28
9,
30
0

30
9,
60
0

35
4,
30
0

40
3,
60
0

45
4,
50
0

20
23
6,
90
0

26
2,
00
0

29
0,
00
0

31
0,
80
0

35
5,
80
0

40
5,
10
0

45
5,
80
0

21
23
8,
00
0

26
3,
10
0

29
0,
80
0

31
2,
00
0

35
7,
10
0

40
6,
40
0

45
6,
90
0

22
23
8,
80
0

26
4,
00
0

29
1,
70
0

31
3,
20
0

35
8,
60
0

40
7,
70
0

45
7,
70
0

23
23
9,
70
0

26
4,
80
0

29
2,
60
0

31
4,
40
0

36
0,
10
0

40
9,
00
0

45
8,
10
0

24
24
0,
50
0

26
5,
60
0

29
3,
30
0

31
5,
50
0

36
1,
70
0

41
0,
10
0

45
8,
80
0

25
24
1,
40
0

26
6,
40
0

29
4,
00
0

31
6,
70
0

36
3,
10
0

41
1,
20
0

45
9,
30
0

26
24
2,
30
0

26
7,
30
0

29
4,
90
0

31
7,
90
0

36
4,
60
0

41
2,
30
0

45
9,
70
0

27
24
3,
20
0

26
8,
10
0

29
5,
80
0

31
9,
00
0

36
6,
10
0

41
3,
40
0

46
0,
10
0

28
24
4,
10
0

26
8,
90
0

29
6,
50
0

32
0,
20
0

36
7,
50
0

41
4,
50
0

46
0,
50
0

29
24
4,
90
0

26
9,
60
0

29
7,
30
0

32
1,
40
0

36
8,
90
0

41
5,
30
0

46
0,
90
0

30
24
5,
70
0

27
0,
40
0

29
8,
40
0

32
2,
60
0

37
0,
50
0

41
6,
10
0

46
1,
30
0

31
24
6,
40
0

27
1,
20
0

29
9,
30
0

32
3,
80
0

37
1,
90
0

41
6,
80
0

46
1,
60
0

32
24
7,
20
0

27
2,
00
0

30
0,
30
0

32
5,
00
0

37
3,
40
0

41
7,
60
0

46
1,
90
0

33
24
7,
90
0

27
2,
80
0

30
1,
30
0

32
6,
10
0

37
4,
60
0

41
8,
00
0

46
2,
20
0

34
24
8,
50
0

27
3,
60
0

30
2,
40
0

32
7,
20
0

37
5,
70
0

41
8,
60
0

46
2,
50
0

35
24
9,
20
0

27
4,
20
0

30
3,
40
0

32
8,
40
0

37
6,
90
0

41
9,
10
0

46
2,
80
0

36
24
9,
90
0

27
5,
00
0

30
4,
30
0

32
9,
70
0

37
8,
00
0

41
9,
50
0

46
3,
10
0

37
25
0,
60
0

27
5,
90
0

30
5,
30
0

33
0,
90
0

37
9,
00
0

41
9,
90
0

46
3,
40
0

38
25
1,
20
0

27
6,
70
0

30
6,
30
0

33
2,
10
0

37
9,
80
0

42
0,
10
0

39
25
1,
80
0

27
7,
50
0

30
7,
30
0

33
3,
40
0

38
0,
70
0

42
0,
40
0
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ロ
　
医
療
職
給
料
表
（
二
）

職
員

の
区

分
　

職
務

の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

６
　
級

７
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
１

20
1,
60
0

24
0,
60
0

27
5,
30
0

29
4,
20
0

32
7,
30
0

37
3,
50
0

42
8,
60
0

２
20
3,
70
0

24
1,
90
0

27
6,
10
0

29
5,
00
0

32
8,
70
0

37
5,
20
0

43
0,
50
0

３
20
5,
90
0

24
3,
20
0

27
6,
80
0

29
5,
70
0

33
0,
20
0

37
6,
80
0

43
2,
50
0

４
20
8,
00
0

24
4,
50
0

27
7,
60
0

29
6,
40
0

33
1,
60
0

37
8,
40
0

43
4,
30
0

５
21
0,
00
0

24
5,
70
0

27
8,
40
0

29
7,
10
0

33
3,
00
0

37
9,
90
0

43
6,
10
0

６
21
2,
00
0

24
6,
80
0

27
9,
20
0

29
7,
90
0

33
4,
60
0

38
1,
50
0

43
7,
70
0

７
21
4,
00
0

24
7,
80
0

28
0,
00
0

29
8,
60
0

33
6,
10
0

38
3,
10
0

43
9,
30
0

８
21
5,
80
0

24
8,
70
0

28
0,
70
0

29
9,
30
0

33
7,
60
0

38
4,
70
0

44
0,
80
0

９
21
7,
60
0

24
9,
80
0

28
1,
40
0

30
0,
10
0

33
9,
00
0

38
6,
30
0

44
2,
30
0

10
21
9,
50
0

25
0,
90
0

28
2,
20
0

30
0,
80
0

34
0,
60
0

38
8,
30
0

44
3,
60
0

11
22
1,
40
0

25
2,
00
0

28
3,
00
0

30
1,
60
0

34
2,
10
0

39
0,
30
0

44
4,
90
0

12
22
3,
50
0

25
3,
20
0

28
3,
80
0

30
2,
20
0

34
3,
60
0

39
2,
40
0

44
6,
20
0

13
22
5,
20
0

25
4,
40
0

28
4,
60
0

30
2,
80
0

34
5,
00
0

39
3,
80
0

44
7,
50
0

14
22
7,
20
0

25
5,
60
0

28
5,
40
0

30
3,
90
0

34
6,
60
0

39
5,
50
0

44
8,
70
0

15
22
9,
40
0

25
6,
80
0

28
6,
10
0

30
5,
00
0

34
8,
10
0

39
7,
20
0

44
9,
90
0

16
23
1,
50
0

25
7,
90
0

28
6,
90
0

30
6,
20
0

34
9,
60
0

39
8,
90
0

45
1,
00
0

17
23
3,
60
0

25
8,
90
0

28
7,
70
0

30
7,
30
0

35
1,
10
0

40
0,
60
0

45
2,
20
0

18
23
4,
70
0

25
9,
90
0

28
8,
50
0

30
8,
50
0

35
2,
70
0

40
2,
10
0

45
3,
30
0

19
23
5,
80
0

26
1,
00
0

28
9,
30
0

30
9,
60
0

35
4,
30
0

40
3,
60
0

45
4,
50
0

20
23
6,
90
0

26
2,
00
0

29
0,
00
0

31
0,
80
0

35
5,
80
0

40
5,
10
0

45
5,
80
0

21
23
8,
00
0

26
3,
10
0

29
0,
80
0

31
2,
00
0

35
7,
10
0

40
6,
40
0

45
6,
90
0

22
23
8,
80
0

26
4,
00
0

29
1,
70
0

31
3,
20
0

35
8,
60
0

40
7,
70
0

45
7,
70
0

23
23
9,
70
0

26
4,
80
0

29
2,
60
0

31
4,
40
0

36
0,
10
0

40
9,
00
0

45
8,
10
0

24
24
0,
50
0

26
5,
60
0

29
3,
30
0

31
5,
50
0

36
1,
70
0

41
0,
10
0

45
8,
80
0

25
24
1,
40
0

26
6,
40
0

29
4,
00
0

31
6,
70
0

36
3,
10
0

41
1,
20
0

45
9,
30
0

26
24
2,
30
0

26
7,
30
0

29
4,
90
0

31
7,
90
0

36
4,
60
0

41
2,
30
0

45
9,
70
0

27
24
3,
20
0

26
8,
10
0

29
5,
80
0

31
9,
00
0

36
6,
10
0

41
3,
40
0

46
0,
10
0

28
24
4,
10
0

26
8,
90
0

29
6,
50
0

32
0,
20
0

36
7,
50
0

41
4,
50
0

46
0,
50
0

29
24
4,
90
0

26
9,
60
0

29
7,
30
0

32
1,
40
0

36
8,
90
0

41
5,
30
0

46
0,
90
0

30
24
5,
70
0

27
0,
40
0

29
8,
40
0

32
2,
60
0

37
0,
50
0

41
6,
10
0

46
1,
30
0

31
24
6,
40
0

27
1,
20
0

29
9,
30
0

32
3,
80
0

37
1,
90
0

41
6,
80
0

46
1,
60
0

32
24
7,
20
0

27
2,
00
0

30
0,
30
0

32
5,
00
0

37
3,
40
0

41
7,
60
0

46
1,
90
0

33
24
7,
90
0

27
2,
80
0

30
1,
30
0

32
6,
10
0

37
4,
60
0

41
8,
00
0

46
2,
20
0

34
24
8,
50
0

27
3,
60
0

30
2,
40
0

32
7,
20
0

37
5,
70
0

41
8,
60
0

46
2,
50
0

35
24
9,
20
0

27
4,
20
0

30
3,
40
0

32
8,
40
0

37
6,
90
0

41
9,
10
0

46
2,
80
0

36
24
9,
90
0

27
5,
00
0

30
4,
30
0

32
9,
70
0

37
8,
00
0

41
9,
50
0

46
3,
10
0

37
25
0,
60
0

27
5,
90
0

30
5,
30
0

33
0,
90
0

37
9,
00
0

41
9,
90
0

46
3,
40
0

38
25
1,
20
0

27
6,
70
0

30
6,
30
0

33
2,
10
0

37
9,
80
0

42
0,
10
0

39
25
1,
80
0

27
7,
50
0

30
7,
30
0

33
3,
40
0

38
0,
70
0

42
0,
40
0
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40
25
2,
40
0

27
8,
20
0

30
8,
30
0

33
4,
60
0

38
1,
80
0

42
0,
70
0

41
25
3,
00
0

27
8,
90
0

30
9,
20
0

33
5,
50
0

38
2,
80
0

42
1,
00
0

42
25
3,
60
0

27
9,
70
0

31
0,
40
0

33
6,
70
0

38
3,
80
0

42
1,
30
0

43
25
4,
20
0

28
0,
50
0

31
1,
50
0

33
7,
90
0

38
4,
80
0

42
1,
60
0

44
25
4,
70
0

28
1,
20
0

31
2,
60
0

33
9,
10
0

38
5,
70
0

42
1,
90
0

45
25
5,
10
0

28
1,
90
0

31
3,
60
0

34
0,
00
0

38
6,
50
0

42
2,
10
0

46
25
5,
70
0

28
2,
70
0

31
4,
70
0

34
1,
00
0

38
7,
30
0

42
2,
40
0

47
25
6,
10
0

28
3,
50
0

31
5,
80
0

34
2,
00
0

38
8,
20
0

42
2,
70
0

48
25
6,
50
0

28
4,
20
0

31
6,
80
0

34
2,
90
0

38
9,
00
0

42
3,
00
0

49
25
6,
90
0

28
4,
90
0

31
7,
90
0

34
3,
80
0

38
9,
50
0

42
3,
30
0

50
25
7,
40
0

28
5,
60
0

31
8,
90
0

34
4,
70
0

39
0,
30
0

42
3,
50
0

51
25
7,
90
0

28
6,
20
0

32
0,
00
0

34
5,
70
0

39
1,
10
0

42
3,
80
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

52
25
8,
40
0

28
6,
90
0

32
1,
10
0

34
6,
60
0

39
2,
00
0

42
4,
10
0

53
25
8,
70
0

28
7,
60
0

32
2,
10
0

34
7,
10
0

39
2,
40
0

42
4,
30
0

54
25
9,
00
0

28
8,
20
0

32
3,
10
0

34
8,
00
0

39
3,
10
0

55
25
9,
30
0

28
8,
90
0

32
4,
10
0

34
8,
70
0

39
3,
80
0

56
25
9,
60
0

28
9,
50
0

32
5,
10
0

34
9,
60
0

39
4,
40
0

57
25
9,
90
0

29
0,
20
0

32
6,
00
0

35
0,
30
0

39
4,
80
0

58
26
0,
20
0

29
0,
90
0

32
7,
00
0

35
0,
60
0

39
5,
30
0

59
26
0,
50
0

29
1,
60
0

32
8,
00
0

35
1,
00
0

39
5,
90
0

60
26
0,
80
0

29
2,
20
0

32
8,
90
0

35
1,
60
0

39
6,
50
0

61
26
1,
10
0

29
2,
70
0

32
9,
90
0

35
2,
20
0

39
6,
90
0

62
26
1,
40
0

29
3,
30
0

33
0,
60
0

35
2,
90
0

39
7,
40
0

63
26
1,
70
0

29
4,
00
0

33
1,
30
0

35
3,
60
0

39
7,
90
0

64
26
2,
00
0

29
4,
60
0

33
1,
90
0

35
4,
20
0

39
8,
40
0

65
26
2,
30
0

29
5,
10
0

33
2,
50
0

35
4,
90
0

39
9,
00
0

66
26
2,
60
0

29
5,
70
0

33
3,
20
0

35
5,
40
0

39
9,
50
0

67
26
2,
90
0

29
6,
40
0

33
3,
80
0

35
6,
00
0

40
0,
10
0

68
26
3,
20
0

29
7,
00
0

33
4,
40
0

35
6,
60
0

40
0,
70
0

69
26
3,
50
0

29
7,
60
0

33
5,
00
0

35
6,
90
0

40
1,
20
0

70
26
3,
80
0

29
8,
30
0

33
5,
20
0

35
7,
40
0

40
1,
70
0

71
26
4,
10
0

29
8,
90
0

33
5,
60
0

35
7,
80
0

40
2,
10
0

72
26
4,
30
0

29
9,
50
0

33
6,
10
0

35
8,
30
0

40
2,
50
0

73
26
4,
50
0

30
0,
10
0

33
6,
70
0

35
8,
80
0

40
2,
80
0

74
26
4,
80
0

30
0,
60
0

33
7,
20
0

35
9,
30
0

40
3,
30
0

75
26
5,
10
0

30
1,
00
0

33
7,
70
0

35
9,
80
0

40
3,
70
0

76
26
5,
30
0

30
1,
40
0

33
8,
10
0

36
0,
20
0

40
4,
10
0

77
26
5,
50
0

30
1,
70
0

33
8,
70
0

36
0,
60
0

40
4,
50
0

78
26
5,
80
0

30
2,
00
0

33
9,
20
0

36
0,
90
0

79
26
6,
10
0

30
2,
20
0

33
9,
60
0

36
1,
10
0

80
26
6,
30
0

30
2,
50
0

34
0,
10
0

36
1,
40
0

81
26
6,
60
0

30
2,
80
0

34
0,
60
0

36
1,
90
0

82
26
6,
90
0

30
3,
00
0

34
0,
90
0

36
2,
20
0
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83
26
7,
20
0

30
3,
30
0

34
1,
10
0

36
2,
50
0

84
26
7,
40
0

30
3,
60
0

34
1,
40
0

36
2,
80
0

85
26
7,
60
0

30
3,
80
0

34
1,
80
0

36
3,
20
0

86
30
4,
00
0

34
2,
20
0

36
3,
50
0

87
30
4,
20
0

34
2,
50
0

36
3,
80
0

88
30
4,
40
0

34
2,
80
0

36
4,
10
0

89
30
4,
80
0

34
3,
10
0

36
4,
50
0

90
30
5,
00
0

34
3,
30
0

36
4,
80
0

91
30
5,
20
0

34
3,
70
0

36
5,
00
0

92
30
5,
40
0

34
4,
00
0

36
5,
30
0

93
30
5,
80
0

34
4,
20
0

36
5,
60
0

94
30
6,
00
0

34
4,
50
0

36
6,
00
0

95
30
6,
20
0

34
4,
80
0

36
6,
40
0

96
30
6,
50
0

34
5,
00
0

36
6,
80
0

97
30
6,
80
0

34
5,
20
0

36
7,
30
0

98
30
7,
00
0

34
5,
50
0

36
7,
70
0

99
30
7,
20
0

34
5,
80
0

36
8,
10
0

10
0

30
7,
50
0

34
6,
00
0

36
8,
50
0

10
1

30
7,
80
0

34
6,
20
0

36
9,
00
0

10
2

30
8,
00
0

34
6,
40
0

10
3

30
8,
20
0

34
6,
80
0

10
4

30
8,
50
0

34
7,
00
0

10
5

30
8,
80
0

34
7,
20
0

10
6

34
7,
50
0

10
7

34
7,
90
0

10
8

34
8,
30
0

10
9

34
8,
50
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

20
1,
90
0

22
8,
60
0

25
8,
10
0

27
2,
20
0

29
8,
80
0

34
1,
10
0

38
4,
60
0

備
考
	　
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
、
家
畜
保
健
衛
生
所
等
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す

る
。

（　　）43
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83
26
7,
20
0

30
3,
30
0

34
1,
10
0

36
2,
50
0

84
26
7,
40
0

30
3,
60
0

34
1,
40
0

36
2,
80
0

85
26
7,
60
0

30
3,
80
0

34
1,
80
0

36
3,
20
0

86
30
4,
00
0

34
2,
20
0

36
3,
50
0

87
30
4,
20
0

34
2,
50
0

36
3,
80
0

88
30
4,
40
0

34
2,
80
0

36
4,
10
0

89
30
4,
80
0

34
3,
10
0

36
4,
50
0

90
30
5,
00
0

34
3,
30
0

36
4,
80
0

91
30
5,
20
0

34
3,
70
0

36
5,
00
0

92
30
5,
40
0

34
4,
00
0

36
5,
30
0

93
30
5,
80
0

34
4,
20
0

36
5,
60
0

94
30
6,
00
0

34
4,
50
0

36
6,
00
0

95
30
6,
20
0

34
4,
80
0

36
6,
40
0

96
30
6,
50
0

34
5,
00
0

36
6,
80
0

97
30
6,
80
0

34
5,
20
0

36
7,
30
0

98
30
7,
00
0

34
5,
50
0

36
7,
70
0

99
30
7,
20
0

34
5,
80
0

36
8,
10
0

10
0

30
7,
50
0

34
6,
00
0

36
8,
50
0

10
1

30
7,
80
0

34
6,
20
0

36
9,
00
0

10
2

30
8,
00
0

34
6,
40
0

10
3

30
8,
20
0

34
6,
80
0

10
4

30
8,
50
0

34
7,
00
0

10
5

30
8,
80
0

34
7,
20
0

10
6

34
7,
50
0

10
7

34
7,
90
0

10
8

34
8,
30
0

10
9

34
8,
50
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

20
1,
90
0

22
8,
60
0

25
8,
10
0

27
2,
20
0

29
8,
80
0

34
1,
10
0

38
4,
60
0

備
考
	　
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
、
家
畜
保
健
衛
生
所
等
に
勤
務
す
る
薬
剤
師
、
栄
養
士
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用
す

る
。
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ハ
　
医
療
職
給
料
表
（
三
）

職
員

の
区

分
　

職
務

の
級

１
　
級

２
　
級

３
　
級

４
　
級

５
　
級

６
　
級

７
　
級

号
　
給

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円
１

22
2,
40
0

25
5,
50
0

29
4,
80
0

30
8,
30
0

33
1,
90
0

37
4,
60
0

42
9,
90
0

２
22
4,
30
0

25
7,
60
0

29
5,
30
0

30
8,
80
0

33
2,
90
0

37
6,
30
0

43
2,
10
0

３
22
6,
10
0

25
9,
80
0

29
5,
80
0

30
9,
30
0

33
3,
90
0

37
8,
00
0

43
4,
30
0

４
22
7,
80
0

26
2,
00
0

29
6,
30
0

30
9,
80
0

33
4,
80
0

37
9,
70
0

43
6,
40
0

５
22
9,
50
0

26
4,
20
0

29
6,
70
0

31
0,
30
0

33
5,
80
0

38
1,
50
0

43
8,
30
0

６
23
1,
40
0

26
5,
20
0

29
7,
20
0

31
0,
80
0

33
7,
00
0

38
3,
50
0

44
0,
20
0

７
23
3,
20
0

26
6,
00
0

29
7,
70
0

31
1,
40
0

33
8,
20
0

38
5,
50
0

44
2,
00
0

８
23
4,
90
0

26
7,
00
0

29
8,
20
0

31
1,
80
0

33
9,
40
0

38
7,
50
0

44
3,
90
0

９
23
6,
70
0

26
7,
80
0

29
8,
60
0

31
2,
30
0

34
0,
30
0

38
9,
20
0

44
5,
60
0

10
23
8,
60
0

26
8,
90
0

29
9,
10
0

31
2,
80
0

34
1,
50
0

39
1,
30
0

44
7,
20
0

11
24
0,
50
0

27
0,
00
0

29
9,
60
0

31
3,
40
0

34
2,
60
0

39
3,
50
0

44
9,
00
0

12
24
2,
40
0

27
0,
90
0

30
0,
10
0

31
3,
90
0

34
3,
70
0

39
5,
50
0

45
0,
60
0

13
24
4,
20
0

27
1,
70
0

30
0,
50
0

31
4,
30
0

34
4,
70
0

39
7,
40
0

45
1,
90
0

14
24
6,
20
0

27
2,
40
0

30
1,
00
0

31
4,
90
0

34
5,
80
0

39
9,
00
0

45
3,
20
0

15
24
8,
20
0

27
3,
10
0

30
1,
40
0

31
5,
60
0

34
6,
90
0

40
0,
80
0

45
4,
90
0

16
25
0,
20
0

27
3,
90
0

30
1,
90
0

31
6,
20
0

34
8,
00
0

40
2,
60
0

45
6,
50
0

17
25
2,
20
0

27
5,
00
0

30
2,
40
0

31
6,
80
0

34
9,
10
0

40
4,
30
0

45
8,
20
0

18
25
4,
20
0

27
5,
90
0

30
2,
80
0

31
7,
70
0

35
0,
20
0

40
6,
00
0

45
9,
80
0

19
25
6,
30
0

27
6,
80
0

30
3,
30
0

31
8,
50
0

35
1,
30
0

40
8,
00
0

46
1,
30
0

20
25
8,
30
0

27
7,
70
0

30
3,
70
0

31
9,
40
0

35
2,
40
0

40
9,
70
0

46
2,
70
0

21
26
0,
20
0

27
8,
70
0

30
4,
20
0

32
0,
20
0

35
3,
50
0

41
1,
40
0

46
3,
80
0

22
26
1,
40
0

27
9,
70
0

30
4,
60
0

32
1,
10
0

35
4,
70
0

41
3,
10
0

46
5,
10
0

23
26
2,
50
0

28
0,
60
0

30
5,
10
0

32
2,
00
0

35
5,
80
0

41
4,
90
0

46
6,
40
0

24
26
3,
60
0

28
1,
60
0

30
5,
50
0

32
2,
80
0

35
6,
90
0

41
6,
70
0

46
7,
90
0

25
26
4,
70
0

28
2,
40
0

30
6,
00
0

32
3,
60
0

35
7,
90
0

41
8,
30
0

46
8,
90
0

26
26
5,
50
0

28
3,
30
0

30
6,
60
0

32
4,
40
0

35
9,
20
0

42
0,
00
0

46
9,
50
0

27
26
6,
40
0

28
4,
20
0

30
7,
30
0

32
5,
30
0

36
0,
60
0

42
1,
80
0

47
0,
20
0

28
26
7,
30
0

28
5,
10
0

30
8,
00
0

32
6,
20
0

36
1,
90
0

42
3,
70
0

47
0,
80
0

29
26
8,
10
0

28
6,
10
0

30
8,
70
0

32
6,
90
0

36
3,
10
0

42
5,
20
0

47
1,
70
0

30
26
8,
80
0

28
6,
80
0

30
9,
40
0

32
8,
00
0

36
4,
60
0

42
6,
70
0

47
2,
40
0

31
26
9,
50
0

28
7,
50
0

31
0,
10
0

32
9,
10
0

36
6,
10
0

42
8,
20
0

47
3,
20
0

32
27
0,
20
0

28
8,
20
0

31
0,
90
0

33
0,
20
0

36
7,
60
0

42
9,
50
0

47
4,
00
0

33
27
1,
00
0

28
8,
80
0

31
1,
60
0

33
1,
30
0

36
8,
80
0

43
0,
70
0

47
4,
70
0

34
27
1,
60
0

28
9,
40
0

31
2,
40
0

33
2,
30
0

37
0,
30
0

43
1,
80
0

47
5,
40
0

35
27
2,
20
0

28
9,
90
0

31
3,
10
0

33
3,
40
0

37
1,
70
0

43
3,
00
0

47
6,
10
0

36
27
2,
70
0

29
0,
30
0

31
3,
80
0

33
4,
50
0

37
3,
10
0

43
4,
20
0

47
6,
90
0

37
27
3,
30
0

29
0,
70
0

31
4,
50
0

33
5,
60
0

37
4,
50
0

43
5,
50
0

47
7,
70
0

38
27
4,
00
0

29
1,
30
0

31
5,
30
0

33
6,
70
0

37
5,
50
0

43
6,
60
0

47
8,
50
0

39
27
4,
70
0

29
1,
80
0

31
6,
10
0

33
7,
80
0

37
6,
90
0

43
7,
80
0

47
9,
20
0
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40
27
5,
40
0

29
2,
20
0

31
6,
90
0

33
8,
90
0

37
8,
20
0

43
9,
00
0

47
9,
90
0

41
27
6,
10
0

29
2,
60
0

31
7,
50
0

33
9,
70
0

37
9,
50
0

44
0,
20
0

48
0,
70
0

42
27
6,
70
0

29
3,
10
0

31
8,
40
0

34
0,
80
0

38
0,
90
0

44
1,
20
0

43
27
7,
40
0

29
3,
50
0

31
9,
40
0

34
1,
90
0

38
2,
20
0

44
2,
30
0

44
27
8,
00
0

29
4,
00
0

32
0,
30
0

34
2,
90
0

38
3,
50
0

44
3,
40
0

45
27
8,
80
0

29
4,
50
0

32
1,
10
0

34
3,
80
0

38
5,
00
0

44
4,
40
0

46
27
9,
50
0

29
4,
90
0

32
2,
10
0

34
4,
70
0

38
6,
20
0

44
4,
90
0

47
28
0,
20
0

29
5,
40
0

32
3,
10
0

34
5,
70
0

38
7,
30
0

44
5,
40
0

48
28
0,
80
0

29
5,
80
0

32
4,
00
0

34
6,
70
0

38
8,
50
0

44
5,
80
0

49
28
1,
30
0

29
6,
30
0

32
4,
90
0

34
7,
90
0

38
9,
60
0

44
6,
40
0

50
28
1,
80
0

29
6,
70
0

32
5,
80
0

34
9,
20
0

39
0,
50
0

44
6,
90
0

51
28
2,
20
0

29
7,
20
0

32
6,
80
0

35
0,
40
0

39
1,
50
0

44
7,
30
0

52
28
2,
60
0

29
7,
70
0

32
7,
80
0

35
1,
60
0

39
2,
50
0

44
7,
80
0

53
28
2,
90
0

29
8,
20
0

32
8,
60
0

35
2,
50
0

39
3,
10
0

44
8,
30
0

54
28
3,
40
0

29
8,
60
0

32
9,
60
0

35
3,
70
0

39
3,
90
0

44
8,
70
0

55
28
3,
80
0

29
9,
10
0

33
0,
60
0

35
4,
80
0

39
4,
70
0

44
9,
00
0

56
28
4,
20
0

29
9,
50
0

33
1,
50
0

35
6,
10
0

39
5,
50
0

44
9,
30
0

57
28
4,
60
0

30
0,
00
0

33
2,
40
0

35
7,
10
0

39
6,
20
0

44
9,
70
0

58
28
5,
00
0

30
0,
70
0

33
3,
30
0

35
8,
00
0

39
6,
90
0

59
28
5,
30
0

30
1,
40
0

33
4,
30
0

35
9,
10
0

39
7,
60
0

60
28
5,
60
0

30
2,
10
0

33
5,
20
0

36
0,
30
0

39
8,
20
0

61
28
6,
00
0

30
2,
80
0

33
6,
10
0

36
1,
50
0

39
8,
80
0

62
28
6,
40
0

30
3,
70
0

33
7,
20
0

36
2,
70
0

39
9,
40
0

63
28
6,
80
0

30
4,
60
0

33
8,
40
0

36
3,
90
0

40
0,
10
0

64
28
7,
10
0

30
5,
30
0

33
9,
60
0

36
4,
90
0

40
0,
70
0

65
28
7,
40
0

30
6,
00
0

34
0,
30
0

36
5,
90
0

40
1,
40
0

66
28
7,
80
0

30
6,
90
0

34
1,
40
0

36
6,
90
0

40
1,
90
0

67
28
8,
20
0

30
7,
70
0

34
2,
50
0

36
8,
00
0

40
2,
50
0

68
28
8,
50
0

30
8,
50
0

34
3,
40
0

36
9,
10
0

40
3,
00
0

69
28
8,
90
0

30
9,
20
0

34
4,
50
0

36
9,
90
0

40
3,
40
0

70
28
9,
40
0

31
0,
10
0

34
5,
20
0

37
1,
00
0

40
4,
00
0

71
28
9,
80
0

31
1,
00
0

34
6,
30
0

37
2,
10
0

40
4,
40
0

72
29
0,
10
0

31
1,
80
0

34
7,
40
0

37
3,
10
0

40
4,
70
0

73
29
0,
50
0

31
2,
70
0

34
8,
50
0

37
3,
80
0

40
5,
00
0

74
29
1,
00
0

31
3,
50
0

34
9,
70
0

37
4,
60
0

40
5,
50
0

75
29
1,
50
0

31
4,
40
0

35
0,
80
0

37
5,
40
0

40
5,
90
0

76
29
2,
00
0

31
5,
30
0

35
1,
90
0

37
6,
10
0

40
6,
20
0

77
29
2,
50
0

31
6,
10
0

35
3,
00
0

37
6,
70
0

40
6,
50
0

78
29
3,
00
0

31
7,
00
0

35
4,
10
0

37
7,
20
0

40
7,
00
0

79
29
3,
60
0

31
8,
00
0

35
5,
10
0

37
7,
70
0

40
7,
50
0

80
29
4,
00
0

31
8,
90
0

35
6,
20
0

37
8,
20
0

40
7,
90
0

81
29
4,
50
0

31
9,
40
0

35
7,
10
0

37
8,
80
0

40
8,
20
0

82
29
4,
90
0

32
0,
20
0

35
8,
10
0

37
9,
30
0

40
8,
60
0
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40
27
5,
40
0

29
2,
20
0

31
6,
90
0

33
8,
90
0

37
8,
20
0

43
9,
00
0

47
9,
90
0

41
27
6,
10
0

29
2,
60
0

31
7,
50
0

33
9,
70
0

37
9,
50
0

44
0,
20
0

48
0,
70
0

42
27
6,
70
0

29
3,
10
0

31
8,
40
0

34
0,
80
0

38
0,
90
0

44
1,
20
0

43
27
7,
40
0

29
3,
50
0

31
9,
40
0

34
1,
90
0

38
2,
20
0

44
2,
30
0

44
27
8,
00
0

29
4,
00
0

32
0,
30
0

34
2,
90
0

38
3,
50
0

44
3,
40
0

45
27
8,
80
0

29
4,
50
0

32
1,
10
0

34
3,
80
0

38
5,
00
0

44
4,
40
0

46
27
9,
50
0

29
4,
90
0

32
2,
10
0

34
4,
70
0

38
6,
20
0

44
4,
90
0

47
28
0,
20
0

29
5,
40
0

32
3,
10
0

34
5,
70
0

38
7,
30
0

44
5,
40
0

48
28
0,
80
0

29
5,
80
0

32
4,
00
0

34
6,
70
0

38
8,
50
0

44
5,
80
0

49
28
1,
30
0

29
6,
30
0

32
4,
90
0

34
7,
90
0

38
9,
60
0

44
6,
40
0

50
28
1,
80
0

29
6,
70
0

32
5,
80
0

34
9,
20
0

39
0,
50
0

44
6,
90
0

51
28
2,
20
0

29
7,
20
0

32
6,
80
0

35
0,
40
0

39
1,
50
0

44
7,
30
0

52
28
2,
60
0

29
7,
70
0

32
7,
80
0

35
1,
60
0

39
2,
50
0

44
7,
80
0

53
28
2,
90
0

29
8,
20
0

32
8,
60
0

35
2,
50
0

39
3,
10
0

44
8,
30
0

54
28
3,
40
0

29
8,
60
0

32
9,
60
0

35
3,
70
0

39
3,
90
0

44
8,
70
0

55
28
3,
80
0

29
9,
10
0

33
0,
60
0

35
4,
80
0

39
4,
70
0

44
9,
00
0

56
28
4,
20
0

29
9,
50
0

33
1,
50
0

35
6,
10
0

39
5,
50
0

44
9,
30
0

57
28
4,
60
0

30
0,
00
0

33
2,
40
0

35
7,
10
0

39
6,
20
0

44
9,
70
0

58
28
5,
00
0

30
0,
70
0

33
3,
30
0

35
8,
00
0

39
6,
90
0

59
28
5,
30
0

30
1,
40
0

33
4,
30
0

35
9,
10
0

39
7,
60
0

60
28
5,
60
0

30
2,
10
0

33
5,
20
0

36
0,
30
0

39
8,
20
0

61
28
6,
00
0

30
2,
80
0

33
6,
10
0

36
1,
50
0

39
8,
80
0

62
28
6,
40
0

30
3,
70
0

33
7,
20
0

36
2,
70
0

39
9,
40
0

63
28
6,
80
0

30
4,
60
0

33
8,
40
0

36
3,
90
0

40
0,
10
0

64
28
7,
10
0

30
5,
30
0

33
9,
60
0

36
4,
90
0

40
0,
70
0

65
28
7,
40
0

30
6,
00
0

34
0,
30
0

36
5,
90
0

40
1,
40
0

66
28
7,
80
0

30
6,
90
0

34
1,
40
0

36
6,
90
0

40
1,
90
0

67
28
8,
20
0

30
7,
70
0

34
2,
50
0

36
8,
00
0

40
2,
50
0

68
28
8,
50
0

30
8,
50
0

34
3,
40
0

36
9,
10
0

40
3,
00
0

69
28
8,
90
0

30
9,
20
0

34
4,
50
0

36
9,
90
0

40
3,
40
0

70
28
9,
40
0

31
0,
10
0

34
5,
20
0

37
1,
00
0

40
4,
00
0

71
28
9,
80
0

31
1,
00
0

34
6,
30
0

37
2,
10
0

40
4,
40
0

72
29
0,
10
0

31
1,
80
0

34
7,
40
0

37
3,
10
0

40
4,
70
0

73
29
0,
50
0

31
2,
70
0

34
8,
50
0

37
3,
80
0

40
5,
00
0

74
29
1,
00
0

31
3,
50
0

34
9,
70
0

37
4,
60
0

40
5,
50
0

75
29
1,
50
0

31
4,
40
0

35
0,
80
0

37
5,
40
0

40
5,
90
0

76
29
2,
00
0

31
5,
30
0

35
1,
90
0

37
6,
10
0

40
6,
20
0

77
29
2,
50
0

31
6,
10
0

35
3,
00
0

37
6,
70
0

40
6,
50
0

78
29
3,
00
0

31
7,
00
0

35
4,
10
0

37
7,
20
0

40
7,
00
0

79
29
3,
60
0

31
8,
00
0

35
5,
10
0

37
7,
70
0

40
7,
50
0

80
29
4,
00
0

31
8,
90
0

35
6,
20
0

37
8,
20
0

40
7,
90
0

81
29
4,
50
0

31
9,
40
0

35
7,
10
0

37
8,
80
0

40
8,
20
0

82
29
4,
90
0

32
0,
20
0

35
8,
10
0

37
9,
30
0

40
8,
60
0

（　　）45

23令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

83
29
5,
40
0

32
1,
10
0

35
9,
00
0

37
9,
80
0

40
9,
10
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

84
29
5,
90
0

32
1,
90
0

36
0,
00
0

38
0,
30
0

40
9,
50
0

85
29
6,
30
0

32
2,
70
0

36
1,
00
0

38
0,
70
0

40
9,
90
0

86
29
6,
70
0

32
3,
60
0

36
1,
80
0

38
1,
10
0

87
29
7,
20
0

32
4,
60
0

36
2,
60
0

38
1,
70
0

88
29
7,
70
0

32
5,
60
0

36
3,
40
0

38
2,
20
0

89
29
8,
20
0

32
6,
50
0

36
4,
00
0

38
2,
50
0

90
29
8,
70
0

32
7,
50
0

36
4,
60
0

38
3,
00
0

91
29
9,
20
0

32
8,
50
0

36
5,
20
0

38
3,
30
0

92
29
9,
70
0

32
9,
60
0

36
5,
80
0

38
3,
60
0

93
30
0,
20
0

33
0,
40
0

36
6,
20
0

38
4,
20
0

94
30
0,
60
0

33
1,
10
0

36
6,
60
0

38
4,
70
0

95
30
1,
10
0

33
1,
80
0

36
7,
10
0

38
5,
20
0

96
30
1,
70
0

33
2,
40
0

36
7,
50
0

38
5,
70
0

97
30
2,
30
0

33
2,
90
0

36
8,
00
0

38
6,
30
0

98
30
2,
80
0

33
3,
20
0

36
8,
40
0

38
6,
80
0

99
30
3,
30
0

33
3,
70
0

36
8,
90
0

38
7,
30
0

10
0

30
3,
80
0

33
4,
30
0

36
9,
30
0

38
7,
70
0

10
1

30
4,
20
0

33
4,
70
0

36
9,
60
0

38
8,
30
0

10
2

30
4,
70
0

33
5,
20
0

37
0,
10
0

38
8,
80
0

10
3

30
5,
10
0

33
5,
80
0

37
0,
40
0

38
9,
30
0

10
4

30
5,
50
0

33
6,
30
0

37
0,
70
0

38
9,
80
0

10
5

30
5,
90
0

33
6,
70
0

37
1,
10
0

39
0,
40
0

10
6

30
6,
30
0

33
7,
20
0

37
1,
60
0

39
0,
80
0

10
7

30
6,
70
0

33
7,
70
0

37
2,
10
0

39
1,
30
0

10
8

30
7,
00
0

33
8,
20
0

37
2,
60
0

39
1,
80
0

10
9

30
7,
20
0

33
8,
60
0

37
3,
10
0

39
2,
50
0

11
0

30
7,
50
0

33
8,
90
0

37
3,
60
0

11
1

30
7,
70
0

33
9,
20
0

37
4,
10
0

11
2

30
8,
00
0

33
9,
50
0

37
4,
50
0

11
3

30
8,
30
0

33
9,
80
0

37
4,
90
0

11
4

30
8,
50
0

34
0,
20
0

37
5,
30
0

11
5

30
8,
80
0

34
0,
50
0

37
5,
80
0

11
6

30
9,
00
0

34
0,
80
0

37
6,
30
0

11
7

30
9,
30
0

34
1,
00
0

37
6,
70
0

11
8

30
9,
50
0

34
1,
30
0

37
7,
20
0

11
9

30
9,
80
0

34
1,
60
0

37
7,
70
0

12
0

31
0,
10
0

34
1,
80
0

37
8,
20
0

12
1

31
0,
40
0

34
2,
00
0

37
8,
50
0

12
2

31
0,
70
0

34
2,
30
0

12
3

31
1,
00
0

34
2,
60
0

12
4

31
1,
30
0

34
2,
90
0

12
5

31
1,
50
0

34
3,
10
0
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24 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

12
6

31
1,
70
0

34
3,
40
0

12
7

31
2,
00
0

34
3,
70
0

12
8

31
2,
40
0

34
3,
90
0

12
9

31
2,
60
0

34
4,
10
0

13
0

31
2,
90
0

34
4,
30
0

13
1

31
3,
20
0

34
4,
60
0

13
2

31
3,
60
0

34
4,
80
0

13
3

31
3,
80
0

34
5,
10
0

13
4

31
4,
10
0

34
5,
50
0

13
5

31
4,
40
0

34
5,
90
0

13
6

31
4,
70
0

34
6,
30
0

13
7

31
4,
90
0

34
6,
60
0

13
8

31
5,
20
0

34
7,
00
0

13
9

31
5,
50
0

34
7,
40
0

14
0

31
5,
80
0

34
7,
80
0

14
1

31
6,
00
0

34
8,
10
0

14
2

31
6,
30
0

34
8,
50
0

14
3

31
6,
70
0

34
8,
80
0

14
4

31
7,
00
0

34
9,
20
0

14
5

31
7,
20
0

34
9,
50
0

14
6

31
7,
40
0

34
9,
90
0

14
7

31
7,
70
0

35
0,
30
0

14
8

31
8,
00
0

35
0,
70
0

14
9

31
8,
20
0

35
1,
00
0

15
0

31
8,
40
0

35
1,
40
0

15
1

31
8,
70
0

35
1,
80
0

15
2

31
9,
00
0

35
2,
20
0

15
3

31
9,
40
0

35
2,
50
0

15
4

31
9,
60
0

15
5

31
9,
80
0

15
6

32
0,
10
0

15
7

32
0,
40
0

15
8

32
0,
70
0

15
9

32
1,
00
0

16
0

32
1,
30
0

16
1

32
1,
70
0

16
2

32
2,
00
0

16
3

32
2,
30
0

16
4

32
2,
60
0

16
5

32
3,
00
0

16
6

32
3,
30
0

16
7

32
3,
60
0

16
8

32
3,
90
0
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24 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

12
6

31
1,
70
0

34
3,
40
0

12
7

31
2,
00
0

34
3,
70
0

12
8

31
2,
40
0

34
3,
90
0

12
9

31
2,
60
0

34
4,
10
0

13
0

31
2,
90
0

34
4,
30
0

13
1

31
3,
20
0

34
4,
60
0

13
2

31
3,
60
0

34
4,
80
0

13
3

31
3,
80
0

34
5,
10
0

13
4

31
4,
10
0

34
5,
50
0

13
5

31
4,
40
0

34
5,
90
0

13
6

31
4,
70
0

34
6,
30
0

13
7

31
4,
90
0

34
6,
60
0

13
8

31
5,
20
0

34
7,
00
0

13
9

31
5,
50
0

34
7,
40
0

14
0

31
5,
80
0

34
7,
80
0

14
1

31
6,
00
0

34
8,
10
0

14
2

31
6,
30
0

34
8,
50
0

14
3

31
6,
70
0

34
8,
80
0

14
4

31
7,
00
0

34
9,
20
0

14
5

31
7,
20
0

34
9,
50
0

14
6

31
7,
40
0

34
9,
90
0

14
7

31
7,
70
0

35
0,
30
0

14
8

31
8,
00
0

35
0,
70
0

14
9

31
8,
20
0

35
1,
00
0

15
0

31
8,
40
0

35
1,
40
0

15
1

31
8,
70
0

35
1,
80
0

15
2

31
9,
00
0

35
2,
20
0

15
3

31
9,
40
0

35
2,
50
0

15
4

31
9,
60
0

15
5

31
9,
80
0

15
6

32
0,
10
0

15
7

32
0,
40
0

15
8

32
0,
70
0

15
9

32
1,
00
0

16
0

32
1,
30
0

16
1

32
1,
70
0

16
2

32
2,
00
0

16
3

32
2,
30
0

16
4

32
2,
60
0

16
5

32
3,
00
0

16
6

32
3,
30
0

16
7

32
3,
60
0

16
8

32
3,
90
0

（　　）47

25令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

16
9

32
4,
30
0

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
　

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

基
　
　
準

給
料
月
額

円
円

円
円

円
円

円

24
9,
60
0

27
0,
60
0

27
8,
20
0

28
9,
00
0

30
6,
10
0

34
4,
70
0

39
0,
20
0

備
考
	　
こ
の
表
は
、
病
院
、
保
健
所
等
に
勤
務
す
る
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
准
看
護
師
そ
の
他
の
職
員
で
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
適
用

す
る
。

（　　）48



26 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
別 表 第 八 を 次 の よ う に 改 め る ︒

別
表
第
８
（
第
22
条
の
６
関
係
）

自
動
車
等
使
用
者
通
勤
手
当
額
表

片
道
の
使
用
距
離

支
　給

　月
　額

㎞
以
上

㎞
未
満

円
４

2,
20
0

４
６

4,
40
0

６
８

5,
20
0

８
10

6,
10
0

10
12

7,
30
0

12
14

8,
50
0

14
16

9,
70
0

16
18

10
,9
50

18
20

12
,2
00

20
22

13
,5
00

22
24

14
,7
50

24
26

16
,0
00

26
28

17
,2
50

28
30

18
,5
00

30
32

19
,7
00

32
34

20
,9
50

34
36

22
,2
00

36
38

23
,4
50

38
40

24
,7
00

40
42

25
,9
00

42
44

27
,2
00

44
46

28
,5
00

46
48

29
,8
00

48
50

31
,0
50

50
52

32
,3
00

52
54

33
,6
00

54
56

34
,9
00

56
58

36
,2
00

58
60

37
,4
50

60
62

38
,7
00

62
64

40
,1
00

64
66

41
,5
00

66
68

42
,9
00

68
70

44
,3
00

70
72

45
,7
00

72
74

47
,1
00

74
76

48
,5
00

76
78

49
,9
00

78
80

51
,3
00

80
82

52
,7
00

82
84

54
,1
00

84
86

55
,5
00

86
88

56
,9
00

88
90

58
,2
50

90
92

59
,6
00

92
94

61
,0
00

94
96

62
,3
50

96
98

63
,7
00

98
10
0

65
,0
50

10
0

10
2

66
,4
00

10
2

10
4

67
,7
50

10
4

10
6

69
,1
00

10
6

10
8

70
,4
50

10
8

11
0

71
,8
00

11
0

11
2

73
,1
50

11
2

11
4

74
,5
00

11
4

11
6

75
,8
50

11
6

11
8

77
,2
00

11
8

12
0

78
,5
50

12
0

79
,9
00

（　　）49



26 令和７年 12 月 24 日（水曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

　
別 表 第 八 を 次 の よ う に 改 め る ︒
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第 二 条

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂

を ﹁ 百 分 の 百 六 ・ 二 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 三 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二

五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 七 十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 七 十 一 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 六 ・

二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 六 十 一 ・ 二 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 二 十 条 第 二 項 第 一 号 中 ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂

を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 第 二 号 中 ﹁ 百 分 の 五 十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 五 十 一 ・ 二

五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 六 十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 六 十 一 ・ 二 五 ﹂ に 改 め る ︒

︵ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条

　
一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 ︵ 平 成 十 七 年 石 川 県 条 例 第 九

号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 十

二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 五 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十

七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 九 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 九 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂

に ︑ ﹁ 百 分 の 八 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 九 十 ﹂ に 改 め る ︒

　
別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で を 次 の よ う に 改 め る ︒
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第 四 条

　
一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

百 七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 五 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の

百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 九 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 九 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ を

﹁ 百 分 の 百 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 九 十 ﹂ ﹂ を ﹁ 百 分 の 八 十 八 ・ 七 五 ﹂ ﹂ に 改 め る ︒

︵ 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 等 の 一 部 改 正 ︶

第 五 条

　
次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七

十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

一	

　
知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︵ 昭 和 二 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ︶ 第 三 条 第 二 項

二	

　
教 育 長 の 給 与 ︑ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 五 十

二 号 ︶ 第 四 条 第 二 項 た だ し 書

三	

　
識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 ︵ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 条 例 第

十 一 号 ︶ 第 六 条 第 二 項 た だ し 書

第 六 条

　
次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分

の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
一	

　
知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 第 三 条 第 二 項

　
二	

　
教 育 長 の 給 与 ︑ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 第 二 項 た だ し 書

　
三	

　
識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 第 六 条 第 二 項 た だ し 書

︵ 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 七 条

　
石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 ︵ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九

号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑﹁ 百 分 の 百 七 十 二 ・

五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

第 八 条

　
石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百

七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め る ︒

別
表
第
３
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第
６
条
関
係
）

　
特
定
任
期
付
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員
給
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表
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２
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第 四 条

　
一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 八 条 第 三 項 及 び 第 四 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の

百 七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め ︑ 同 条 第 五 項 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の

百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 九 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 九 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七 ・ 五 ﹂ を

﹁ 百 分 の 百 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 九 十 ﹂ ﹂ を ﹁ 百 分 の 八 十 八 ・ 七 五 ﹂ ﹂ に 改 め る ︒

︵ 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 等 の 一 部 改 正 ︶

第 五 条

　
次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百 七

十 二 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

一	

　
知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︵ 昭 和 二 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 号 ︶ 第 三 条 第 二 項

二	

　
教 育 長 の 給 与 ︑ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 五 十

二 号 ︶ 第 四 条 第 二 項 た だ し 書

三	

　
識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 ︵ 昭 和 三 十 五 年 石 川 県 条 例 第

十 一 号 ︶ 第 六 条 第 二 項 た だ し 書

第 六 条

　
次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分

の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め る ︒

　
一	

　
知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 第 三 条 第 二 項

　
二	

　
教 育 長 の 給 与 ︑ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 第 四 条 第 二 項 た だ し 書

　
三	

　
識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 第 六 条 第 二 項 た だ し 書

︵ 石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 七 条

　
石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 ︵ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 三 十 九

号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ に ︑﹁ 百 分 の 百 七 十 二 ・

五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 七 ・ 五 ﹂ に 改 め る ︒

第 八 条

　
石 川 県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 条 第 二 項 た だ し 書 中 ﹁ 百 分 の 百 二 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 二 十 六 ・ 二 五 ﹂ に ︑ ﹁ 百 分 の 百

七 十 七 ・ 五 ﹂ を ﹁ 百 分 の 百 七 十 五 ﹂ に 改 め る ︒

別
表
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３
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係
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２
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附

　
則

︵ 施 行 期 日 等 ︶

１

　
こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒ た だ し ︑ 第 二 条 ︑ 第 四 条 ︑ 第 六 条 及 び 第 八 条 の 規 定 は ︑

令 和 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒

２

　
第 一 条 の 規 定 ︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 以 下 ﹁ 給 与 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 第 八 条 の 二 第

一 項 ︑ 第 十 七 条 第 一 項 ︑ 別 表 第 一 か ら 別 表 第 五 ま で 及 び 別 表 第 八 の 改 正 規 定 に 限 る ︒ ︶ に よ る 改

正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 及 び 第 三 条 の 規 定 ︵ 一 般 職 の 任 期 付 研 究 員 及 び 任 期 付 職 員 の 採 用 等 に 関 す

る 条 例 ︵ 以 下 ﹁ 任 期 付 研 究 員 等 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 別 表 第 一 か ら 別 表 第 三 ま で の 改 正 規 定 に 限 る ︒ ︶

に よ る 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 は ︑ 令 和 七 年 四 月 一 日 か ら 適 用 す る ︒

３

　
第 一 条 の 規 定 ︵ 給 与 条 例 第 十 九 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 二 十 条 第 二 項 の 改 正 規 定 に 限 る ︒ ︶

に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 の 規 定 ︑ 第 三 条 の 規 定 ︵ 任 期 付 研 究 員 等 条 例 第 八 条 第 三 項 か ら 第 五 項 ま

で の 改 正 規 定 に 限 る ︒ ︶ に よ る 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 ︑ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 後

の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︵ 附 則 第 五 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ ︑ 教

育 長 の 給 与 ︑ 勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 ︵ 同 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 教 育 長 給 与 等

条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 及 び 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給 与 等 支 給 条 例 ︵ 同 項 に お

い て ﹁ 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ の 規 定 並 び に 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 石 川

県 議 会 議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 ︵ 附 則 第 六 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 議 員 報 酬 等 条 例 ﹂

と い う ︒ ︶ の 規 定 は ︑ 令 和 七 年 十 二 月 一 日 か ら 適 用 す る ︒

︵ 給 与 の 内 払 ︶

４

　
第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 給 与 条 例 ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 給 与 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶

又 は 第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 改 正 後 の 任 期 付 研

究 員 等 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は ︑ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 給 与 条 例 又 は

第 三 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は ︑ そ れ ぞ れ

改 正 後 の 給 与 条 例 又 は 改 正 後 の 任 期 付 研 究 員 等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す ︒

５

　
改 正 後 の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︑ 改 正 後 の 教 育 長 給 与 等 条 例 又 は 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例

の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は ︑ 第 五 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︑ 教 育 長 の 給 与 ︑

勤 務 時 間 そ の 他 の 勤 務 条 件 等 に 関 す る 条 例 又 は 識 見 を 有 す る 者 の う ち か ら 選 任 さ れ た 監 査 委 員 給

与 等 支 給 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は ︑ そ れ ぞ れ 改 正 後 の 知 事 ︑ 副 知 事 給 与 条 例 ︑ 改

正 後 の 教 育 長 給 与 等 条 例 又 は 改 正 後 の 監 査 委 員 給 与 等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す ︒

６

　
改 正 後 の 議 員 報 酬 等 条 例 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に は ︑ 第 七 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 石 川 県 議 会

議 員 の 議 員 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 支 給 条 例 の 規 定 に 基 づ い て 支 給 さ れ た 給 与 は ︑ 改 正 後 の 議 員 報 酬

等 条 例 の 規 定 に よ る 給 与 の 内 払 と み な す ︒

︵ 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 に 関 す る 特 例 ︶

７

　
石 川 県 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 等 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 ︵ 令 和 元 年 石 川 県 条 例 第 十 三 号 ︶
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石 川 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る ︒

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 四 十 一 号

議
案
第
八
号

　一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

第 二 条 第 一 項 の 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 ︵ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 限 る ︒ 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ ︒ ︶ に 同 条 第 一 項 の 報 酬 ︵ 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 初 任 給 調 整 手 当 及 び 宿 日 直 手 当 に 相 当 す

る 報 酬 に 限 る ︒ ︶ 及 び 同 条 例 第 四 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る と き の 費 用 弁 償 を 支 給 す る 場 合 並 び に

同 条 例 第 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 の 基 本 額 を 決 定 す る 場 合 並 び に

同 条 例 第 五 条 第 一 項 の 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 ︵ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 限 る ︒ 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ ︒ ︶ に 同 条 第 一 項 の 初 任 給 調 整 手 当 ︑ 通 勤 手 当 及 び 宿 日 直 手 当 を 支 給 す る 場 合 並 び

に 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 の 額 を 決 定 す る 場 合 に お け る 附 則 第 二

項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ︑ 同 項 中 ﹁ 令 和 七 年 四 月 一 日 ﹂ と あ る の は ︑ ﹁ 令 和 七 年 十 二 月 一 日 ﹂

と す る ︒

︵ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ︶

８

　
附 則 第 四 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か ︑ こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ︑ 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る ︒

提 案 理 由

　
石 川 県 人 事 委 員 会 の 令 和 七 年 十 月 十 七 日 付 け 勧 告 等 に 鑑 み ︑ 一 般 職 の 職 員 の 給 料 ︑ 初 任 給 調 整 手

当 ︑ 通 勤 手 当 ︑ 宿 日 直 手 当 ︑ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 額 の 改 定 を 行 う 等 の 必 要 が あ る ︒ こ れ が ︑ こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒

（　　）53

号
九
第
案
議

　

て
い
つ
に
例
条
る
す
正
改
を
部
一
の
例
条
料
数
手
県
川
石

号九第案議

ていつに例条るす正改を部一の例条料数手県川石

　 ︒るす定制にうよの次を例条るす正改を部一の例条料数手県川石

出提日二月二十年七和令

事知県川石 　 馳 　　　 浩

例条るす正改を部一の例条料数手県川石

　 ︒るす正改にうよの次を部一の︶号七第例条県川石年二十成平︵例条料数手県川石

　 ︒るめ改にうよの次を欄の額金の１項の二の二十表別
イ  　 限にのもたし写複で黒白︵のもたし写複に紙用りよに機写複をし写の等書収領額少

付交の︶︒る 　 きつに枚一紙用 　 円十

ロ  　

付交の 　

ハ  　

付交ののもたし写複に︶︒る限にのもな能可がとこる 　

額金たえ加を円十にとご枚一し写の等書収領額少
ニ  　 利の術技の信通報情るけおに等続手政行県川石を付交のし写る係にし写の等書収領額少

術技信通報情﹁ていおに項のこ下以︒号二十三第例条県川石年六十成平︵例条るす関に用

法方う行てし用使を織組理処報情子電りよに定規の項一第条四第︶︒ういと﹂例条用利 　

きつに枚一し写の等書収領額少 　 円十

　 つに合場るす成作をし写てし写複りよに機写複に面両の紙用﹁中欄の考備の１項の二の二十表別

報支収るす定規﹁中２項同︑め改に﹂合場るす写複に面両の紙用をし写の等書収領額少﹁を﹂てい

に定規の項一第条七十第はくし若項一第条二十第法︵書文象対覧閲告報支収るす定規﹁を﹂等書告

るよに定規の︶︒む含を合場るす用準ていおに項四第条七十第法︵項一第条四十第法︑書告報るよ

定規の項四第二の四十の条九十第法は又書告報査監金資治政るよに定規の四十の条九十第法︑面書

収﹁を﹂料数手付交のし写の等書告報支収﹁︑に﹂︶︒じ同ていおに項のこ下以︒ういを書認確るよに

︒るめ改にうよの次を欄の額金の２項同︑め改に﹂料数手付交のし写の書文象対覧閲告報支
イ  　 限にのもたし写複で黒白︵のもたし写複に紙用りよに機写複を書文象対覧閲告報支収

付交の︶︒る 　 きつに枚一紙用 　 円十
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令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 四 十 一 号

議
案
第
八
号

　一
般
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の
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の
給
与
に
関
す
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一
部
を
改
正
す
る
条
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に
つ
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て

第 二 条 第 一 項 の 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 ︵ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 限 る ︒ 以 下 こ の 項 に お い

て 同 じ ︒ ︶ に 同 条 第 一 項 の 報 酬 ︵ 同 条 第 三 項 に 規 定 す る 初 任 給 調 整 手 当 及 び 宿 日 直 手 当 に 相 当 す

る 報 酬 に 限 る ︒ ︶ 及 び 同 条 例 第 四 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る と き の 費 用 弁 償 を 支 給 す る 場 合 並 び に

同 条 例 第 二 条 第 四 項 の 規 定 に よ り 第 一 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 報 酬 の 基 本 額 を 決 定 す る 場 合 並 び に

同 条 例 第 五 条 第 一 項 の 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 ︵ 人 事 委 員 会 規 則 で 定 め る 者 に 限 る ︒ 以 下 こ の 項

に お い て 同 じ ︒ ︶ に 同 条 第 一 項 の 初 任 給 調 整 手 当 ︑ 通 勤 手 当 及 び 宿 日 直 手 当 を 支 給 す る 場 合 並 び

に 同 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 第 二 号 会 計 年 度 任 用 職 員 の 給 料 の 額 を 決 定 す る 場 合 に お け る 附 則 第 二

項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ︑ 同 項 中 ﹁ 令 和 七 年 四 月 一 日 ﹂ と あ る の は ︑ ﹁ 令 和 七 年 十 二 月 一 日 ﹂

と す る ︒

︵ 人 事 委 員 会 規 則 へ の 委 任 ︶

８

　
附 則 第 四 項 及 び 前 項 に 定 め る も の の ほ か ︑ こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ︑ 人 事 委 員 会 規

則 で 定 め る ︒

提 案 理 由

　
石 川 県 人 事 委 員 会 の 令 和 七 年 十 月 十 七 日 付 け 勧 告 等 に 鑑 み ︑ 一 般 職 の 職 員 の 給 料 ︑ 初 任 給 調 整 手

当 ︑ 通 勤 手 当 ︑ 宿 日 直 手 当 ︑ 期 末 手 当 及 び 勤 勉 手 当 の 額 の 改 定 を 行 う 等 の 必 要 が あ る ︒ こ れ が ︑ こ

の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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号九第案議

ていつに例条るす正改を部一の例条料数手県川石

　 ︒るす定制にうよの次を例条るす正改を部一の例条料数手県川石

出提日二月二十年七和令

事知県川石 　 馳 　　　 浩

例条るす正改を部一の例条料数手県川石

　 ︒るす正改にうよの次を部一の︶号七第例条県川石年二十成平︵例条料数手県川石

　 ︒るめ改にうよの次を欄の額金の１項の二の二十表別
イ  　 限にのもたし写複で黒白︵のもたし写複に紙用りよに機写複をし写の等書収領額少

付交の︶︒る 　 きつに枚一紙用 　 円十

ロ  　

付交の 　

ハ  　

付交ののもたし写複に︶︒る限にのもな能可がとこる 　

額金たえ加を円十にとご枚一し写の等書収領額少
ニ  　 利の術技の信通報情るけおに等続手政行県川石を付交のし写る係にし写の等書収領額少

術技信通報情﹁ていおに項のこ下以︒号二十三第例条県川石年六十成平︵例条るす関に用

法方う行てし用使を織組理処報情子電りよに定規の項一第条四第︶︒ういと﹂例条用利 　

きつに枚一し写の等書収領額少 　 円十

　 つに合場るす成作をし写てし写複りよに機写複に面両の紙用﹁中欄の考備の１項の二の二十表別

報支収るす定規﹁中２項同︑め改に﹂合場るす写複に面両の紙用をし写の等書収領額少﹁を﹂てい

に定規の項一第条七十第はくし若項一第条二十第法︵書文象対覧閲告報支収るす定規﹁を﹂等書告

るよに定規の︶︒む含を合場るす用準ていおに項四第条七十第法︵項一第条四十第法︑書告報るよ

定規の項四第二の四十の条九十第法は又書告報査監金資治政るよに定規の四十の条九十第法︑面書

収﹁を﹂料数手付交のし写の等書告報支収﹁︑に﹂︶︒じ同ていおに項のこ下以︒ういを書認確るよに

︒るめ改にうよの次を欄の額金の２項同︑め改に﹂料数手付交のし写の書文象対覧閲告報支
イ  　 限にのもたし写複で黒白︵のもたし写複に紙用りよに機写複を書文象対覧閲告報支収

付交の︶︒る 　 きつに枚一紙用 　 円十
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号
九
第
案
議

　

て
い
つ
に
例
条
る
す
正
改
を
部
一
の
例
条
料
数
手
県
川
石

ロ 　

付交ののもたし写複に）。る限にのもな能可がとこるす生再で置装生再 　

額金たえ加を円十にとご枚一書文象対覧閲告報支収に円百きつに
ハ  　

付交ののもたし写複に）。る限にのもな能可がとこるす 　
額金たえ加を円十にとご枚一書文象対覧閲告報支収に

ニ  　 りよに定規の項一第条四第例条用利術技信通報情を付交のし写の書文象対覧閲告報支収

法方う行てし用使を織組理処報情子電 　 きつに枚一書文象対覧閲告報支収 　 円十

　 つに合場るす成作をし写てし写複りよに機写複に面両の紙用「中欄の考備の２項の二の二十表別

次に次の項の九十七表同、め改に」合場るす写複に面両の紙用を書文象対覧閲告報支収「を」てい

。るえ加にうよの

二の九十七 　 政
平（法成助党

第律法年六成

こ下以。号五

ていおに項の

いと」法「

す関に）。う

務事る

条二十三第法

定規に項五第

三第条同るす

県府道都の項

写の書文出提

付交のし

提県府道都

写の書文出

手付交のし
料数

イ 　 に機写複を書文出提県府道都

黒白（のもたし写複に紙用りよ

交の）。る限にのもたし写複で
付 　 きつに枚一紙用 　 円十

県府道都

書文出提

の紙用を

複に面両

場るす写

当、は合

の紙用該

一を面片

てしと枚

算を額金

。るす定

ロ 　

を置装取読像画るず準にれこ（

よに）。じ同ていおにハ。む含

のそ式方的気磁、式方的子電（

たれら作で式方いなきでがとこ

同ていおにハ。ういを録記

一八二六Ｘび及六〇六〇Ｘ格規

限にのもな能可がとこるす生再

付交ののもたし写複に）。る 　
円十にとご枚一書文出提県府道

額金たえ加を
ハ 　

百径直るす合適に一四二六Ｘ格

可がとこるす生再で置装生再の

たし写複に）。る限にのもな能

付交ののも 　

（　　）56

号
九
第
案
議

　

て
い
つ
に
例
条
る
す
正
改
を
部
一
の
例
条
料
数
手
県
川
石

号九第案議

ていつに例条るす正改を部一の例条料数手県川石

　 。るす定制にうよの次を例条るす正改を部一の例条料数手県川石

出提日二月二十年七和令

事知県川石 　 馳 　　　 浩

例条るす正改を部一の例条料数手県川石

　 。るす正改にうよの次を部一の）号七第例条県川石年二十成平（例条料数手県川石

　 。るめ改にうよの次を欄の額金の１項の二の二十表別
イ  　 限にのもたし写複で黒白（のもたし写複に紙用りよに機写複をし写の等書収領額少

付交の）。る 　 きつに枚一紙用 　 円十

ロ  　

付交の 　

ハ  　

付交ののもたし写複に）。る限にのもな能可がとこる 　

額金たえ加を円十にとご枚一し写の等書収領額少
ニ  　 利の術技の信通報情るけおに等続手政行県川石を付交のし写る係にし写の等書収領額少

術技信通報情「ていおに項のこ下以。号二十三第例条県川石年六十成平（例条るす関に用

法方う行てし用使を織組理処報情子電りよに定規の項一第条四第）。ういと」例条用利 　

きつに枚一し写の等書収領額少 　 円十

　 つに合場るす成作をし写てし写複りよに機写複に面両の紙用「中欄の考備の１項の二の二十表別

報支収るす定規「中２項同、め改に」合場るす写複に面両の紙用をし写の等書収領額少「を」てい

に定規の項一第条七十第はくし若項一第条二十第法（書文象対覧閲告報支収るす定規「を」等書告

るよに定規の）。む含を合場るす用準ていおに項四第条七十第法（項一第条四十第法、書告報るよ

定規の項四第二の四十の条九十第法は又書告報査監金資治政るよに定規の四十の条九十第法、面書

収「を」料数手付交のし写の等書告報支収「、に」）。じ同ていおに項のこ下以。ういを書認確るよに

。るめ改にうよの次を欄の額金の２項同、め改に」料数手付交のし写の書文象対覧閲告報支
イ  　 限にのもたし写複で黒白（のもたし写複に紙用りよに機写複を書文象対覧閲告報支収

付交の）。る 　 きつに枚一紙用 　 円十
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指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る ︒

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 四 十 二 号

号
九
第
案
議

　

て
い
つ
に
例
条
る
す
正
改
を
部
一
の
例
条
料
数
手
県
川
石

ロ 　

付交ののもたし写複に︶︒る限にのもな能可がとこるす生再で置装生再 　

額金たえ加を円十にとご枚一書文象対覧閲告報支収に円百きつに
ハ  　

付交ののもたし写複に︶︒る限にのもな能可がとこるす 　
額金たえ加を円十にとご枚一書文象対覧閲告報支収に

ニ  　 りよに定規の項一第条四第例条用利術技信通報情を付交のし写の書文象対覧閲告報支収

法方う行てし用使を織組理処報情子電 　 きつに枚一書文象対覧閲告報支収 　 円十

　 つに合場るす成作をし写てし写複りよに機写複に面両の紙用﹁中欄の考備の２項の二の二十表別

次に次の項の九十七表同︑め改に﹂合場るす写複に面両の紙用を書文象対覧閲告報支収﹁を﹂てい

︒るえ加にうよの

二の九十七 　 政
平︵法成助党

第律法年六成

こ下以︒号五

ていおに項の

いと﹂法﹁

す関に︶︒う

務事る

条二十三第法

定規に項五第

三第条同るす

県府道都の項

写の書文出提

付交のし

提県府道都

写の書文出

手付交のし
料数

イ 　 に機写複を書文出提県府道都

黒白︵のもたし写複に紙用りよ

交の︶︒る限にのもたし写複で
付 　 きつに枚一紙用 　 円十

県府道都

書文出提

の紙用を

複に面両

場るす写

当︑は合

の紙用該

一を面片

てしと枚

算を額金

︒るす定

ロ 　

を置装取読像画るず準にれこ︵

よに︶︒じ同ていおにハ︒む含

のそ式方的気磁︑式方的子電︵

たれら作で式方いなきでがとこ

同ていおにハ︒ういを録記

一八二六Ｘび及六〇六〇Ｘ格規

限にのもな能可がとこるす生再

付交ののもたし写複に︶︒る 　
円十にとご枚一書文出提県府道

額金たえ加を
ハ 　

百径直るす合適に一四二六Ｘ格

可がとこるす生再で置装生再の

たし写複に︶︒る限にのもな能

付交ののも 　
（　　）56

号
九
第
案
議

　

て
い
つ
に
例
条
る
す
正
改
を
部
一
の
例
条
料
数
手
県
川
石

文出提県府道都に円十二百きつ

額金たえ加を円十にとご枚一書
ニ 　 交のし写の書文出提県府道都

るけおに等続手政行県川石を付

るす関に用利の術技の信通報情

りよに定規の項一第条四第例条

行てし用使を織組理処報情子電

法方う 　 枚一書文出提県府道都

きつに 　 円十

　　　 附 　 則

　 ︒るす行施らか日一月一年八和令︑は例条のこ

由理案提
　 を案例条のこ︑がれこ︒るあが要必の等るめ定を料数手にた新︑い伴に正改部一の等法成助党政

︒るあで由理るす出提

（　　）57

議
案
第
十
二
号

　指
定
障
害
児
通
所
支
援
の
事
業
等
の
人
員
︑
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

議 案 第 十 二 号

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定

め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る 条 例

︵ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二

十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 一 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 十 四 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭

和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同

表 に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 通 所 す る 障 害 児 に 対 す る 通 所 開 始 時 の 健 康 診 断 ︑

定 期 の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断

︵ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条

　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年

石 川 県 条 例 第 五 十 二 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 二 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭

和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同

表 に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 入 所 し た 障 害 児 に 対 す る 入 所 時 の 健 康 診 断 ︑ 定 期

の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断
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指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を こ こ に 公 布 す る ︒

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 四 十 二 号

号
九
第
案
議

　

て
い
つ
に
例
条
る
す
正
改
を
部
一
の
例
条
料
数
手
県
川
石

ロ 　

付交ののもたし写複に︶︒る限にのもな能可がとこるす生再で置装生再 　

額金たえ加を円十にとご枚一書文象対覧閲告報支収に円百きつに
ハ  　

付交ののもたし写複に︶︒る限にのもな能可がとこるす 　
額金たえ加を円十にとご枚一書文象対覧閲告報支収に

ニ  　 りよに定規の項一第条四第例条用利術技信通報情を付交のし写の書文象対覧閲告報支収

法方う行てし用使を織組理処報情子電 　 きつに枚一書文象対覧閲告報支収 　 円十

　 つに合場るす成作をし写てし写複りよに機写複に面両の紙用﹁中欄の考備の２項の二の二十表別

次に次の項の九十七表同︑め改に﹂合場るす写複に面両の紙用を書文象対覧閲告報支収﹁を﹂てい

︒るえ加にうよの

二の九十七 　 政
平︵法成助党

第律法年六成

こ下以︒号五

ていおに項の

いと﹂法﹁

す関に︶︒う

務事る

条二十三第法

定規に項五第

三第条同るす

県府道都の項

写の書文出提

付交のし

提県府道都

写の書文出

手付交のし
料数

イ 　 に機写複を書文出提県府道都

黒白︵のもたし写複に紙用りよ

交の︶︒る限にのもたし写複で
付 　 きつに枚一紙用 　 円十

県府道都

書文出提

の紙用を

複に面両

場るす写

当︑は合

の紙用該

一を面片

てしと枚

算を額金

︒るす定

ロ 　

を置装取読像画るず準にれこ︵

よに︶︒じ同ていおにハ︒む含

のそ式方的気磁︑式方的子電︵

たれら作で式方いなきでがとこ

同ていおにハ︒ういを録記

一八二六Ｘび及六〇六〇Ｘ格規

限にのもな能可がとこるす生再

付交ののもたし写複に︶︒る 　
円十にとご枚一書文出提県府道

額金たえ加を
ハ 　

百径直るす合適に一四二六Ｘ格

可がとこるす生再で置装生再の

たし写複に︶︒る限にのもな能

付交ののも 　
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て
い
つ
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条
る
す
正
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を
部
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料
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石

文出提県府道都に円十二百きつ

額金たえ加を円十にとご枚一書
ニ 　 交のし写の書文出提県府道都

るけおに等続手政行県川石を付

るす関に用利の術技の信通報情

りよに定規の項一第条四第例条

行てし用使を織組理処報情子電

法方う 　 枚一書文出提県府道都

きつに 　 円十

　　　 附 　 則

　 ︒るす行施らか日一月一年八和令︑は例条のこ

由理案提
　 を案例条のこ︑がれこ︒るあが要必の等るめ定を料数手にた新︑い伴に正改部一の等法成助党政

︒るあで由理るす出提
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議 案 第 十 二 号

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定

め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る 条 例

︵ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二

十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 一 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 十 四 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭

和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同

表 に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 通 所 す る 障 害 児 に 対 す る 通 所 開 始 時 の 健 康 診 断 ︑

定 期 の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断

︵ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条

　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年

石 川 県 条 例 第 五 十 二 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 二 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭

和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同

表 に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 入 所 し た 障 害 児 に 対 す る 入 所 時 の 健 康 診 断 ︑ 定 期

の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断
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指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を こ こ に 公 布 す る ︒

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日
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議 案 第 十 二 号

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定

め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の

一 部 を 改 正 す る 条 例

︵ 指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
指 定 障 害 児 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二

十 四 年 石 川 県 条 例 第 五 十 一 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 十 四 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭

和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同

表 に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 通 所 す る 障 害 児 に 対 す る 通 所 開 始 時 の 健 康 診 断 ︑

定 期 の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断

︵ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条

　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年

石 川 県 条 例 第 五 十 二 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 二 十 九 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭

和 四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同

表 に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 に 対 す る 健 康 診 査 入 所 し た 障 害 児 に 対 す る 入 所 時 の 健 康 診 断 ︑ 定 期

の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断
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︵ 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条

　
児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十

二 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 十 四 条 第 二 項 中 ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 が ﹂ を ﹁ 掲 げ る 健 康 診 断 又 は 健 康 診 査 ︵ 母 子 保 健 法 ︵ 昭 和

四 十 年 法 律 第 百 四 十 一 号 ︶ 第 十 二 条 第 一 項 又 は 第 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 健 康 診 査 を い う ︒ 同 表

に お い て 同 じ ︒ ︶ ︵ 以 下 こ の 項 に お い て ﹁ 健 康 診 断 等 ﹂ と い う ︒ ︶ が ﹂ に ︑ ﹁ 当 該 健 康 診 断 ﹂ を ﹁ 当

該 健 康 診 断 等 ﹂ に ︑ ﹁ 健 康 診 断 の 結 果 ﹂ を ﹁ 健 康 診 断 等 の 結 果 ﹂ に 改 め ︑ 同 項 の 表 に 次 の よ う に

加 え る ︒
乳 児 又 は 幼 児 ︵ 以 下 ﹁ 乳 幼 児 ﹂ と い

う ︒ ︶ に 対 す る 健 康 診 査

入 所 し た 乳 幼 児 に 対 す る 入 所 時 の 健 康 診 断 ︑ 定 期

の 健 康 診 断 又 は 臨 時 の 健 康 診 断

　
第 二 十 四 条 第 一 項 中 ﹁ 乳 児 又 は 幼 児 ︵ 以 下 ﹁ 乳 幼 児 ﹂ と い う ︒ ︶ ﹂ を ﹁ 乳 幼 児 ﹂ に 改 め る ︒

　 　 　
附

　
則

　
こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

　

提 案 理 由

　
児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 通 所 支 援 の 事 業 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 改 正 に よ

り ︑ 児 童 福 祉 施 設 に お け る 子 ど も の 健 康 管 理 の 円 滑 な 実 施 を 図 る た め ︑ 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が

あ る ︒ こ れ が こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩

　

石 川 県 条 例 第 四 十 三 号

　
い し か わ 子 ど も の 権 利 基 本 条 例 を こ こ に 公 布 す る ︒

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日
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議 案 第 十 三 号

指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条

例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例

︵ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 各 号 ﹂ を ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 第 一 項 各 号 ﹂ に 改 め

る ︒
一	

　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年 石

川 県 条 例 第 五 十 二 号 ︶ 第 四 十 三 条 第 一 項

二	

　
児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十 二

号 ︶ 第 十 条

三	

　
一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ︶ 第

十 三 条

︵ い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条

　
い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 ︵ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 十 八 条 第 一 項 中 ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 ﹂ を ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 第 一 項 ﹂ に 改 め る ︒

︵ 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条

　
石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例

第 四 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　 　
第 十 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る ︒

　
︵ 虐 待 等 の 禁 止 ︶

　
第	 十 条 の 二

　
職 員 は ︑ 園 児 ︵ 法 第 十 四 条 第 六 項 に 規 定 す る 園 児 を い う ︒ 以 下 同 じ ︒ ︶ に 対 し ︑ 法

第 二 十 七 条 の 二 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 そ の 他 園 児 の 心 身 に 有 害 な 影 響 を 与 え る 行 為 を し て は

な ら な い ︒
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第 十 一 条 第 一 項 中 ﹁ ︵ 法 第 十 四 条 第 六 項 に 規 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 在 籍 す る 子 ど も

を い う ︒ 以 下 同 じ ︒ ︶ ﹂ を 削 る ︒

　
第 二 十 三 条 第 一 項 中 ﹁ ︑ 第 十 条 ﹂ を 削 り ︑ 同 項 の 表 第 十 条 の 項 を 削 る ︒

　
附 則 第 七 項 中 ﹁ 第 十 三 条 第 六 項 の ﹂ を 削 り ︑ ﹁ 同 条 第 五 項 ﹂ を ﹁ 第 十 三 条 第 五 項 ﹂ に 改 め る ︒

　 　 　
附

　
則

　
こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

　

提 案 理 由

　
児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 改 正 等 に

伴 い ︑ 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る ︒ こ れ が こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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い し か わ 子 ど も の 権 利 基 本 条 例 を こ こ に 公 布 す る ︒

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日
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議 案 第 十 三 号

指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条

例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条

例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 を

改 正 す る 条 例

︵ 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 等 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
次 に 掲 げ る 条 例 の 規 定 中 ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 各 号 ﹂ を ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 第 一 項 各 号 ﹂ に 改 め

る ︒
一	

　
指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年 石

川 県 条 例 第 五 十 二 号 ︶ 第 四 十 三 条 第 一 項

二	

　
児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 四 年 石 川 県 条 例 第 六 十 二

号 ︶ 第 十 条

三	

　
一 時 保 護 施 設 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 令 和 七 年 石 川 県 条 例 第 十 五 号 ︶ 第

十 三 条

︵ い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条

　
い し か わ 子 ど も 総 合 条 例 ︵ 平 成 十 九 年 石 川 県 条 例 第 十 八 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 十 八 条 第 一 項 中 ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 ﹂ を ﹁ 第 三 十 三 条 の 十 第 一 項 ﹂ に 改 め る ︒

︵ 石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条

　
石 川 県 認 定 こ ど も 園 の 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 を 定 め る 条 例 ︵ 平 成 二 十 六 年 石 川 県 条 例

第 四 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　 　
第 十 条 の 次 に 次 の 一 条 を 加 え る ︒

　
︵ 虐 待 等 の 禁 止 ︶

　
第	 十 条 の 二

　
職 員 は ︑ 園 児 ︵ 法 第 十 四 条 第 六 項 に 規 定 す る 園 児 を い う ︒ 以 下 同 じ ︒ ︶ に 対 し ︑ 法

第 二 十 七 条 の 二 第 一 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 そ の 他 園 児 の 心 身 に 有 害 な 影 響 を 与 え る 行 為 を し て は

な ら な い ︒
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第 十 一 条 第 一 項 中 ﹁ ︵ 法 第 十 四 条 第 六 項 に 規 定 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に 在 籍 す る 子 ど も

を い う ︒ 以 下 同 じ ︒ ︶ ﹂ を 削 る ︒

　
第 二 十 三 条 第 一 項 中 ﹁ ︑ 第 十 条 ﹂ を 削 り ︑ 同 項 の 表 第 十 条 の 項 を 削 る ︒

　
附 則 第 七 項 中 ﹁ 第 十 三 条 第 六 項 の ﹂ を 削 り ︑ ﹁ 同 条 第 五 項 ﹂ を ﹁ 第 十 三 条 第 五 項 ﹂ に 改 め る ︒

　 　 　
附

　
則

　
こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

　

提 案 理 由

　
児 童 福 祉 法 に 基 づ く 指 定 障 害 児 入 所 施 設 等 の 人 員 ︑ 設 備 及 び 運 営 に 関 す る 基 準 等 の 一 部 改 正 等 に

伴 い ︑ 関 係 規 定 を 整 備 す る 必 要 が あ る ︒ こ れ が こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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議 案 第 十 四 号

い し か わ 子 ど も の 権 利 基 本 条 例 に つ い て

　
い し か わ 子 ど も の 権 利 基 本 条 例 を 次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

い し か わ 子 ど も の 権 利 基 本 条 例

　
子 ど も は ︑ 社 会 の 宝 で あ り ︑ 一 人 一 人 が 様 々 な 個 性 や 能 力 を 有 す る か け が え の な い 個 人 と し て ︑

人 々 に 愛 さ れ ︑ 信 頼 さ れ る こ と に よ っ て ︑ 自 分 に 自 信 と 誇 り を 持 ち ︑ 夢 や 希 望 を 持 っ て 安 心 し て 健

や か に 育 つ こ と が で き る ︒

　
ま た ︑ 児 童 の 権 利 に 関 す る 条 約 は ︑ 子 ど も に 対 す る あ ら ゆ る 差 別 の 禁 止 ︑ 子 ど も の 最 善 の 利 益 の

確 保 ︑ 子 ど も の 生 命 ︑ 生 存 及 び 発 達 に 対 す る 権 利 の 保 障 並 び に 子 ど も の 意 見 の 尊 重 を 原 則 と し て お

り ︑ 子 ど も が 生 ま れ な が ら に 有 し て い る 生 き る 権 利 ︑ 育 つ 権 利 ︑ 守 ら れ る 権 利 ︑ 参 加 す る 権 利 を は

じ め と し た 子 ど も の 権 利 を 社 会 全 体 で 保 障 す る こ と が 求 め ら れ て い る ︒

　
し か し な が ら ︑ い じ め ︑ 児 童 虐 待 ︑ 子 ど も の 貧 困 及 び ヤ ン グ ケ ア ラ ー の 問 題 な ど ︑ 子 ど も を 取 り

巻 く 状 況 は 深 刻 で あ り ︑ こ う し た 困 難 な 状 況 に 直 面 し て も ︑ 声 を 上 げ ら れ ず に 我 慢 し て い る 子 ど も

や 誰 に も 相 談 で き ず に 悩 ん で い る 子 ど も が い る ︒

　
子 ど も が こ う し た 問 題 の 被 害 者 と な ら ず ︑ ま た ︑ 加 害 者 や 傍 観 者 に も な ら な い よ う に す る た め に

は ︑ 大 人 は も と よ り ︑ 子 ど も 自 ら が ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が 必 要

で あ る ︒ と り わ け ︑ 子 ど も が ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 理 解 す る こ と に よ り ︑ 自 己 及 び 他 者 が 共 に か

け が え の な い 個 人 で あ る こ と を 認 識 し ︑ 支 え て く れ る 全 て の 人 に 感 謝 す る と と も に ︑ 積 極 的 に 社 会

的 活 動 に 参 画 す る 意 欲 が 高 ま り ︑ 新 し い 社 会 を 築 い て い く こ と が で き る よ う に な る ︒ そ し て ︑ 大 人

は ︑ 子 ど も の 声 に 耳 を 傾 け ︑ 寄 り 添 っ て い く こ と が 大 切 で あ る ︒ 今 こ そ ︑ 石 川 県 民 が 協 力 し ︑ 子 ど

も の 権 利 が 保 障 さ れ る 社 会 を 実 現 し て い か な け れ ば な ら な い ︒

　
こ こ に ︑ 日 本 国 憲 法 ︑ 児 童 の 権 利 に 関 す る 条 約 及 び こ ど も 基 本 法 の 精 神 に の っ と り ︑ 子 ど も の 権

利 が 保 障 さ れ ︑ 子 ど も が 健 や か に ︑ 笑 顔 あ ふ れ る 幸 せ な 生 活 を 送 る こ と が で き る 幸 福 度 日 本 一 の 石

川 県 の 実 現 を 目 指 し ︑ こ の 条 例 を 制 定 す る ︒

︵ 目 的 ︶

第 一 条

　
こ の 条 例 は ︑ 子 ど も の 権 利 の 保 障 に 関 し ︑ 基 本 理 念 を 定 め ︑ 県 及 び 市 町 の 責 務 並 び に 保 護

者 ︑ 学 校 関 係 者 等 ︑ 事 業 者 ︑ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 及 び 県 民 の 役 割 を 明 ら か に す る と と も に ︑

県 の 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る こ と に よ り ︑ 子 ど も が 健 や か に 幸 福 な 生 活 を 送 る こ と が で き
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る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る ︒

︵ 定 義 ︶

第 二 条

　
こ の 条 例 に お い て ︑ 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ︑ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る ︒

一

　
子 ど も

　
心 身 の 発 達 の 過 程 に あ る 者 を い う ︒

二

　
保 護 者

　
親 権 を 行 う 者 ︑ 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で ︑ 子 ど も を 現 に 監 護 す る 者 を い う ︒

三	

　
学 校 関 係 者 等

　
学 校 教 育 法 ︵ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ︶ 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 ︑ 児 童 福

祉 法 ︵ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ︶ 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 そ の 他 こ れ ら に

類 す る 施 設 の 職 員 そ の 他 の 子 ど も の 教 育 又 は 福 祉 に 関 連 す る 職 務 に 従 事 す る 者 を い う ︒

四	

　
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等

　
子 ど も の 支 援 及 び 子 育 て の 支 援 を 行 う こ と を 目 的 と す る 団 体 及

び 個 人 を い う ︒

︵ 基 本 理 念 ︶

第 三 条

　
子 ど も の 権 利 の 保 障 は ︑ 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 理 念 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い ︒

一	

　
子 ど も を 含 め た 全 て の 県 民 が ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が で き

る よ う 支 援 す る こ と ︒

二	

　
子 ど も が 自 ら に 自 信 と 誇 り を 持 ち ︑ そ の 能 力 を 培 い 成 長 す る こ と が で き る 環 境 を 整 備 す る こ

と ︒

三

　
子 ど も が 自 己 の 権 利 を 正 し く 理 解 す る と と も に ︑ 他 者 の 権 利 を 尊 重 す る よ う 支 援 す る こ と ︒

︵ 県 の 責 務 ︶

第 四 条

　
県 は ︑ 前 条 の 基 本 理 念 ︵ 以 下 ﹁ 基 本 理 念 ﹂ と い う ︒ ︶ に の っ と り ︑ 国 及 び 市 町 と 連 携 し ︑

並 び に 保 護 者 ︑ 学 校 関 係 者 等 ︑ 事 業 者 ︑ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 及 び 県 民 と 協 力 し て ︑ 子 ど も

の 権 利 に 関 す る 施 策 を 策 定 し ︑ 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る ︒

︵ 市 町 の 責 務 ︶

第 五 条

　
市 町 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 国 及 び 県 と 連 携 し ︑ 地 域 の 実 情 に 応 じ て ︑ 子 ど も の 権 利 に

関 す る 施 策 を 推 進 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 保 護 者 の 役 割 ︶

第 六 条

　
保 護 者 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 自 ら が 子 ど も の 健 や か な 成 長 に つ い て 第 一 義 的 な 責 任 を

有 す る と の 認 識 の 下 に ︑ 県 ︑ 市 町 そ の 他 の 関 係 者 か ら 必 要 な 支 援 を 受 け な が ら ︑ 子 ど も が 生 活 の

た め に 必 要 な 習 慣 を 身 に 付 け る こ と が で き る よ う に す る と と も に ︑ 子 ど も の 自 立 心 を 育 成 し ︑ 心

身 の 調 和 の と れ た 発 達 を 図 る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 学 校 関 係 者 等 の 役 割 ︶

第 七 条

　
学 校 関 係 者 等 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 学 校 ︑ 児 童 福 祉 施 設 等 に お け る 子 ど も の 安 全 を 確

保 し ︑ 子 ど も が 安 心 し て 学 び ︑ 及 び 育 つ こ と が で き る よ う 努 め る と と も に ︑ 子 ど も が 子 ど も の 権

利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 及 び 理 解 を 深 め ︑ 意 見 を 表 明 し ︑ 並 び に 社 会 的 活 動 に 参 画 す る こ と が で

き る よ う ︑ 必 要 な 支 援 に 努 め る も の と す る ︒
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る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る ︒

︵ 定 義 ︶

第 二 条

　
こ の 条 例 に お い て ︑ 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ︑ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る ︒

一

　
子 ど も

　
心 身 の 発 達 の 過 程 に あ る 者 を い う ︒

二

　
保 護 者

　
親 権 を 行 う 者 ︑ 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で ︑ 子 ど も を 現 に 監 護 す る 者 を い う ︒

三	

　
学 校 関 係 者 等

　
学 校 教 育 法 ︵ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ︶ 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 ︑ 児 童 福

祉 法 ︵ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ︶ 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 そ の 他 こ れ ら に

類 す る 施 設 の 職 員 そ の 他 の 子 ど も の 教 育 又 は 福 祉 に 関 連 す る 職 務 に 従 事 す る 者 を い う ︒

四	

　
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等

　
子 ど も の 支 援 及 び 子 育 て の 支 援 を 行 う こ と を 目 的 と す る 団 体 及

び 個 人 を い う ︒

︵ 基 本 理 念 ︶

第 三 条

　
子 ど も の 権 利 の 保 障 は ︑ 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 理 念 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い ︒

一	

　
子 ど も を 含 め た 全 て の 県 民 が ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が で き

る よ う 支 援 す る こ と ︒

二	

　
子 ど も が 自 ら に 自 信 と 誇 り を 持 ち ︑ そ の 能 力 を 培 い 成 長 す る こ と が で き る 環 境 を 整 備 す る こ

と ︒

三

　
子 ど も が 自 己 の 権 利 を 正 し く 理 解 す る と と も に ︑ 他 者 の 権 利 を 尊 重 す る よ う 支 援 す る こ と ︒

︵ 県 の 責 務 ︶

第 四 条

　
県 は ︑ 前 条 の 基 本 理 念 ︵ 以 下 ﹁ 基 本 理 念 ﹂ と い う ︒ ︶ に の っ と り ︑ 国 及 び 市 町 と 連 携 し ︑

並 び に 保 護 者 ︑ 学 校 関 係 者 等 ︑ 事 業 者 ︑ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 及 び 県 民 と 協 力 し て ︑ 子 ど も

の 権 利 に 関 す る 施 策 を 策 定 し ︑ 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る ︒

︵ 市 町 の 責 務 ︶

第 五 条

　
市 町 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 国 及 び 県 と 連 携 し ︑ 地 域 の 実 情 に 応 じ て ︑ 子 ど も の 権 利 に

関 す る 施 策 を 推 進 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 保 護 者 の 役 割 ︶

第 六 条

　
保 護 者 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 自 ら が 子 ど も の 健 や か な 成 長 に つ い て 第 一 義 的 な 責 任 を

有 す る と の 認 識 の 下 に ︑ 県 ︑ 市 町 そ の 他 の 関 係 者 か ら 必 要 な 支 援 を 受 け な が ら ︑ 子 ど も が 生 活 の

た め に 必 要 な 習 慣 を 身 に 付 け る こ と が で き る よ う に す る と と も に ︑ 子 ど も の 自 立 心 を 育 成 し ︑ 心

身 の 調 和 の と れ た 発 達 を 図 る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 学 校 関 係 者 等 の 役 割 ︶

第 七 条

　
学 校 関 係 者 等 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 学 校 ︑ 児 童 福 祉 施 設 等 に お け る 子 ど も の 安 全 を 確

保 し ︑ 子 ど も が 安 心 し て 学 び ︑ 及 び 育 つ こ と が で き る よ う 努 め る と と も に ︑ 子 ど も が 子 ど も の 権

利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 及 び 理 解 を 深 め ︑ 意 見 を 表 明 し ︑ 並 び に 社 会 的 活 動 に 参 画 す る こ と が で

き る よ う ︑ 必 要 な 支 援 に 努 め る も の と す る ︒
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︵ 事 業 者 の 役 割 ︶

第 八 条

　
事 業 者 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ そ の 雇 用 す る 労 働 者 が そ の 子 ど も に 接 す る 時 間 を 十 分 に

確 保 す る こ と が で き る よ う に す る と と も に ︑ そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 職 業 生 活 及 び 家 庭 生 活 の 充 実

が 図 ら れ る よ う ︑ 必 要 な 雇 用 環 境 の 整 備 に 努 め る も の と す る ︒

︵ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 の 役 割 ︶

第 九 条

　
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を 活 用 し ︑ 子 ど

も の 支 援 及 び 子 育 て の 支 援 を 推 進 す る よ う 努 め る と と も に ︑ 国 ︑ 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 子 ど も の

権 利 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 県 民 の 役 割 ︶

第 十 条

　
県 民 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る と と も に ︑

国 ︑ 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 子 ど も の 権 利 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 意 見 表 明 及 び 社 会 参 画 の 促 進 ︶

第 十 一 条

　
県 は ︑ 全 て の 子 ど も が そ の 年 齢 及 び 発 達 の 程 度 に 応 じ て 意 見 を 表 明 す る と と も に ︑ 多 様

な 社 会 的 活 動 に 参 画 す る こ と が で き る よ う ︑ 必 要 な 環 境 の 整 備 を 図 る も の と す る ︒

︵ 子 ど も 等 の 意 見 の 施 策 へ の 反 映 ︶

第 十 二 条

　
県 は ︑ 子 ど も に 関 す る 施 策 を 策 定 し ︑ 実 施 し ︑ 及 び 評 価 す る に 当 た っ て は ︑ 子 ど も 及 び

保 護 者 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 反 映 さ せ る た め ︑ 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

︵ 広 報 啓 発 ︶

第 十 三 条

　
県 は ︑ 県 民 が 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う ︑ 広 報

そ の 他 の 啓 発 活 動 を 行 う も の と す る ︒

︵ 相 談 体 制 の 充 実 ︶

第 十 四 条

　
県 は ︑ 子 ど も の 権 利 の 擁 護 を 図 る た め ︑ 子 ど も 及 び 保 護 者 そ の 他 の 関 係 者 か ら の 相 談 に

応 ず る た め の 体 制 の 充 実 を 図 る も の と す る ︒

︵ 権 利 擁 護 ︶

第 十 五 条

　
県 は ︑ 子 ど も が 権 利 侵 害 そ の 他 の 不 利 益 を 受 け た 場 合 に お い て ︑ 専 門 的 知 見 に 基 づ い て

適 切 か つ 迅 速 に 救 済 を 図 る た め ︑ 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

︵ 推 進 体 制 の 整 備 等 ︶

第 十 六 条

　
県 は ︑ 子 ど も の 権 利 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る た め の 体 制 の 整 備 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず

る も の と す る ︒

　 　 　
附

　
則

︵ 施 行 期 日 ︶

１

　
こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

︵ 検 討 ︶

２

　
県 は ︑ こ の 条 例 の 施 行 後 ︑ こ の 条 例 の 施 行 の 状 況 に つ い て 検 討 を 加 え ︑ そ の 結 果 に 基 づ い て 所
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る 社 会 の 実 現 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と す る ︒

︵ 定 義 ︶

第 二 条

　
こ の 条 例 に お い て ︑ 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は ︑ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る ︒

一

　
子 ど も

　
心 身 の 発 達 の 過 程 に あ る 者 を い う ︒

二

　
保 護 者

　
親 権 を 行 う 者 ︑ 未 成 年 後 見 人 そ の 他 の 者 で ︑ 子 ど も を 現 に 監 護 す る 者 を い う ︒

三	

　
学 校 関 係 者 等

　
学 校 教 育 法 ︵ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 二 十 六 号 ︶ 第 一 条 に 規 定 す る 学 校 ︑ 児 童 福

祉 法 ︵ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号 ︶ 第 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 児 童 福 祉 施 設 そ の 他 こ れ ら に

類 す る 施 設 の 職 員 そ の 他 の 子 ど も の 教 育 又 は 福 祉 に 関 連 す る 職 務 に 従 事 す る 者 を い う ︒

四	

　
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等

　
子 ど も の 支 援 及 び 子 育 て の 支 援 を 行 う こ と を 目 的 と す る 団 体 及

び 個 人 を い う ︒

︵ 基 本 理 念 ︶

第 三 条

　
子 ど も の 権 利 の 保 障 は ︑ 次 に 掲 げ る 事 項 を 基 本 理 念 と し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い ︒

一	

　
子 ど も を 含 め た 全 て の 県 民 が ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が で き

る よ う 支 援 す る こ と ︒

二	

　
子 ど も が 自 ら に 自 信 と 誇 り を 持 ち ︑ そ の 能 力 を 培 い 成 長 す る こ と が で き る 環 境 を 整 備 す る こ

と ︒

三

　
子 ど も が 自 己 の 権 利 を 正 し く 理 解 す る と と も に ︑ 他 者 の 権 利 を 尊 重 す る よ う 支 援 す る こ と ︒

︵ 県 の 責 務 ︶

第 四 条

　
県 は ︑ 前 条 の 基 本 理 念 ︵ 以 下 ﹁ 基 本 理 念 ﹂ と い う ︒ ︶ に の っ と り ︑ 国 及 び 市 町 と 連 携 し ︑

並 び に 保 護 者 ︑ 学 校 関 係 者 等 ︑ 事 業 者 ︑ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 及 び 県 民 と 協 力 し て ︑ 子 ど も

の 権 利 に 関 す る 施 策 を 策 定 し ︑ 及 び 実 施 す る 責 務 を 有 す る ︒

︵ 市 町 の 責 務 ︶

第 五 条

　
市 町 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 国 及 び 県 と 連 携 し ︑ 地 域 の 実 情 に 応 じ て ︑ 子 ど も の 権 利 に

関 す る 施 策 を 推 進 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 保 護 者 の 役 割 ︶

第 六 条

　
保 護 者 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 自 ら が 子 ど も の 健 や か な 成 長 に つ い て 第 一 義 的 な 責 任 を

有 す る と の 認 識 の 下 に ︑ 県 ︑ 市 町 そ の 他 の 関 係 者 か ら 必 要 な 支 援 を 受 け な が ら ︑ 子 ど も が 生 活 の

た め に 必 要 な 習 慣 を 身 に 付 け る こ と が で き る よ う に す る と と も に ︑ 子 ど も の 自 立 心 を 育 成 し ︑ 心

身 の 調 和 の と れ た 発 達 を 図 る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 学 校 関 係 者 等 の 役 割 ︶

第 七 条

　
学 校 関 係 者 等 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 学 校 ︑ 児 童 福 祉 施 設 等 に お け る 子 ど も の 安 全 を 確

保 し ︑ 子 ど も が 安 心 し て 学 び ︑ 及 び 育 つ こ と が で き る よ う 努 め る と と も に ︑ 子 ど も が 子 ど も の 権

利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 及 び 理 解 を 深 め ︑ 意 見 を 表 明 し ︑ 並 び に 社 会 的 活 動 に 参 画 す る こ と が で

き る よ う ︑ 必 要 な 支 援 に 努 め る も の と す る ︒
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︵ 事 業 者 の 役 割 ︶

第 八 条

　
事 業 者 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ そ の 雇 用 す る 労 働 者 が そ の 子 ど も に 接 す る 時 間 を 十 分 に

確 保 す る こ と が で き る よ う に す る と と も に ︑ そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 職 業 生 活 及 び 家 庭 生 活 の 充 実

が 図 ら れ る よ う ︑ 必 要 な 雇 用 環 境 の 整 備 に 努 め る も の と す る ︒

︵ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 の 役 割 ︶

第 九 条

　
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を 活 用 し ︑ 子 ど

も の 支 援 及 び 子 育 て の 支 援 を 推 進 す る よ う 努 め る と と も に ︑ 国 ︑ 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 子 ど も の

権 利 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 県 民 の 役 割 ︶

第 十 条

　
県 民 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る と と も に ︑

国 ︑ 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 子 ど も の 権 利 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 意 見 表 明 及 び 社 会 参 画 の 促 進 ︶

第 十 一 条

　
県 は ︑ 全 て の 子 ど も が そ の 年 齢 及 び 発 達 の 程 度 に 応 じ て 意 見 を 表 明 す る と と も に ︑ 多 様

な 社 会 的 活 動 に 参 画 す る こ と が で き る よ う ︑ 必 要 な 環 境 の 整 備 を 図 る も の と す る ︒

︵ 子 ど も 等 の 意 見 の 施 策 へ の 反 映 ︶

第 十 二 条

　
県 は ︑ 子 ど も に 関 す る 施 策 を 策 定 し ︑ 実 施 し ︑ 及 び 評 価 す る に 当 た っ て は ︑ 子 ど も 及 び

保 護 者 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 反 映 さ せ る た め ︑ 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

︵ 広 報 啓 発 ︶

第 十 三 条

　
県 は ︑ 県 民 が 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う ︑ 広 報

そ の 他 の 啓 発 活 動 を 行 う も の と す る ︒

︵ 相 談 体 制 の 充 実 ︶

第 十 四 条

　
県 は ︑ 子 ど も の 権 利 の 擁 護 を 図 る た め ︑ 子 ど も 及 び 保 護 者 そ の 他 の 関 係 者 か ら の 相 談 に

応 ず る た め の 体 制 の 充 実 を 図 る も の と す る ︒

︵ 権 利 擁 護 ︶

第 十 五 条

　
県 は ︑ 子 ど も が 権 利 侵 害 そ の 他 の 不 利 益 を 受 け た 場 合 に お い て ︑ 専 門 的 知 見 に 基 づ い て

適 切 か つ 迅 速 に 救 済 を 図 る た め ︑ 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

︵ 推 進 体 制 の 整 備 等 ︶

第 十 六 条

　
県 は ︑ 子 ど も の 権 利 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る た め の 体 制 の 整 備 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず

る も の と す る ︒

　 　 　
附

　
則

︵ 施 行 期 日 ︶

１

　
こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

︵ 検 討 ︶

２

　
県 は ︑ こ の 条 例 の 施 行 後 ︑ こ の 条 例 の 施 行 の 状 況 に つ い て 検 討 を 加 え ︑ そ の 結 果 に 基 づ い て 所
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義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

を こ こ に 公 布 す る ︒

　 　
令 和 七 年 十 二 月 二 十 四 日

石 川 県 知 事

　 　
馳

　 　 　 　 　 　 　 　
浩
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︵ 事 業 者 の 役 割 ︶

第 八 条

　
事 業 者 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ そ の 雇 用 す る 労 働 者 が そ の 子 ど も に 接 す る 時 間 を 十 分 に

確 保 す る こ と が で き る よ う に す る と と も に ︑ そ の 雇 用 す る 労 働 者 の 職 業 生 活 及 び 家 庭 生 活 の 充 実

が 図 ら れ る よ う ︑ 必 要 な 雇 用 環 境 の 整 備 に 努 め る も の と す る ︒

︵ 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 の 役 割 ︶

第 九 条

　
子 ど も ・ 子 育 て 支 援 団 体 等 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 専 門 的 知 識 及 び 経 験 を 活 用 し ︑ 子 ど

も の 支 援 及 び 子 育 て の 支 援 を 推 進 す る よ う 努 め る と と も に ︑ 国 ︑ 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 子 ど も の

権 利 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 県 民 の 役 割 ︶

第 十 条

　
県 民 は ︑ 基 本 理 念 に の っ と り ︑ 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る と と も に ︑

国 ︑ 県 及 び 市 町 が 実 施 す る 子 ど も の 権 利 に 関 す る 施 策 に 協 力 す る よ う 努 め る も の と す る ︒

︵ 意 見 表 明 及 び 社 会 参 画 の 促 進 ︶

第 十 一 条

　
県 は ︑ 全 て の 子 ど も が そ の 年 齢 及 び 発 達 の 程 度 に 応 じ て 意 見 を 表 明 す る と と も に ︑ 多 様

な 社 会 的 活 動 に 参 画 す る こ と が で き る よ う ︑ 必 要 な 環 境 の 整 備 を 図 る も の と す る ︒

︵ 子 ど も 等 の 意 見 の 施 策 へ の 反 映 ︶

第 十 二 条

　
県 は ︑ 子 ど も に 関 す る 施 策 を 策 定 し ︑ 実 施 し ︑ 及 び 評 価 す る に 当 た っ て は ︑ 子 ど も 及 び

保 護 者 そ の 他 の 関 係 者 の 意 見 を 反 映 さ せ る た め ︑ 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

︵ 広 報 啓 発 ︶

第 十 三 条

　
県 は ︑ 県 民 が 子 ど も の 権 利 に つ い て 意 識 を 高 め ︑ 理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う ︑ 広 報

そ の 他 の 啓 発 活 動 を 行 う も の と す る ︒

︵ 相 談 体 制 の 充 実 ︶

第 十 四 条

　
県 は ︑ 子 ど も の 権 利 の 擁 護 を 図 る た め ︑ 子 ど も 及 び 保 護 者 そ の 他 の 関 係 者 か ら の 相 談 に

応 ず る た め の 体 制 の 充 実 を 図 る も の と す る ︒

︵ 権 利 擁 護 ︶

第 十 五 条

　
県 は ︑ 子 ど も が 権 利 侵 害 そ の 他 の 不 利 益 を 受 け た 場 合 に お い て ︑ 専 門 的 知 見 に 基 づ い て

適 切 か つ 迅 速 に 救 済 を 図 る た め ︑ 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

︵ 推 進 体 制 の 整 備 等 ︶

第 十 六 条

　
県 は ︑ 子 ど も の 権 利 に 関 す る 施 策 を 推 進 す る た め の 体 制 の 整 備 そ の 他 必 要 な 措 置 を 講 ず

る も の と す る ︒

　 　 　
附

　
則

︵ 施 行 期 日 ︶

１

　
こ の 条 例 は ︑ 公 布 の 日 か ら 施 行 す る ︒

︵ 検 討 ︶

２

　
県 は ︑ こ の 条 例 の 施 行 後 ︑ こ の 条 例 の 施 行 の 状 況 に つ い て 検 討 を 加 え ︑ そ の 結 果 に 基 づ い て 所
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要 の 措 置 を 講 ず る も の と す る ︒

提 案 理 由

　
子 ど も が 健 や か に 幸 福 な 生 活 を 送 る こ と が で き る 社 会 の 実 現 に 資 す る た め ︑ 子 ど も の 権 利 の 保 障

に 関 す る 施 策 の 基 本 と な る 事 項 を 定 め る 必 要 が あ る ︒ こ れ が ︑ こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る ︒
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議 案 第 三 十 号

義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 四 十 六 年 石 川

県 条 例 第 五 十 三 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 一 条 中 ﹁ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 七 十 七 号 ﹂ の 下 に ﹁ ︒ 以 下 ﹁ 法 ﹂ と い う ︒ ﹂ を 加 え る ︒

　
第 三 条 第 一 項 中 ﹁ 限 る ﹂ を ﹁ 限 り ︑ 法 第 三 条 第 一 項 の 指 導 改 善 研 修 被 認 定 者 を 除 く ﹂ に ︑ ﹁ 百

分 の 四 ﹂ を ﹁ 百 分 の 十 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 七 条 を 次 の よ う に 改 め る ︒

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 に 係 る 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 ︶

第 七 条

　
義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る こ と に よ り 学 校 教 育 の 水 準 の

維 持 向 上 に 資 す る た め ︑ 法 第 七 条 第 一 項 の 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 に つ い て は ︑ 法 第 八 条 に

定 め る も の の ほ か ︑ 法 第 七 条 第 一 項 の 指 針 に 基 づ き ︑ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 服 務 を 監

督 す る 教 育 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る ︒

︵ 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条

　
公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ︶ の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 条 中 第 一 号 を 削 り ︑ 第 二 号 を 第 一 号 と し ︑ 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る ︒

　
第 四 条 及 び 第 五 条 を 次 の よ う に 改 め る ︒

第 四 条 及 び 第 五 条

　
削 除

　
第 十 条 の 四 第 二 項 第 二 号 中 ﹁ 七 千 五 百 円 ﹂ を ﹁ 八 千 円 ﹂ に 改 め る ︒

︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う
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に 改 正 す る ︒

　
第 二 十 二 条 第 二 項 中 ﹁ 八 千 円 ﹂ を ﹁ 八 千 六 百 円 ﹂ に 改 め ︑ ﹁ の 別 ﹂ の 下 に ﹁ 並 び に 次 に 掲 げ る

校 務 の 種 類 ﹂ を 加 え ︑ 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る ︒

　
一	

　
学 級 ︵ 学 校 教 育 法 に 規 定 す る 小 学 校 ︑ 中 学 校 ︑ 義 務 教 育 学 校 及 び 高 等 学 校 の 学 級 に 限 り ︑

同 法 第 八 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 特 別 支 援 学 級 を 除 く ︒ ︶ を 担 任 す る 業 務

　
二

　
前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 校 務

　
別 表 第 三 イ の 表 備 考 ２ 中 ﹁４級 ﹂ の 次 に ﹁又は５級 ﹂ を 加 え ︑﹁この表の額に7,700円を ﹂ を ﹁そ

の職務の級が４級である職員にあつてはこの表の額に11,500円を､ その職務の級が５級である職

員にあつてはこの表の額に3,800円を､ ﹂ に 改 め ︑ 同 表 ロ の 表 備 考 ２ 中 ﹁４級 ﹂ の 次 に ﹁又は５級 ﹂

を 加 え ︑ ﹁この表の額に7,500円を ﹂ を ﹁その職務の級が４級である職員にあつてはこの表の額に

11,500円を､ その職務の級が５級である職員にあつてはこの表の額に4,000円を､ ﹂ に 改 め る ︒

　 　 　
附

　
則

︵ 施 行 期 日 ︶

１

　
こ の 条 例 は ︑ 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒ た だ し ︑ 第 一 条 中 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員

の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 第 七 条 の 改 正 規 定 は ︑ 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措

置 ︶
２

　
こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 教 育 公 務 員 特 例 法 ︵ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ︶ 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 認 定 を 受 け た 者 で あ っ て 同 日 の 前 日 ま で に 同 条 第 四 項 の 認 定 を 受 け て い な い も の が 当 該

認 定 を 受 け る ま で の 間 に お け る 当 該 者 に 対 す る 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特

別 措 置 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ る 教 職 調 整 額 並 び に 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ

る 時 間 外 勤 務 手 当 ︑ 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 の 支 給 に つ い て は ︑ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 の 教 育

職 員 給 与 等 特 別 措 置 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 第 三 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず ︑ な お 従 前 の

例 に よ る ︒

３

　
令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 令 和 十 二 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 教 育 職 員 給 与 等 特

別 措 置 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ︑ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 の 区 分 に 応 じ ︑ 同

項 中 ﹁ 百 分 の 十 ﹂ と あ る の は ︑ そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る ︒

令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 五

令 和 九 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 六

令 和 十 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 七

令 和 十 一 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 八

令 和 十 二 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 九
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議 案 第 三 十 号

義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等

の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て

　
義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を

次 の よ う に 制 定 す る ︒

令 和 七 年 十 二 月 二 日 提 出

石 川 県 知 事

　
馳

　 　 　
浩

義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 等 の 一 部 を 改 正

す る 条 例

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 一 条

　
義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 四 十 六 年 石 川

県 条 例 第 五 十 三 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 一 条 中 ﹁ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 七 十 七 号 ﹂ の 下 に ﹁ ︒ 以 下 ﹁ 法 ﹂ と い う ︒ ﹂ を 加 え る ︒

　
第 三 条 第 一 項 中 ﹁ 限 る ﹂ を ﹁ 限 り ︑ 法 第 三 条 第 一 項 の 指 導 改 善 研 修 被 認 定 者 を 除 く ﹂ に ︑ ﹁ 百

分 の 四 ﹂ を ﹁ 百 分 の 十 ﹂ に 改 め る ︒

　
第 七 条 を 次 の よ う に 改 め る ︒

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 に 係 る 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 ︶

第 七 条

　
義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 健 康 及 び 福 祉 の 確 保 を 図 る こ と に よ り 学 校 教 育 の 水 準 の

維 持 向 上 に 資 す る た め ︑ 法 第 七 条 第 一 項 の 業 務 量 管 理 ・ 健 康 確 保 措 置 に つ い て は ︑ 法 第 八 条 に

定 め る も の の ほ か ︑ 法 第 七 条 第 一 項 の 指 針 に 基 づ き ︑ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 服 務 を 監

督 す る 教 育 委 員 会 の 定 め る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る ︒

︵ 公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 二 条

　
公 立 学 校 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 一 年 石 川 県 条 例 第 二 十 九 号 ︶ の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る ︒

　
第 三 条 中 第 一 号 を 削 り ︑ 第 二 号 を 第 一 号 と し ︑ 第 三 号 か ら 第 五 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る ︒

　
第 四 条 及 び 第 五 条 を 次 の よ う に 改 め る ︒

第 四 条 及 び 第 五 条

　
削 除

　
第 十 条 の 四 第 二 項 第 二 号 中 ﹁ 七 千 五 百 円 ﹂ を ﹁ 八 千 円 ﹂ に 改 め る ︒

︵ 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 ︶

第 三 条

　
一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 ︵ 昭 和 三 十 二 年 石 川 県 条 例 第 三 十 号 ︶ の 一 部 を 次 の よ う
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に 改 正 す る ︒

　
第 二 十 二 条 第 二 項 中 ﹁ 八 千 円 ﹂ を ﹁ 八 千 六 百 円 ﹂ に 改 め ︑ ﹁ の 別 ﹂ の 下 に ﹁ 並 び に 次 に 掲 げ る

校 務 の 種 類 ﹂ を 加 え ︑ 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る ︒

　
一	

　
学 級 ︵ 学 校 教 育 法 に 規 定 す る 小 学 校 ︑ 中 学 校 ︑ 義 務 教 育 学 校 及 び 高 等 学 校 の 学 級 に 限 り ︑

同 法 第 八 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 特 別 支 援 学 級 を 除 く ︒ ︶ を 担 任 す る 業 務

　
二

　
前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 校 務

　
別 表 第 三 イ の 表 備 考 ２ 中 ﹁４級 ﹂ の 次 に ﹁又は５級 ﹂ を 加 え ︑﹁この表の額に7,700円を ﹂ を ﹁そ

の職務の級が４級である職員にあつてはこの表の額に11,500円を､ その職務の級が５級である職

員にあつてはこの表の額に3,800円を､ ﹂ に 改 め ︑ 同 表 ロ の 表 備 考 ２ 中 ﹁４級 ﹂ の 次 に ﹁又は５級 ﹂

を 加 え ︑ ﹁この表の額に7,500円を ﹂ を ﹁その職務の級が４級である職員にあつてはこの表の額に

11,500円を､ その職務の級が５級である職員にあつてはこの表の額に4,000円を､ ﹂ に 改 め る ︒

　 　 　
附

　
則

︵ 施 行 期 日 ︶

１

　
こ の 条 例 は ︑ 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒ た だ し ︑ 第 一 条 中 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員

の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 第 七 条 の 改 正 規 定 は ︑ 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措

置 ︶
２

　
こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 教 育 公 務 員 特 例 法 ︵ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ︶ 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 認 定 を 受 け た 者 で あ っ て 同 日 の 前 日 ま で に 同 条 第 四 項 の 認 定 を 受 け て い な い も の が 当 該

認 定 を 受 け る ま で の 間 に お け る 当 該 者 に 対 す る 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特

別 措 置 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ る 教 職 調 整 額 並 び に 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ

る 時 間 外 勤 務 手 当 ︑ 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 の 支 給 に つ い て は ︑ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 の 教 育

職 員 給 与 等 特 別 措 置 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 第 三 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず ︑ な お 従 前 の

例 に よ る ︒

３

　
令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 令 和 十 二 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 教 育 職 員 給 与 等 特

別 措 置 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ︑ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 の 区 分 に 応 じ ︑ 同

項 中 ﹁ 百 分 の 十 ﹂ と あ る の は ︑ そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る ︒

令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 五

令 和 九 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 六

令 和 十 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 七

令 和 十 一 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 八

令 和 十 二 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 九
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に 改 正 す る ︒

　
第 二 十 二 条 第 二 項 中 ﹁ 八 千 円 ﹂ を ﹁ 八 千 六 百 円 ﹂ に 改 め ︑ ﹁ の 別 ﹂ の 下 に ﹁ 並 び に 次 に 掲 げ る

校 務 の 種 類 ﹂ を 加 え ︑ 同 項 に 次 の 各 号 を 加 え る ︒

　
一	

　
学 級 ︵ 学 校 教 育 法 に 規 定 す る 小 学 校 ︑ 中 学 校 ︑ 義 務 教 育 学 校 及 び 高 等 学 校 の 学 級 に 限 り ︑

同 法 第 八 十 一 条 第 二 項 及 び 第 三 項 に 規 定 す る 特 別 支 援 学 級 を 除 く ︒ ︶ を 担 任 す る 業 務

　
二

　
前 号 に 掲 げ る も の 以 外 の 校 務

　
別 表 第 三 イ の 表 備 考 ２ 中 ﹁４級 ﹂ の 次 に ﹁又は５級 ﹂ を 加 え ︑﹁この表の額に7,700円を ﹂ を ﹁そ

の職務の級が４級である職員にあつてはこの表の額に11,500円を､ その職務の級が５級である職

員にあつてはこの表の額に3,800円を､ ﹂ に 改 め ︑ 同 表 ロ の 表 備 考 ２ 中 ﹁４級 ﹂ の 次 に ﹁又は５級 ﹂

を 加 え ︑ ﹁この表の額に7,500円を ﹂ を ﹁その職務の級が４級である職員にあつてはこの表の額に

11,500円を､ その職務の級が５級である職員にあつてはこの表の額に4,000円を､ ﹂ に 改 め る ︒

　 　 　
附

　
則

︵ 施 行 期 日 ︶

１

　
こ の 条 例 は ︑ 令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒ た だ し ︑ 第 一 条 中 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員

の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 第 七 条 の 改 正 規 定 は ︑ 同 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る ︒

︵ 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に 伴 う 経 過 措

置 ︶
２

　
こ の 条 例 の 施 行 の 日 前 に 教 育 公 務 員 特 例 法 ︵ 昭 和 二 十 四 年 法 律 第 一 号 ︶ 第 二 十 五 条 第 一 項 の 規

定 に よ る 認 定 を 受 け た 者 で あ っ て 同 日 の 前 日 ま で に 同 条 第 四 項 の 認 定 を 受 け て い な い も の が 当 該

認 定 を 受 け る ま で の 間 に お け る 当 該 者 に 対 す る 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特

別 措 置 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ る 教 職 調 整 額 並 び に 一 般 職 の 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 規 定 に よ

る 時 間 外 勤 務 手 当 ︑ 休 日 勤 務 手 当 及 び 夜 間 勤 務 手 当 の 支 給 に つ い て は ︑ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 義 務 教 育 諸 学 校 等 の 教 育 職 員 の 給 与 等 に 関 す る 特 別 措 置 に 関 す る 条 例 ︵ 以 下 ﹁ 改 正 後 の 教 育

職 員 給 与 等 特 別 措 置 条 例 ﹂ と い う ︒ ︶ 第 三 条 第 一 項 及 び 第 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず ︑ な お 従 前 の

例 に よ る ︒

３

　
令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 令 和 十 二 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で の 間 に お け る 改 正 後 の 教 育 職 員 給 与 等 特

別 措 置 条 例 第 三 条 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は ︑ 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 期 間 の 区 分 に 応 じ ︑ 同

項 中 ﹁ 百 分 の 十 ﹂ と あ る の は ︑ そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る ︒

令 和 八 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 五

令 和 九 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 六

令 和 十 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 七

令 和 十 一 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 八

令 和 十 二 年 一 月 一 日 か ら 同 年 十 二 月 三 十 一 日 ま で 百 分 の 九
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